
Ⅰ　総　括　表

1 ６ 年 度 1 ７ 年 度

予 算 額 概算決定額

　　　　　％

農林水産予算総額 30,522 29,672 97.2

１ 公 共 事 業費 13,712 13,124 95.7

13,520 12,932 95.6

192 192 100.0

２ 非公共事業費 16,810 16,548 98.4

9,984 9,793 98.1

6,825 6,755 99.0

（注）１．計数整理の結果、異動を生じることがある。

　　　２．一般公共事業費の概算決定額には、地域再生交付金を含む。

　　　３．計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。

対前年度比

　　　　 億円

食料安定供給関係費

一 般 公 共 事 業 費

災害復旧等事業費

一 般 事 業 費

区　　　　　　　分

　　　　 億円
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Ⅲ 平成１７年度農林水産予算の重点事項

１．消費者重視の食料供給・消費システムの確立

○ 産地段階から消費段階にわたるリスク管理等の確実な実施

ＢＳＥや高病原性鳥インフルエンザ等家畜の伝染性疾病の発生防止の徹底や

発生時のまん延防止対策の充実、リスク管理行政への調査研究結果の迅速な活

用、動物検疫及び水産防疫体制の充実・強化等により安全・安心な農畜水産物

の供給を確保

また、食品表示の適正化及び新たなＪＡＳ規格の導入を推進

【・リスク管理型研究： ４億円】

【・食の安全・安心確保交付金：２７億円の内数】

【・動物検疫体制の充実・強化： １２億円】

【・全国的な水産防疫体制の推進： １億円】

○ 最先端の情報処理技術（ユビキタスコンピューティング技術）を活用した

食の安全・安心システムの開発・導入の推進

ユビキタスコンピューティング技術を活用して情報の記録等の自動化・簡便

化を進め、生産資材の適正使用の徹底によるリスク管理の強化や、消費者が簡

単に入手できる安全・安心情報の充実等を図る食の安全・安心システムの開発

・導入を行うとともに、併せて効率的物流体系を確立

【・ユビキタス食の安全・安心システムの確立：１９億円】

○ 国民運動としての食育活動の推進

関係府省と連携しつつ、食生活指針の実践を促す「日本版フードガイド（仮

称 」や、全国的なマスメディアの活用、体験活動や地産地消への取組を通じ）

て、食育を国民的運動として展開

【・にっぽん食育推進事業： ６億円】

【・食の安全・安心確保交付金：２７億円の内数】

○ 食と農の連携による健康で安心な食生活の創造

担い手等生産者と食品産業の連携強化による、地域の特色を生かした地産地

消の推進、安全・安心な国産農産物の利用拡大のための総合的な支援を実施

【・強い農業づくり交付金：４７０億円の内数】
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２．農業構造改革の加速化と農業環境・資源の保全の両立

○ 担い手育成支援策の拡充と多様な担い手の確保への支援

担い手への施策の集中化・重点化を一層推進するとともに、担い手支援策に

係る窓口・支援体制の一元化を図り、地域において対象となる担い手を明確に

した上で、地域リーダーの育成と経営診断による経営能力の向上、集落営農の

計画的な組織化を図るための合意形成、サービス事業体の機能強化等を図る取

組の支援を実施

【・強い農業づくり交付金：４７０億円の内数】

○ 担い手を対象とした品目横断的政策の導入に向けた調査・検討

品目横断的政策の迅速かつ円滑な導入に向けたシミュレーション、交付シス

テムの設計を実施

【・品目横断的対策導入推進事業：０．７億円】

○ 農地の利用集積の加速化と総合的な遊休農地解消対策の推進

農地の売渡し・貸出し希望に関する情報提供、利用調整活動における団地化

促進策の強化、農地保有合理化法人の機能の充実、規模縮小農業者等の有する

農地・施設等の経営資源の承継の円滑化等を実施

重点地区における遊休農地地権者への濃密指導、遊休農地の再生・活用に向

けた地域合意の具体化のための多様な活動の支援を実施

【・担い手農地情報活用集積促進事業：１４億円】

【・元気な地域づくり交付金：４６６億円の内数】

【・農業生産法人経営支援出資事業： ７億円】

【・農地継承円滑化事業： ６億円】

【・農林漁業金融公庫出資金： ８億円】

【・強い農業づくり交付金： ４７０億円の内数】
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○ 環境や農地・農業用水等を保全する政策の確立に向けた調査・検討

環境や農地・農業用水等の資源を適切に保全する施策体系を構築するため、

施策の効率性や実効性に係る検証等を実施

既存ストックの有効活用を図る観点から、多面的機能を適切に発揮するため

の施設の管理体制の整備、施設の長寿命化のための機能診断、予防保全対策等

を実施

中山間地域等直接支払制度について、自律的かつ継続的な農業生産活動等の

体制整備に向けたより積極的な取組を推進

【・資源保全実態調査事業（公共 ： ９億円】）

【・資源保全手法検討調査（公共 ： ２億円】）

【・新たな農業生産環境施策確立調査：０．３億円】

【・国営造成施設管理体制整備促進事業

（管理体制整備型 （公共 ：３１億円】） ）

【・基幹水利施設保全対策（公共 ： １７億円】）

【・中山間地域等直接支払交付金： ２１８億円】

○ 米政策改革関連施策の着実な推進

需要に応じた売れる米づくり、農業者等による自主的な需給調整を進め、担

い手の育成・確保を図りながら、地域の特色ある水田農業の展開を推進

【・産地づくり対策： １，６８４億円】

【・稲作所得基盤確保対策： ５３８億円】

【・担い手経営安定対策： １１５億円】

【・集荷円滑化対策

（過剰米短期融資資金貸付金 ：７５億円】）

３．未来志向の取組に対する積極的な支援

○ 農林水産物・食品の輸出促進対策の拡充

農林水産物・食品の輸出促進に向けて、海外での通年型販売促進、多様なノ

ウハウの活用等による販路創出・拡大への支援や産地づくり、検疫条件整備、

知的財産権対策等を総合的に展開

【・農林水産物の輸出促進：７億円】
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○ 知的財産権の活用推進、人材・技術等の資源の有効活用による産地ブラン
ドの確立

国内外における新品種の権利侵害情報の収集・提供や海外における権利侵害
への対応マニュアルの作成、地域における食料産業クラスターの形成（食品産
業・農業・関連業種による連携構築（ネットワークづくり ）等を通じた、産地）
ブランドの育成、高付加価値化商品の製品化等を推進

【・育成者権戦略的取得・活用支援事業：０．１億円】
【・食料産業クラスター推進事業： ５億円】

○ 国際競争に打ち勝つ新技術の開発と成果普及の推進

食料産業の国際競争力の強化、地域における食料産業の活性化、食の安全・
安心の確保及び食料産業の発展基盤となる研究開発を重点化
農林水産分野の新たな産業創出や緊急課題への対応等などの現場に密着した
試験研究を一層推進するための競争的研究資金を拡充
【・生産性の高い地域輪作システムをモデル的に構築する事業：１億円】
【・ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発： １６億円】
【・先端技術を活用した農林水産研究高度化事業： ３８億円】

○ 「守り」から「攻め」の産地形成に向けた生産面での取組強化

消費者等のニーズに対応し、担い手を中心に一層の低コスト化、高品質化な
ど競争力強化に取り組む産地へ支援を集中

【・強い農業づくり交付金： ４７０億円の内数】
【・広域的、先進性・モデル性の高い取組への直接支援：５２億円】

○ バイオマス・ニッポン総合戦略の強力な推進

地域が策定したバイオマスタウン構想の実現に向け、バイオマスの発生から
利用までの総合的利活用を促進するために必要な取組や施設の一体的な整備を
支援

【・バイオマスの環づくり交付金： １４４億円】

○ 農山漁村における「地域自ら考え行動する」取組の促進

「立ち上がる農山漁村・地域再生 「魅力ある農山漁村づくり 「都市と農山」、 」、
漁村の共生・対流の一層の推進」を目指し、地域の創意工夫を生かし、地域の
裁量性・自主性が発揮されるような形で各種支援を実施

【・元気な地域づくり交付金： ４６６億円の内数】
【・むらづくり交付金（公共 ： １００億円】）
【・漁村再生交付金（公共 ： ３０億円】）
【・農業参入促進基盤整備実証事業（公共 ：０．５億円】）
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～ 森林吸収源１０ヵ年対策第２ステップの推進 ～４．森林・林業政策の展開

○ 新たな間伐対策の推進等による多様で健全な森林の整備・保全

団地化による効率的な間伐の一層の推進と必要な路網や高性能林業機械の整

備を３カ年で計画的・総合的に実施

荒廃した奥地保安林において針広混交林化等を推進

森林ボランティア活動の支援を通じ国民参加の森林づくりを支援

【・間伐等推進総合対策： ５４９億円】

【・森林づくり交付金： ４４億円の内数】

【・奥地保安林保全緊急対策（公共 ：４４６億円の内数】）

○ 木材・木質バイオマス利用の推進

地域材の低コスト生産・流通・加工体制の確立の推進、間伐材を中心とする

地域材の需要拡大、家づくりへの地域材の積極的活用の推進など、木材・木質

バイオマスの利用拡大を関係府省と連携しつつ推進

【・強い林業・木材産業づくり交付金： ７８億円の内数】

【・日本の森を育てる木づかい推進緊急総合対策事業： ２億円】

○ 緑の雇用等の担い手の定着促進と山村再生

緑の雇用の着実な実施や、起業支援による山村のビジネスチャンスの拡大を

推進

【・緑の雇用担い手育成対策事業：７０億円】

【・森業・山業創出支援総合対策： ２億円】

○ いのちと水を守る緑の緊急保全対策の推進

山地災害の発生の危険性の高い地域等において、治山施設の整備と森林の整

備を一体的・重点的に推進

【・流域防災総合治山対策（公共 ：８９７億円の内数】）

【・水源流域地域保全事業（公共 ： ２８億円】）
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～ 元気が出る水産業の確立 ～５．水産政策の展開

○ 経営の改善を図る漁業者への支援等元気が出る水産業の確立

経営の改善に取り組む漁業者に対する金融支援の充実、漁船リースの推進、

経営再建が困難な者の経営資源の円滑継承スキームの構築等を行うとともに、

魚価の安定策を実施

【・中小漁業経営支援事業： ０．６億円】

【・中小漁業関連資金融通円滑化事業： ３億円】

【・担い手代船取得支援リース事業： １１億円】

【・経営資源の円滑な継承に対する支援： １億円】

【・調整保管事業資金造成費： １７億円】

○ 水産資源調査の充実等「海の恵み」の持続的な利用

水産資源調査の充実、我が国周辺水域における水産資源の管理の強化、藻

場・干潟の造成等や、有明海等緊急に対応を要する地域における豊かな海づ

くりを推進

【・我が国周辺水域資源調査等推進対策：１８億円】

【・資源管理体制・機能強化総合対策事業：４億円】

【・豊かな海の森づくり事業（公共 ： ２６６億円】）

【・有明海環境改善のための実証試験： ６億円】

○ 安全で安心な水産物の生産・供給体制の強化

安全・安心に配慮した漁港等の整備、水産加工場等へのＨＡＣＣＰ導入の

促進、水産防疫体制を強化

【・地域水産総合衛生管理対策推進事業（公共 ：３３２億円】）

【・強い水産業づくり交付金： １５２億円の内数】

○ 多面的機能を発揮する水産業・漁村の支援

離島漁業の積極的な振興を図る取組に対する支援、効率的効果的な水産基

盤の整備、都市と漁村の共生・対流等による漁村の活性化や漁村の総合的な

整備等を推進

【・離島漁業再生支援交付金：１７億円】

【・漁村再生交付金（公共 ： ３０億円】）
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Ⅳ．平成１７年度農林水産予算のポイント

１．新たな食料・農業・農村基本計画に向けた中間論点整理

の予算への反映（P81～83）

２．補助金改革への取組（P84～93）

３．政策評価の反映（P94～101）

４ 「重点４分野」への予算配分の重点化（P102～103）．

５ 「モデル事業」への取組（P104～105）．

６ 「政策群」への取組・府省間の連携強化（P106～107）．

７ 「担い手」への施策の重点化（P108）．

８．公共事業から非公共事業への政策手段の転換（シフト）

（P109）

９．公共事業の効率的実施に向けた取組（P110～115）
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Ⅴ 平成17年度農林水産主要施策別概算決定の概要

－ 目 次 －

１．消費者重視の食料供給・消費システムの確立

【産地段階から消費段階にわたるリスク管理等の確実な実施】

１ 「リスク管理型研究」によるリスク管理行政への調査研究結果の迅速な活．

用等･････････････････････････････････････････････････････････････14

２．家畜の防疫体制等リスク管理・危機管理体制の強化･･････････････････15

３．農産物のリスク管理・危機管理体制の強化･･････････････････････････16

４．食品表示の適正化及び新たなニーズに対応したＪＡＳ規格の導入の推進･･

････････････････････････････････････････････････････････････････18

【最先端の情報処理技術（ユビキタスコンピューティング技術）を活用した食の

安全・安心システムの開発・導入の推進】

５．ユビキタス食の安全・安心システムの確立･････････････････････････19

【国民運動としての食育活動の推進】

６．国民運動としての食育活動の推進･･････････････････････････････････20

【食と農の連携による健康で安心な食生活の創造】

７．健康・安心食生活創造対策････････････････････････････････････････22

２．農業構造改革の加速化と農業環境・資源の保全の両立

【担い手育成支援策の拡充と多様な担い手の確保への支援】

８．担い手育成支援策の拡充と多様な担い手の確保への支援･･････････････24

９．経営構造対策等の推進･･･････････････････････････････････････････27

10．新規就農者等の育成・確保･･･････････････････････････････････････28

【担い手を対象とした品目横断的政策の導入に向けた調査・検討】

11．品目横断的政策の円滑な導入のための調査の実施････････････････････30

【農地の利用集積の加速化と総合的な遊休農地解消対策の推進】

12．農地の利用集積の促進･･･････････････････････････････････････････32

13．総合的な遊休農地解消対策の推進･････････････････････････････････34
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【環境や農地・農業用水等を保全する政策の確立に向けた調査・検討】

14．環境や農地・農業用水等の資源を適切に保全管理する施策体系の構築に向

けた調査・検討･･･････････････････････････････････････････････････36

15．基幹水利施設等の既存ストックの有効活用の推進･･･････････････････38

16. 中山間地域等における多面的機能の維持・増進･･････････････････････40
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３．未来志向の取組に対する積極的な支援

【農林水産物・食品の輸出促進対策の拡充】

18．農林水産物の輸出促進･･･････････････････････････････････････････44

【知的財産権の活用推進、人材・技術等の資源の有効活用による産地ブランドの

確立】
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20．国際競争に打ち勝つ新技術の開発と成果普及の推進･･････････････････49

21．農林水産分野の国際協力の推進････････････････････････････････････53

22．農林水産分野の情報化と電子政府の実現････････････････････････････54

23．政策ニーズに即した統計調査の実施････････････････････････････････56

【 守り」から「攻め」の産地形成に向けた生産面での取組強化】「
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「リスク管理型研究」によるリスク管理行政への調査研究結
果の迅速な活用等
農林水産省の所掌に係る食品の安全に関するリスク管理等を強化す

るため、競争的研究資金を活用して調査研究を実施するとともに、年
度途中に発生した緊急課題に短期間で取り組む調査研究を実施。

（０）百万円４３７

１ ポイント

（１）リスク管理型研究
食品の安全・安心行政を進める過程において、リスク管理等に関する研究開

発を強化することにより、科学的・客観的かつ迅速に施策を実施するため、公
募方式により選抜した産学官の研究グループにより調査研究を実施。

【研究の課題例】
かび毒のリスク管理手法に係る調査研究①
農産物を汚染するかび毒のリスク管理措置の検討に資するための産生条件

の解明、産生特性や汚染実態に適したサンプリング技術・定量法の確立、汚
染防止・低減技術の開発等に関する調査研究等。

② 鳥インフルエンザワクチンによる防疫方法とワクチン改良技術に係る調査
研究
最新の製造技術を応用したワクチンの改良、ワクチン株を予測選定し、最

も適したワクチンを備蓄するための調査研究等。
③ ＢＳＥに係るリスク管理措置の最適化研究

ＢＳＥに関し、より的確なリスク管理措置のためのＢＳＥ感染牛飼養農場
における同居牛の取扱い、動物由来の肥飼料の取扱いに関する調査研究等。

（２）緊急課題即応型調査研究
年度途中に発生した農林水産分野の緊急課題に対応し、直ちに研究勢力を結

集して、短期間で取り組む調査研究を実施。

２ 研究実施機関
独立行政法人、公立試験研究機関、大学、民間企業等

［担当窓口課 農林水産技術会議事務局地域研究課
（ （ ））］０３－３５９３－２１３７ 直

［担当窓口課 消費・安全局総務課 （０３－３５０２－５７１６（直 ］））



家畜の防疫体制等リスク管理・危機管理体制の強化
家畜の伝染性疾病の発生予防の徹底や発生時のまん延防止体制の充
、 、実 水産防疫体制の強化等リスク管理・危機管理体制を充実・強化し

安全・安心な畜水産物の生産・供給体制を確立。
食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（０）百万円の内数

その他 ７，３８４（３，８８６）百万円

１ ポイント
（１）家畜防疫体制の充実・強化

我が国における近年のＢＳＥや高病原性鳥インフルエンザの発生等を踏ま
家畜の伝染性疾病などの検査の迅速化や高度な診断に必要な機器等の整え、

備、 疾病の発生に備えた防疫演習の実施、死亡牛ＢＳＥ検査の着実な推進、
地域ぐるみでの衛生管理水準の向上を通じた安全・安心な産地作りの推進、家
畜伝染病予防法の改正により必要となる衛生資材費等の確保、犬等の輸入検疫
体制の強化や動物検疫犬の試行的導入等動物検疫体制の強化等による家畜伝染
病の監視・危機管理体制の充実・強化を推進。
〈各種家畜衛生対策の推進 （食の安全・安心確保交付金）
その他 ３，５１７（１５８）百万円〉（家畜生産農場清浄化等を国の事業として新たに実施）

〈家畜伝染病予防法に基づくリスク管理 １，９３４（１，８０４）百万円〉
〈小動物獣医療の実態調査 １２（０）百万円〉

〈動物検疫体制の充実・強化 １，２０２（１，１４４）百万円〉

（２）水産防疫体制の充実・強化
養殖魚介類の疾病のリスク管理を適切に推進するため、輸入種苗に対する防

疫指導などを強化するとともに重大な疾病の発生時におけるまん延防止体制を
整備。

〈全国的な水産防疫対策の推進 １０６（９６）百万円〉
〈特定疾病のまん延防止体制の充実 （食の安全・安心確保交付金 〉）

（３）動物用医薬品等の安全性の確保対策の充実・強化
動物用医薬品等に関する新たな基準等の設定・周知、地域における飼料の監

視・指導体制の確立等を実施。
〈動物用医薬品に関する新たな基準等の周知 ９（０）百万円〉

〈流通飼料等安全対策の推進 （食の安全・安心確保交付金）
その他 ２０３（２３８）百万円〉

〈動物用医薬品の使用基準の設定 １０８（１２０）百万円〉
〈飼料の有害物質等残留基準の設定 ２９３（３２５）百万円〉

国、都道府県、民間団体等２ 事業実施主体

１／２、１０／１０、定額等３ 補助率

[担当窓口課：消費・安全局衛生管理課０３－３５０２－８２０６（直）]
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農産物のリスク管理・危機管理体制の強化
農産物等に含まれる有害物質対策の強化、輸入農産物のリスク管理対

策の調査等により農産物のリスク管理・危機管理体制を強化。

食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（０）百万円の内数

強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数

その他 １，４４３（７６７）百万円

１ ポイント

カドミウム等の農産物等に含まれる有害物質に対する対策の強化、輸入農産物

のリスク管理対策の実施状況の調査等、農産物のリスク管理を徹底するとともに

危機管理体制を強化し、安全・安心な農産物の供給を確保。

２ 施策の内容

（１）農産物等に含まれる有害物質対策の強化

土壌有害物質による農作物の汚染リスクを推定する技術の検証等を実施する

とともに、土壌汚染防止対策を着実に推進。

食の安全・安心確保交付金

その他９１０（６２８）百万円

（２）より安心な病害虫防除技術の確立及び推進

病害虫の発生状況等に応じ、必要に応じて多様な防除手法を組み合わせて病

害虫の管理を行う総合的病害虫管理（ ）技術の確立及び推進を実施。IPM

食の安全・安心確保交付金

その他１１７（１２４）百万円

（３）輸入農産物の安全性確保対策

輸出国における農産物の生産過程の実態及びリスク管理対策の実施状況調査

を行い、これらの輸入農産物のリスク管理関連情報の提供を実施。

〈輸入農産物のリスク管理 １７（１６）百万円〉

（４）食の安全性に関する研究の充実・強化

食品の安全性に関するリスク管理等を強化するため、競争的資金を活用した
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調査研究を実施するとともに、食品の表示事項を科学的に検証するための研究

開発、食品の安全性に係る分析・検出技術の高度化・迅速化等の研究開発を実

施。

〈先端技術を活用した農林水産研究高度化事業のうち

リスク管理型研究（４００（０）百万円〉

〈 （ （ ， ） ）〉食品の安全性及び機能性に関する総合研究 ９３７ １ ０４１ 百万円の内数

（５）農作物の有害物質残留を抑制する栽培管理技術の普及等

米のカドミウムや麦類のかび毒等の残留を抑制するための栽培管理技術の

導入・普及、自主検査機器等の整備を支援。

〈強い農業づくり交付金〉

３ 事業実施主体

（１）都道府県、市町村、農業者団体等 （２）都道府県、農業者団体、民間団体

（３）独立行政法人

（４）独立行政法人、大学、都道府県、民間等（５）市町村、農業者団体、営農集団

４ 補助率

（１）定額、１／２、５．５／１０ （２）定額、１／２

（３）－

（４）－ （５）定額

［担当窓口課：消費・安全局農産安全管理課（０３－３５９１－６５８５（直 ］））
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食品表示の適正化及び新たなニーズに対応したＪＡＳ規格の

導入の推進
不正表示・格付を防止するための監視指導や普及啓発等により

食品表示の適正化を推進するとともに、社会的ニーズに応えた新たな

ＪＡＳ規格の導入を推進。

食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（ ０）百万円の内数

その他 ４４９（３７２）百万円

１ ポイント

（１）食品表示の監視指導等の強化

食品表示の違反事例のデータベース化等による監視指導の強化及び食品表

示制度の普及啓発を通じ、食品表示の適正化を推進。

（食の安全・安心確保交付金）

その他 ３６１（３１７）百万円

（２）ＪＡＳ規格の普及啓発と新たなＪＡＳ規格の検討

新たに導入されたＪＡＳ規格の普及啓発を図るとともに、新しいＪＡＳ規

格の検討等により、社会的ニーズに対応したＪＡＳ規格の導入を推進。

① 有機ＪＡＳ規格等の普及啓発 ９（ ０）百万円

② 生産情報公表ＪＡＳ規格の普及啓発 ３９（５５）百万円

③ 新ＪＡＳ制度の普及啓発 １１（ ０）百万円

④ 加工食品の生産情報公表ＪＡＳ規格の検討 １１（ ０）百万円

⑤ ＪＡＳ規格等検査・分析手法の妥当性の確認 ２０（ ０）百万円

２ 事業実施主体

（１）都道府県、民間団体等

（２ （独）農林水産消費技術センター、民間団体）

１／２、定額３ 補助率

[担当窓口課：消費・安全局表示・規格課（０３‐３５０１‐３７２７（直 ）]）
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ユビキタス食の安全・安心システムの確立
ユビキタスコンピューティング技術を活用した食の安全・安心シス

テムの開発・導入を行うとともに、併せて効率的物流体系を確立。
１，９００（０）百万円

１ ポイント
電子タグの普及等により、いつでも、どこでも、誰でも簡単にコンピュー

タが使える「ユビキタスコンピューティング」技術が目覚しい進歩を遂げる
中、こうした最先端の情報処理技術を活用して情報の記録等の自動化・簡便
化を進め、リスク管理の強化や消費者が簡単に入手できる安全・安心情報の
充実等を図る食の安全・安心システムを開発するとともに、これらのシステ
ムを導入するモデル地区を整備。また、こうした取組をモデル事業・政策群
を活用して推進し、生産・流通の効率化や、消費者と生産者の間の「顔の見
える関係づくり」にも貢献。

〔システムの効果〕

① 農薬をはじめとする生産資材の適正使用の徹底によるリスク管理の強化

② 電子タグの活用等による生産・流通の抜本的合理化

③ アレルゲン情報等消費者へ提供する安全・安心情報の飛躍的高度化

④ 消費者からの情報の生産者等へのフィードバック

(1) ユビキタス食の安全・安心システム開発事業 １，３００（０）百万円

① ユビキタスコンピューティング技術を活用した先進的な食の安全・安心
システムを、公募方式により開発。

② 卸売市場については、電子タグを活用し、生産・流通情報の管理と併せ
て物流の効率化を図るシステムを開発。

(2) ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整備事業
６００（０）百万円

各地域においてモデル地区の総合的な整備を進めるため、ユビキタスコン
ピューティング技術を活用した生産自動制御システム、生産資材自動識別管
理システム、情報関連施設、分析・検査施設等の整備に対して助成。

２ 事業実施主体
( )民間団体1
( )都道府県及び市町村・農業協同組合・民間団体等（都道府県経由）2

３ 補助率
( )定額1
( )都道府県及び生産段階１／２、加工・流通・販売段階１／３2

[担当窓口課：消費・安全局消費・安全政策課(０３－３５９１－４９６３(直) ]）
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国民運動としての食育活動の推進
食育を国民運動として展開することにより、国民一人一人が「食」

について改めて意識を高め 「食」に関して信頼できる情報に基づく、
適切な判断を行う能力を養成し、食生活指針の実践を推進。

７，０９８（５，６００）百万円

１ ポイント
近年の食習慣の乱れ、栄養バランスの崩れなど、食を巡る様々な問題を踏ま

え、健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、関係府省、都道府県等の関
係機関、民間団体等との連携の下に 「食育」を国民運動として展開する。、

２ 施策の内容
○ 国民運動としての食育活動の推進

食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（０）百万円の内数
にっぽん食育推進事業 ５８８（０）百万円

① 主食、主菜、副菜を基本にバランスの取れた食生活（ごはん等の穀類を
中心に野菜、果物、牛乳・乳製品などが組み合わされた日本型食生活）を
実現するため、栄養関係者等と連携した「日本版フードガイド（仮称 」）
の普及・啓発、全国的なマスメディアを通じた情報発信 「食を考える月、
間」を中心としたイベントの開催等により、国民的な運動としての食育を
推進。

② 食育推進ボランティアの活動を中心に食に関する様々な体験や、学校給
食における地元産を主体とした米、野菜、果物、牛乳・乳製品等の利用等
地産地消の推進など、地域の特性を活かした食育活動を支援。

３ 関連施策の推進
（１）食や農林水産業における体験活動の推進

強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数
元気な地域づくり交付金 ４６，６０７（０）百万円の内数
強い水産業づくり交付金 １５，２２８（０）百万円の内数

その他 １，３８８（１，４１１）百万円
食や農林水産業に関する様々な体験の機会を提供することにより、食や農

林水産業への理解や食に対して正しい選択ができる能力を養成。

（２）学校給食等を通じた啓発活動
強い農業づくり交付金（前掲）
その他 ４，５４２（３，６１３）百万円

給食における米飯の利用の推進や牛乳の供給の支援など、日常的な学校生
活の場における生きた教材を通じて、子どもたちの食に対する理解と関心を
醸成。
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（３）食に関する様々な情報提供や相互交流の推進
食の安全・安心確保交付金（前掲）
強い林業・木材産業づくり交付金 ７，８０９（０）百万円の内数

その他 ５８０（５７７）百万円
食品の選び方などについての理解を深めるための様々な情報提供を推進す

るとともに、食と農の距離を近づけ、消費者の安心と信頼を確保するため、
食の安全・安心に関する消費者と生産者等との相互交流を促進。

※ 食の安全・安心確保交付金等、交付金の計数は、予算額の合計に含まない。
[担当窓口課：消費・安全局消費者情報官（０３－３５０２－５７２３（直）]

国 民 運 動 と し て の 食 育 活 動 の 推 進  
課題：健全な食生活の実践、食料自給率の向上

「日本 版フー ドガ イド（仮称）」の普及・啓発 を通じた日本型 食生活 の実現  
・  食 生 活 指 針 を ビ ジ ュ ア ル 化し た 「 日本版フードガイド（仮称）」の活用マニュア ルを、食品

製造・加 工、流通など フー ドチェーンの各段階ごとに作成し、活用を促進

・  「 食 と健 康」をテーマに米 、野菜 、果物、牛乳・乳製品など地元の食材を適切に組み合わせ

た料理な どを紹 介する イベ ントの開催、全国的なマスメディアとの連携等多様な情報媒体を

積極的に 活用した情報 の発 信
・  摂 取 量が 不足し ている 野菜 等の摂取の重要性を啓発するため、調査・研究の支援
・  コ ン ビニ などを 活用し た、 単身世帯や若年層に対する朝食の摂取など正しい食習慣の啓発

・  適 切 な食 品選択 に資す るよ う、食品の安全性に関する基礎的情報の提供

に っ ぽ ん 食 育 推 進 事 業  

「食 を考 える 月間」（毎年 1 月）に  
おける全国的な食育活動  

・  「 食 を考 え る 国 民 会 議 」 に よ る 食 育に関す
るシンポ ジウム の全国 的な 開催

・  「 ニ ッポ ン食育フェア 」の 開催

多様な食育活動への支援  
・  民 間 団体 が行う 食育活動へ の支援
・  「 食 育コ ンクー ル」による 優れた取組の

顕彰
・  食 育 の 多 様 な 実 践 方 策 に 関 す る 実 証 的

な研究活動の実施に対する支援

食 育 推 進 ボ ラ ン テ ィ ア と 育 て る 食  
・  農 林 漁業 者、食 品事業 者、消費者、食文化研究家など様々な分野において専門的な経験を有

する方々 により 構成
・  ボ ラ ンテ ィアの 資質を 更に 向上させるとともに、食育推進ボランティアによる活動の充実・

強化

体 験 か ら わ か る 食
体験の場を通じて食料の生産過程や食の
安全についての理解促進を図る
・  食 文 化継承型
・  食 の 安全・安心 確保型
・  生 産 ・食卓連携 型
・  環 境 配慮型

地 産 地 消 で つ く る 食  
・  学 校 給 食 に おけ る 地 元 産 を 主 体 と した米、

野菜、果物、牛乳・乳製品 等の利用促進の
ための目標及び方向性の検 討、食材に関す
る普及・ 啓発の 取組の 支援

・  地 域 の 食 材 につ い て 消 費 者 と 生 産 者の意見
交換の場 づくり の支援

課題：地産地消の推進 課題：食の体験学習の推進

ゆ た か さ 発 見 食 育 実 践 対 策  

国 民 一 人 一 人 が 自 ら の 食 に つ い て 考 え 、 判 断 す る 能 力 の 養 成  
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健康・安心食生活創造対策
担い手等生産者と食品産業の連携による地域の特色を生かした地産

地消の推進、安全・安心な国産農水産物の利用拡大を総合的に支援。
強い農業づくり交付金 ４７，００９（ ０）百万円の内数

その他 １，５７４（１，２９１）百万円

１．ポイント
食品産業関係施策を再編し、生産から消費までの一連の過程で食と農の連携

強化を促進。

２．主な事業内容
（１）担い手・食品産業連携強化対策 １，２５５（９８４）百万円
・ 競争力のある高付加価値食品の供給を図るため、地域における食料産業ク
ラスターの形成（食品産業・農業・関連業種による連携構築（ネットワーク
づくり ）を推進し、地域の資源・人材・技術等が効果的に結び付くことに）
よる、地域食材を活用した新商品開発や事業の創生、市場開発を支援（食料
産業クラスターの形成については、クラスター施策に関係する府省と連携し
て推進 。）

・ 食品産業と国内生産者との直接取引等による国産食材の利用を推進すると
ともに、食品の安全・安心に資するＨＡＣＣＰ手法の導入促進を支援。

（２）市場等拠点商店街活性化対策 ２９８（２７４）百万円
・ 卸売市場を中心とした生鮮食料品の流通体系に電子タグを導入し、ユビキ
タスコンピューティング技術を活用して物流の効率化を図るシステムを開発
するための実証実験を実施。

・ 食品小売業者が卸売業者・生産者と連携しつつ地域農水産物を活用した商
品開発力の向上を図るための取組を支援。

（３）卸売市場施設整備対策 （強い農業づくり交付金）
その他 ２１（３４）百万円

「安全・安心」で「効率的」な卸売市場流通システムを確立するため、品質
管理の高度化に資する施設（低温卸売場、ＨＡＣＣＰ的な管理が可能な高機能
施設）や卸売市場の再編・連携に係る施設（共同集出荷施設）の整備を推進。

３．事業実施主体
地方公共団体、民間団体等

［担当窓口課：総合食料局流通課（０３－３５０２－８２３６（直 ］））
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食食 とと農農 のの 連連 携携 にによよるる健健 康康 でで安安 心心 なな食食 生生 活活 のの 創創 造造

○農水産物・農水産加工品輸入の増加
　・生鮮野菜　７６．２億㌦(H3)
　　→１１１．３億㌦(H13)
　・加工品　４３．０億㌦(H3)
　　→５７．１億㌦(H13)
　

○デフレ経済下での食料品の消費低迷
　・一世帯当たり食料消費支出
　　　１，０７６千円(H3)→９４３千円(H13)

○食品製造業の海外移転
　・海外生産比率　６．０％(H3)
　　→１３．４％(H13)

経済のボーダーレス化等の進展

○少子・高齢化の増加
　・出生率　１．５４人(H2)
　　　→１．２９人(H15)
　・高齢化率　１２．０％(H2)
　　　→１７．３％(H12)

○女性の社会進出の増加
　・女性就業率　４０．５％(H3)
　　　→４７．８％(H13)

○食の安全・安心志向、本物志向、　
スローフードへの関心の高まり

「食」のニーズの変化

○輸入の増加等による国○輸入の増加等による国
　　産農水産物等の市場産農水産物等の市場
　　シェアの低下シェアの低下
○○消費者の健康・安全志消費者の健康・安全志
　　向に対応する農業・食向に対応する農業・食　　
品産業の連携強化品産業の連携強化

課　　　題課　　　題

食品産業施策を、生産から消費までの一連の過程
で食と農の連携を強化するための施策へと体系化
食品産業施策を、生産から消費までの一連の過程
で食と農の連携を強化するための施策へと体系化

農林水産業

消費者
・ユビキタスコンピューティング技術を
　導入し、物流効率化を図るための
　実証実験等
・小売業者と卸売業者等との連携に
　よる高付加価値化
・食品販売業者の人材育成等
＜市場等拠点商店街活性化対策＞

市場を拠点とした商店街の活性化市場を拠点とした商店街の活性化市場を拠点とした商店街の活性化

食品製造業
　食品産業　

商店街

外　食量販店

食品リサイクル施設食品リサイクル施設

卸売市場
　＜卸売市場施設整備対策＞

・競争力のある高付加価値
　食品の供給を図るため、地
　域における食料産業クラス
　ターの形成等
・地域食材を活用した新商
　品の開発等

＜担い手・食品産業
連携強化対策＞

生産者・食品産業等の連携生産者・食品産業等の連携生産者・食品産業等の連携

［平成１７年度概算決定額：強い農業づくり交付金　４７，００９（０）百万円の内数、その他　１，５７４（１，２９１）百万円　］



担い手育成支援策の拡充と多様な担い手の確保への支援
地域の合意形成を踏まえつつ、地域の課題に応じた総合メニューの

選択等を通じて担い手に対する重点的・総合的な支援を行うととも

に、地域の実情に即した多様な担い手を確保するため、農業サービス

事業体の支援を行うほか、経営資源の円滑な承継を図る観点から、経

営資源を承継する者への支援等を実施することにより、地域の実情に

即し、かつ、スピード感を持った地域農業の構造改革を推進。

強い農業づくり交付金４７，００９（０）百万円の内数

その他１，５１８（０）百万円

別に 農業経営基盤強化措置特別会計計上分

７００（０）百万円

担い手への総合的支援

１ ポイント

全国、都道府県、地域の各段階において、農業団体及び地方公共団体等から

成る「担い手育成総合支援協議会」とコーディネーターを核として、担い手育

成のための各種支援策を重点的・総合的に実施。

また、交付金化により、事業実施における地域の自主性・裁量性を高め、協

議会の意向が事業実施に適切に反映される仕組を創設。

２ 事業内容

(1) 担い手育成支援 （強い農業づくり交付金）

その他１４５（０）百万円

担い手育成・確保総合支援活動①

全国、都道府県、地域の各段階において、認定農業者、農業法人、集落営

農等の担い手の育成の数値目標とその達成に向けた年度別の活動計画、活動

目標等を内容とするアクション・プログラムを策定。

経営改善・能力向上支援活動②

リーダー研修等を通じた地域リーダーの育成、地域段階に設置される「専

門家チーム」による経営診断、認定農業者のフォローアップ活動、経営の法

人化・法人経営への支援等を実施。

経営の多角化・高度化支援活動③

地域の担い手に応じたマーケットリサーチ等を行うとともに、食品産業と

の連携の下に、新商品の開発等に必要な機械・施設のリースを組み合わせる

、 。ことにより 消費者の多様なニーズに対応した経営の多角化・高度化の実践
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(2) 担い手経営展開支援リース事業 ５７３（０）百万円

集落営農の組織化に向けた計画的な取組や、経営の多角化・高度化に取り

組む農業者に対して、農地集積、規模拡大等に必要な機械・施設のリース料

の一部助成を実施。

(3) 地域貢献担い手確保・育成支援 （強い農業づくり交付金）

集落段階における合意形成を基に、担い手への農地の利用集積・集団化、

担い手不足地域における集落営農の組織化等を図るための計画的な取り組み

を支援。

(4) 農業サービス事業体支援 （強い農業づくり交付金）

地域の担い手を目指す農業サービス事業体に対し、農作業の受託料金の５

カ年分以内に相当する資金を金融機関から借り入れた場合の利子助成を実

施。

全国担い手育成総合支援協議会、都道府県担い手育成総合３ 事業実施主体

支援協議会、地域担い手育成総合支援協議会、全国農業団体

定額、１／２以内４ 補助率

多様な担い手の確保

１ ポイント

地域の実情に即した多様な担い手を確保するため、集落営農の組織化への支

援、サービス事業体の地域の農業生産を支える様々な機能・役割に応じた支援

を実施。

２ 事業内容

集落営農の組織化

(1) 地域貢献担い手確保・育成支援 （強い農業づくり交付金）

(2) 担い手育成支援 ほか （強い農業づくり交付金）

・ 集落営農の組織化を図るために、指導的役割を果たす地域リーダーを研

修、相談活動により育成。

、 、・ 地域段階における協議会設置等により 担い手支援団体の連携を強化し

集落段階での普及職員等による地域コーディネート機能を強化。

農業サービス事業体の機能強化

農業サービス事業体支援 （強い農業づくり交付金）(3)

多角的農作業コントラクター育成対策 （強い農業づくり交付金）(4)

耕種部門と畜産部門の多角的な農作業を行う総合的コントラクター(農作

業請負組織)の育成等を推進。
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畜産生産基盤育成強化対策 （強い農業づくり交付金）(5)

酪農ヘルパー、肉用牛ヘルパー等の支援組織統合のための協議会の開催、

技術習得、事業規模の拡大・多角化に必要な施設等の整備を推進。

都道府県、都道府県担い手育成支援協議会、地域担い手育３ 事業実施主体

成支援協議会市町村公社、農協、営農集団等

定額４ 補助率

経営資源の円滑な承継への支援

１ ポイント

離農農家、規模縮小農家、経営が困難となった農業者等の有する農地や施設

等の優良な経営資源が有効に活用されるよう、担い手への円滑な承継を支援す

るスキーム等を構築。

２ 事業内容

農業生産法人経営支援出資事業 ７００（ ）百万円(1) ０

離農農家、規模縮小農家等が手放す農地を規模拡大法人へ円滑に継承する

ため、農地保有合理化法人が、農業生産法人に対する農用地等の現物出資等

と併せて規模拡大に必要となる金銭出資を一体的に実施。

農業再生支援 （強い農業づくり交付金）(2)

都道府県担い手育成総合支援協議会の下に、農業再生委員会を設置し、経

営が困難となった農業者の有する農地や施設等の優良な経営資源が有効に活

用されるよう、関係者が当該農業者の再生又は整理承継に向けた支援を行う

ことにより、担い手への経営資源の円滑な承継等を支援。

農林漁業金融公庫出資金 ８００（０）百万円(3)

経営が困難となった農業者から経営資源を承継する受皿農業者等に対し、

農林漁業金融公庫、農協系統等が組成する農業再生ファンドが出資を行い、

農地、施設等の優良経営資源の円滑な承継等を支援。

農地保有合理化法人、(社)全国農地保有合理化協会、都道府３ 事業実施主体

県担い手育成総合支援協議会、農林漁業金融公庫

定額４ 補助率

[担当(窓口)課：経営局総務課（０３－３５０１－３７０１（直 ）]）
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経営構造対策等の推進
認定農業者等の担い手の育成及び担い手への農地利用集積の加速化

等を図るため、地域の自主的な取組を尊重した交付金型の事業創設に

より農業生産を核に加工、流通、販売等のアグリビジネスに取り組む

経営体を支援し、地域農業の構造改革に向けた体制及び施設整備を一

層推進。

強い農業づくり交付金４７，００９（０）百万円の内数

その他１，４９８（２２５）百万円

１ ポイント

（１）経営構造対策 （強い農業づくり交付金）

経営構造対策事業を交付金化し、意欲的な事業目標を設定した地区を優先

的に採択する仕組みを導入し、担い手の育成、農地の利用集積・団地化等の

構造改革に向けた地域の自主的な取組を尊重。

また、新たに以下の取組を推進。

農業者等の創意工夫を活かした提案型の施設整備等を地区提案メニュ①

可能とするーとして実施

② 事業実施主体として、一定の利用集積や雇用等の要件を満たす（ア）農

業法人、(イ)農業サービス事業体 （ウ）構造改革特区制度により農業参、

入する特定法人を追加

③ 担い手の確保が困難な地域において集落営農の組織化を推進するため、

担い手育成緊急地域対策の事業対象地域を拡充

（２）アグリ・チャレンジャー支援 （強い農業づくり交付金）

意欲ある経営体がアグリビジネスに挑戦する上で必要となる生産・加工・

流通・販売施設等の整備への支援。

その中で、女性起業枠を設定し、女性ならではの知恵と感性を活かしたア

グリビジネスへの取組を積極的に支援。

（３）広域連携アグリビジネスモデル支援事業

１，２００（０）百万円

生産者と食品産業等の実需者が都道府県域を超えて連携して生産から加工

・流通・販売までを一体的に行う取組や、生産者が連携して加工・販売施設

等を生産地以外の都道府県に整備する取組を支援。

２ 事業実施主体

都道府県、市町村、農協、農業者等の組織する団体、第三セクター等、ＰＦ

Ｉ事業者 等

定額、１／２、１／３以内（沖縄県にあっては２／３以内）３ 補助率

［担当窓口課：経営局構造改善課（０３－３５０１－３７６８（直 ］））

27



新規就農者等の育成・確保
農業の内外からチャレンジ精神をもつ人材を確保するため、新規就

農者の裾野の拡大及び多様な就農を促進する新規就農施策を推進する

とともに、女性が担い手として、一層の経営参画・社会参画が可能と

なる環境の整備、高齢者の能力を活用した担い手支援策の整備等を実

施。

強い農業づくり交付金４７，００９（０）百万円の内数

その他４８７（０）百万円

１ ポイント

（強い農業づくり交付金）（１）新規就農等促進総合支援

その他３３８（０）百万円

新規就農者の裾野の拡大に資するため、各地で取り組まれている農業①

・農村体験活動を将来的に定着させるための全国的な組織作りへの支援及

び地域における農業・農村体験活動の受入体制の整備等の実施。

農業内のみならず他産業から農業への人材移動を加速化し、新規就農②

者の確保を一層促進するため、就農・就業に関する相談活動・情報収集

を強化するとともに、新規就農者の研修を行う先進経営体に対する研修

用機械のリース事業等地域段階における実践的な研修の支援等を実施。

○新規就農者等の推移

（単位：千人）

区 分 ２年度 ７年度 年度 年度 年度 年度12 13 14 15
39 4.3 7.6 11.6 11.7 11.9 11.9新規就農青年［ 歳以下］

1.8 1.8 2.1 2.1 2.2 2.2新規学卒者

39 2.5 5.8 9.5 9.6 9.7 9.7離職就農者［ 歳以下］

10.7 30.1 40.4 44.3 45.6 46.5中高年［ 歳以上 歳以下の離職就農者］40 64

15.7 48.0 77.1 79.5 79.8 80.2総 計［ 歳以上の離職就農者を含む］65

資料：農林水産省「農業構造動態調査 「農業センサス」等。」、
(注)１ 「離職就農者」とは、他産業への勤務が主から農業への従事が主になった人。．
（在宅、Ｕターンを問わない。中高年齢者の離職就農者には、他産業に従事しながら農業にも従事していた
者が退職の結果農業が主となったものが含まれる ）。
２．平成３年以降は「販売農家のみ」の調査値である。

（ ） （ ）２ 農業・農村男女共同参画チャレンジ総合推進 強い農業づくり交付金

その他１４４（０）百万円

重要な担い手たる女性の経営参画を進めるため、女性の農業経営・起業

活動の高度化に向けた研修、女性認定農業者の拡大や家族経営協定の締結

推進等を実施するとともに、新たな女性支援体制を構築し、情報提供の強

化を推進。
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○農業就業人口等に占める女性の割合（平成15年）
（単位：人、％）

農家人口 農業就業人口 基幹的農業従事者数

9,647 3,684 2,256総 数

4,926 2,039 1,042うち女性

女性の割合 ( ) ( ) ( )51.1 55.3 46.2
農林水産省： 農業構造動態調査 （平成１５年１月１日現在）「 」

○農業委員会，農協への女性の参画状況の推移
（単位：人，％）

年 度 年 年 ２年 ７年 年 年 年55 60 12 13 14
65,940 64,080 62,524 60,917 59,254 58,801 58,613農業委員数

41 40 93 203 1,081 1,318 2,261うち女性

女性の割合 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0.06 0.06 0.15 0.33 1.82 2.24 3.86
81,059 77,490 68,611 50,735 32,003 29,154 26,076農協役員数

29 39 70 102 187 213 266うち女性

女性の割合 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0.04 0.05 0.10 0.20 0.58 0.73 1.02
資料：農林水産省構造改善課、協同組織課調べ

（３）シニア能力活用促進 （強い農業づくり交付金）

その他５（０）百万円

高齢者の能力の活用促進による担い手支援を通じた地域農業の維持・発

展を図るため、高齢者のこれまで培った経験・技能を生かせるよう、新規

就農者等との交流等を実施。

○高齢者比率の推移と見通し

資料：農林水産省「農林業セ

ンサス 、総務庁「国勢調」

査」国立社会保障・人口問

題研究所「日本の将来推計

人口 （2002年1月 （注）」 ）

農家人口の2005年以降の数

値は、農林水産省による試

算

２ 事業実施主体

全国農業会議所、全国農業協同組合中央会、地方公共団体、民間団体、（１）

特認団体等

地方公共団体、農協、全国農業協同組合中央会、特認団体等（２）及び（３）

定額、１／２以内３ 補助率

［担当窓口課：経営局女性・就農課（０３－３５０２－６４６９（直 ］））
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品目横断的政策の円滑な導入のための調査の実施
品目横断的政策（生産条件格差是正対策）の円滑な導入に資するた

めに必要な調査・検討、交付システムの設計を実施。

７３（ ０）百万円

１ ポ イ ン ト

食料・農業・農村基本計画の見直しに関連して、効率的かつ安定的な農業経

営の育成を図るため、従来の全生産者を対象とした品目別の価格・経営安定政

策から、担い手に集中化・重点化して直接支払を行う品目横断的経営安定対策

（生産条件格差是正対策）への移行を目指しているところ。その際、現行制度

のような毎年の生産量に基づく支払ではなく、過去の一定期間の生産実績に基

づく直接支払という、従来とは大きく異なった制度の導入が検討されており、

このような制度の変更に伴い生じる諸課題に対処するため、モデル地域の現場

データの収集と課題への対応方策の検討を行うとともに、支払事務を円滑に執

行するための交付システムの検討・設計を実施。

○品目横断的対策導入推進事業

（１）対策導入シミュレーション

モデル地域（畑作・水田作）を選定し、支払手続きなど制度執行に必要

な現場データの収集、対象経営ごとの生産実績の確認方法等のシミュレー

ションを行うとともに、認定申請手続き、現場確認を模擬的に実施し、対

策導入に際し想定される課題を抽出・検討。

（２）交付システム設計

対象者、対象面積、支払金額等の情報管理を含め、支払事務を円滑に執

行するための電算処理システム構築に向けた検討・設計を実施。

国（一部を民間団体に委託）２ 事業実施主体

定額３ 補 助 率

[担当窓口課：生産局総務課（０３－３５９１－２７４９（直 ）]）
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品目横断的経営安定対策
－ 諸外国との生産条件格差是正対策のイメージ －

品目横断的対策導入推進事業

対策導入シミュレーション 交付システム設計

◆現場データを収集し、対象経営ごとの生産実績 ◆対象者、対象面積、支払金額

の確認方法等の検討 等情報管理機能を有する電算

◆営農活動等取り組むべき行為の確認方法の検討 処理システムの設計

◆支払事務の試行による交付システムの改善 等 等

品 目 横 断 的 経 営 安 定 対 策 の 円 滑 な 導 入

＜ 円滑な制度の移行のために必要な事項 ＞

○ 基本的な仕組について 全生産者を対象とした生産量に基づく支払い から 担、「 」 「

い手を対象とした過去の生産実績(対象面積)に基づく支払い」への変更が検討され

ているため、対象となる経営体・農地等を新たに確定し、情報を適切に管理できる

システムが必要となる。

○ 支援対象者は、適切な営農等に取り組むことが要件とされることが検討されてお

り、新たに生産過程での確認行為が必要となる。

＋

〈生産量・品質に基づく支払〉

○当該年の生産量・品質に基づき
支払額を算定

１等

麦

大豆
１等

畑作（北海道）の場合

〈過去の面積に基づく支払〉

○現時点でいえば、水田作は麦、大豆、畑作は麦、大豆、てん菜、
でん粉原料用ばれいしょ等を想定
○基準年度の生産実績に基づき支払額を算定
○当該年の作付品目によらない支払 （デカップル)＝「緑」

水田作の場合

その他

麦
大豆

てん菜

でん粉
原料用
ばれいしょ

米

その他

大豆

麦

＋

〈生産量・品質に基づく支払〉

○当該年の生産量・品質に基づき
支払額を算定

１等

麦

大豆
１等

〈生産量・品質に基づく支払〉

○当該年の生産量・品質に基づき
支払額を算定

１等

麦

大豆
１等

１等

麦
１等

麦

大豆
１等

大豆
１等

畑作（北海道）の場合

〈過去の面積に基づく支払〉

○現時点でいえば、水田作は麦、大豆、畑作は麦、大豆、てん菜、
でん粉原料用ばれいしょ等を想定
○基準年度の生産実績に基づき支払額を算定
○当該年の作付品目によらない支払 （デカップル)＝「緑」

水田作の場合

その他

麦
大豆

てん菜

でん粉
原料用
ばれいしょ

米

その他

大豆

麦

畑作（北海道）の場合

〈過去の面積に基づく支払〉

○現時点でいえば、水田作は麦、大豆、畑作は麦、大豆、てん菜、
でん粉原料用ばれいしょ等を想定
○基準年度の生産実績に基づき支払額を算定
○当該年の作付品目によらない支払 （デカップル)＝「緑」

水田作の場合

その他

麦
大豆

てん菜

でん粉
原料用
ばれいしょ

その他

麦
大豆

てん菜

でん粉
原料用
ばれいしょ

麦
大豆

てん菜

でん粉
原料用
ばれいしょ

米

その他

大豆

麦

米

その他

大豆

麦

大豆

麦
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農地の利用集積の促進

農業生産法人への出資による規模拡大の支援、当面受け手のいない

優良農地の維持管理、農地情報の公開による受け手の確保、質の高い

農地の利用集積のため、農地の集団化、団地化目標の設定等により、

担い手への農地の利用集積を促進。

強い農業づくり交付金４７，００９（０）百万円の内数

元気な地域づくり交付金４６，６０７（０）百万円の内数

その他２７４（０）百万円

別に 農業経営基盤強化措置特別会計計上分

２，６４９（０）百万円

１ ポイント

（１）農業生産法人経営支援出資事業 ７００（０）百万円

農家の離農等により遊休化のおそれのある優良農地等を円滑に継承し、

化法人が、農用地等の現農業生産法人へ利用集積するため、農地保有合理

物出資等を行うと共に、併せて規模拡大のために必要となる機械・施設の

整備等について、金銭出資により資本の増強を支援。

（２）農地継承円滑化事業 ５９５（０）百万円

当面受け手のいない優良農地を、農地保有合理化法人が特産農作物普及

のための耕作、新規就農者等のための研修に有効活用しつつ良好な状態で

維持・管理することにより、担い手等に対する円滑な農地の承継を促進。

（３）担い手農地情報活用集積促進事業 １，３５４（０）百万円

インターネット等により農地の売渡し、貸出しに関する情報を集積・公

開し、地域外から広範に農地の引き受け希望者を募集できる仕組み（ 農「

地情報集積の場」を活用した農地取引）を構築。

（４）経営構造対策 他 （強い農業づくり交付金）

その他２７４（０）百万円

農地の集団化、団地化による質の高い利用集積を促進するため、①経営

構造対策における目標として、地域の実情に応じ農地の集団化・団地化の

目標項目を新設、②担い手への農地の集団化を計画的に取り組む場合に、

農業用機械・施設のリース支援等を実施。
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（ ） （ ）５ 経営体育成への支援 元気な地域づくり交付金

担い手への農地利用集積の一層の加速化・高度化のため、担い手に集積

かつ連担化された面積の基盤整備事業の受益面積に占める割合を、事業完

了時より更に一定以上増加させる場合に、土地改良区等が行う土地利用調

整活動に対する支援を事業完了後も実施。

２ 事業実施主体

都道府県、市町村、農業委員会、土地改良区、都道府県農業会議、農地保

有合理化法人、全国農業会議所 （社）全国農地保有合理化協会、都道府県、

担い手育成総合支援協議会 等

３ 補助率

１／２、６／１０、７／１０、定額

○ 担い手への農地の利用集積状況

目 標 と 実 績 集積対象者

集積見込面積( ) ２８２万ｈａ(A) （担い手）平成２２年

平成８年3月末 １８０万ｈａ ３４７千人

平成９年3月末 １８８万ｈａ ３６２千人

平成10年3月末 １９６万ｈａ ３７４千人

実 績 平成11年3月末 ２０４万ｈａ ３８６千人

平成12年3月末 ２１０万ｈａ ３９０千人

平成13年3月末 ２１５万ｈａ ３８０千人

平成14年3月末 ２１８万ｈａ ３８７千人

平成15年3月末 ２２１万ｈａ(B) ３８８千人

６１万ｈａ集積見込面積との差(A－B)

資料：農林水産省経営局構造改善課調べ

注 ：集積見込面積は、農業構造の展望における見込み

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ］））
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総合的な遊休農地解消対策の推進
地域の実情を踏まえた多様な主体による遊休農地活用や重点地区に
おける遊休農地地権者への濃密指導等を通じ、一層の遊休農地の解消
を推進。
元気な地域づくり交付金 ４６，６０７（０）百万円の内数
強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数

その他 ３（５）百万円

１ ポイント

農家数の減少や高齢化の進行等により遊休農地が増加しているが、このよ

うな遊休農地は地域活力の低下を招き、さらには我が国における食料の安定

供給の確保に支障を生じかねず、その解消に向けた取組を緊急に実施する必

要がある。

このため、地域の実情を踏まえた多様な主体による遊休農地活用や重点地

区における遊休農地地権者への濃密指導等を総合的に展開することにより、

一層の遊休農地の解消を推進。

２ 事業の概要

（１）遊休農地再生活動緊急支援 （元気な地域づくり交付金）

地域の実情を踏まえた多様な主体による遊休農地の再活用を促進するた

め、地域における遊休農地の実態や再活用に適した作物の選定・販路確保

等の調査、援農ボランティアとともに実施する活動や農業者の組織が自ら

行う作業に対する支援及び再活用のための土地条件整備を緊急的に実施。

（ ） （ ）２ 優良農地確保支援対策等 強い農業づくり交付金

その他３（５）百万円

農業委員が不在村地主に面会して、農地の利用のあっせんを行うほか、

重点地区における濃密指導等を実施し、遊休農地の解消と担い手への利用

集積を促進。

３ 事業実施主体

（１）都道府県、市町村、農協、公社、土地改良区、農業者等の組織する団体

（２）全国農業会議所、都道府県農業会議、農業委員会

４ 補助率

（１）定額

（２）定額、１／２以内

担当窓口課：農村振興局地域振興課（０３－３５９２－６８１０）

経営局構造改善課 （０３－３５９１－１３８９）
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　　・遊休農地の実態把握と特性に応じた多様な活用　　　　　　　　　
　　・新たな農地利用のニーズを踏まえた遊休農地の受け手の拡大
　　・重点地区における遊休農地地権者への濃密指導等　　　　　　　

現　状 課　題

遊休農地を巡る状況

○農家の減少・高齢化による遊休農地の増加

○病害虫の発生等営農・生活環境の悪化
○優良農地の確保による食料の安定供給

○再活用の促進と地域活力の向上

○遊休農地の現況・実態把握

総合的な遊休農地解消対策の推進

一層の遊休農地の解消推進

認定農業者
農業者等の組織する団体
新規就農者
企業・ＮＰＯ等
等

地方公共団体等
農業者
企業・ＮＰＯ等

解消農地の継続的な利用を確保するため、
再活用に適した作物の選定、販路確保、市民農
園の開設に係る調査等の実施

援農ボランティアによる解消、
農業者等の組織する団体による自主的解消、
土地条件整備の実施

多様な主体による
多様な遊休農地活用

支援

指導に従わない場合
は市町村長による特
定遊休農地の通知

遊休農地の活用方法等の検討

※市町村が農業委員会と連携して推進

（遊休農地） （市民農園に整備）

農業生産活動 体験農園・市民農園

基盤強化法２７条
「遊休農地に関する
措置」の効果発現

農業委員会

農地パトロール等
による現況把握

遊休農地発生率が高い
地区での濃密指導

・重点地区において、農業
委員が地権者を訪問、利用
集積のあっせん等を実施

・農業委員が不在村地主
に面会、利用集積のあっ
せん等を実施

遊休農地再生活動緊急支援

<元気な地域づくり交付金【新規】>

優良農地確保支援対策等
<強い農業づくり交付金【新規】>



環境や農地・農業用水等の資源を適切に保全管理する施策体

系の構築に向けた調査・検討
環境や農地・農業用水等を保全する政策の確立に向けた調査・検討

を実施。

１，０３０（ ０）百万円

１ ポイント

、 、農村の基本変化や農業構造改革の進展に対応し 農地・農業用水等の資源を

地域を基本としつつ適切に保全管理する施策体系を構築するため、資源保全の

実態把握、保全管理手法の検討等を実施。

また、農業生産活動に伴う環境負荷を大幅に低減した取組の促進に資するた

め、取組の効果に関する評価・検証手法等に係る調査を実施。

２ 事業の概要

８５０（ ０）百万円（１）資源保全実態調査事業（公共）

農地・農業用水等の資源や農村環境を保全する施策の導入に向け、基礎調

査を実施するとともに、保全手法等の検討に向け、一定の地域ごとに資源や

農村環境を適切に保全する計画を現地の実態に即して策定。

（２）資源保全手法検討調査（公共） １５０（ ０）百万円

資源や農村環境の保全に係る地域の多様な実態を分析し、保全管理におい

て取り組むべき内容等を示す活動指針や地域の実情に柔軟に対応しうる効率

的・効果的な資源保全手法等を検討。

新たな農業生産環境施策確立調査 ３０（ ０）百万円（３）

環境保全への取組が強く要請されている地域において、農業生産活動に伴

う環境への負荷を大幅に低減させるモデル的な取組に対する支援の具体化を

、 。図るため その取組に関する負荷低減効果の評価手法等に必要な調査を実施

３ 事業実施主体

（１）都道府県 （２）農村振興局、地方農政局等 （３）民間調査機関、 、

４ 補助率

（１）定額 （２）１０／１０ （３）委託、 、

担当窓口課：農村振興局農村整備課（０３－３５０１－９９７９（直 ））

生産局農産振興課（０３－３５９３－６４９５（直 ））
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農村の環境と資源の現状と課題

農村の構造

○過疎化等の進展に伴う集落機能の低下

○多面的機能の便益と、保全管理の負担の不整
　合の拡大

○自然環境や景観の保全・形成等をめぐる国民
　の要請の高まり

○農地・農業用水等の資源は、社会共通資本

○これまで、相当量の農地や水利施設等が整備

施策導入に向けたH17年度の取り組み

食料の安定供給と多面的機能の発揮に不可欠な農地・農業用水等の資源を適切
に保全管理するとともに、我が国農業全体を環境保全を重視したものに移行

環境・多面的機能

農地・農業用水等の資源の蓄積

・資源保全にかかる地域
　実態の分析
・適切な資源保全手法の
　検討
・有識者からなる検討委
　員会の指導助言

環境や農地・農業用水等の資源を適切に保全管理する施策体系の
構築に向けた調査・検討

資源保全手法検討調査
（新規）

連
携 ＋

○農業生産活動に伴って様々
　な環境負荷が発生

○地域によっては農業生産が
　地下水等の汚濁の一因

○環境負荷低減に配慮した農
　業生産が広く一般化してい
　るとはいえない状況

農業生産に伴う環境負荷

施策体系の構築
（基本的な考え方）

○既存施設の更新や保全管理に重点

○地域の多様な取組を基本（多様な主体
　の参画、環境保全への要請に対応）

○国、地方、農業者等の適切な役割分担

○国民の農業への信頼感の確保

○我が国農業の持続的な発展

○多面的機能の十分な発揮

資源の適切な保全管理 環境保全の重視

新たな農業生産環境施策
　　　確立調査（新規）

・環境重視農業生産の効
　果検証手法の検討
・地域の環境影響程度指
　標の検討
・生産者、消費者、地域
　住民等の意向調査

・施策の検討に必要とな
る基礎的な調査の実施

・資源を適切に保全する
計画の策定

資源保全実態調査事業
（新規）



基幹水利施設等の既存ストックの有効活用の推進
既存ストックの有効活用を図る観点から、多面的機能を適切に発揮

するための管理体制を整備するとともに、施設の長寿命化のための機

能診断及び予防保全対策等を重点的に実施。

４，８６６（４，７３０）百万円

１ ポイント

国営土地改良事業等により造成されている基幹的な農業用用排水路の延長は

． 、 ， 、約４ ５万ｋｍ 用排水機場等の基幹的施設は７ １００ヶ所にのぼっており

これらの施設は農業生産面での役割だけでなく、水資源の涵養や洪水防止など

の多面的機能を有している。

これらの施設が多面的機能を適切に発揮するための管理体制を整備するとと

もに、順次更新時期を迎えることになるため、施設の長寿命化を図る観点から

機能診断及び予防保全対策等を重点的に実施。

２ 事業の概要

（１）国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型 （公共））

（３，１３５）百万円３，１３４

農業水利施設の有する多面的機能を適切に発揮するため、農家だけでなく

地域住民やＮＰＯ等の参画による、管理組織の構築や、管理の役割分担・連

携を明確化した施設管理協定の締結などを促進し、国営造成施設等の管理体

制を整備。

（２）基幹水利施設保全対策（公共）

（１，５６４）百万円１，６８０

農業水利施設の長寿命化を図る観点から、基幹施設の機能診断を適切に行

うとともに劣化の予測に対応した予防保全対策を重点的に実施。

３ 事業実施主体

（１）都道府県、市町村

（２）国、都道府県、市町村、土地改良区等

４ 補助率

（１）１／２

（２）１０／１０、１／２

［担当窓口課：農村振興局水利整備課（０３－３５９１－７０７３（直 ］））
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多面的機能の適切な発揮、水利ストックの長寿命化

○農村における都市化・混住化の進展

○農業者の高齢化の進展

○耐用年数を迎える施設の増加

農業水利施設を巡る課題

○農業水利施設に期待される役割の増大

○夫役による維持管理機能の低下

○施設の効率的な保全と更新

農業水利ストックの有効活用を通じた施設機能の適切な発揮

現　状 課　題

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）【拡充】

　○農業水利施設の有する多面的機能を適切に発揮するため、土地改良区等の管理体制を整備

基幹水利施設保全対策

○農業水利施設の長寿命化を図る観点から、機能診断及び予防保全対策を重点的に実施

基幹水利施設等の既存ストックの有効活用の推進

○都市化・
　混住化の
　進展

○高齢化・
　過疎化の
　進展

管理負担の増嵩

多面的機能の
発揮に対する要請

地域と連携した新たな管理体制の構築
【洪水防止機能】

【防火用水機能】

【生態系保全・景観形成機能】

多面的機能の発揮

国

支援

県、市町村

・ゲート操作を行い、
　地表水を安全に流下

・非かんがい期にも
　防火用水等を確保

・非かんがい期の通水
　により、生態系を保全

管理主体による
適切な管理

連
携

・地域住民

・ＮＰＯ

・学校　　等

多様な主体
の管理参加

背　景

・施設管理協定の締結
・管理参画の組織化　等



中山間地域等における多面的機能の維持・増進
耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下が特に懸念されている
中山間地域等において、農業生産活動等が継続されるよう、農業生産
条件の不利を補正するための支援として、中山間地域等直接支払制度
を引き続き実施。

２２，１５７（１７，２２０）百万円

１ ポイント
中山間地域等直接支払制度を継続的に実施することとし、平成１７年度以降
においては、中山間地域等における多面的機能の維持・増進を一層図るため、
自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等を推進
することとする。

２ 事業の概要
○中山間地域等直接支払交付金 ２１，８００（１６，８００）百万円
(1) 将来に向けた前向きな農業生産活動等の推進
将来に向けて自律的かつ継続的な農業生産活動等を行う体制整備を図るた
め、
① 集落協定において、集落の将来像を明確化し、その実現のための具体的
な活動等を位置付け、実践するとともに、
② 従来の５年間の耕作放棄の発生防止等の活動に加え、農業生産活動等の
体制整備に関する一定の要件を満たす協定と、当該要件を満たさない協定
との間で交付単価に段階を設定することとし、併せて、
③ 耕作放棄地の復旧や法人の設立等、より積極的な取組を行う協定には単
価の加算措置を講じる。

(2) 交付要件等の見直し
地域の主体的取組を一層活発化させるとの観点から、明確かつ客観的な基
準の下で透明性を確保しつつ、交付要件や事務手続き等について以下の見直
しを実施。
① 農業後継者の住宅建設用地への転用の取扱い
② 田畑混在地における１haの団地要件の取扱い
③ 限界的農地における林地化の推進
④ 共同取組活動に配分される交付金の活用方法の明確化
⑤ 中間年における共同取組活動の達成状況の点検等審査機能の充実

３ 特記すべき事項
本制度は交付金交付の安定性や効率性を図る観点から、都道府県において
造成されている資金を引き続き活用する。

４ 事業実施主体等
( ) 事業実施期間：平成１７年度～平成２１年度1
( ) 事業実施主体：中山間地域等の市町村2
( ) 補 助 率：定額3

５ 関連事業
○中山間地域等直接支払推進交付金 ３５７（４２０）百万円
都道府県及び市町村が行う中山間地域等直接支払交付金の交付等を適正
かつ円滑に実施するために必要な経費に対し助成

［担当窓口課：農村振興局地域振興課（０３－３５０１－８３５９（直 ］））
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農
業
生
産
条
件
の
不
利
を
補
正

中山間地域等直接支払制度
（次期対策：平成17年度～21年度）

協
定
の
締
結

集落協定等に基づき、①集落の将来
像を明確化した活動計画の下での５
年間以上継続して行われる農業生産
活動等、②一定の要件の下での農用
地保全体制の整備(必須要件)や農業
生産活動等の継続に向けた地域の実
情に即した活動（選択的必須要件）の
実施。
（①のみの実施の場合は８割単価）

○急傾斜地

水田 傾斜1/20 畑 傾斜15°

10a当たりの通常単価

田21,000円、畑11,500円、草地10,500円、採草放牧地1,000円

○緩傾斜地

水田 傾斜1/100 畑 傾斜8°

○小区画・不整形な田

○高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地

10a当たりの通常単価

田8,000円、畑3,500円、草地3,000円、採草放牧地300円

○積算気温が低く、草地比率の高い草地

10a当たりの通常単価1,500円

【 対象地域 】
特定農山村法等地域振興立法８法指定地域及び知事が定める
特認地域

【対象農用地】

下記基準に該当する農振農用地内の１ha以上の一団の農用地

中山間地域等直接支払制度の継続的な実施

○国土面積の

　 ６９％

○耕地面積の

   ４２％

○総農家数の

   ４３％

○農業産出額

   の３７％

○農業集落数

   の５０％

中山間地域
は我が国農業
・農村の中で
重要な位置

中山間地域の現状

○農業生産条件の
　 不利性

○高齢化・過疎化

   の進展

○担い手の不足

○恵まれない就業

　機会

○生活環境整備の

   遅れ

○地域資源の維持

   管理が低下

耕作放棄地の
増大

条
件
不
利
地
域
の

農
業
者
等

交
付
金
交
付

土地利用加算、規模拡大加算（継続）、

耕作放棄地復旧加算、法人設立加算

加算措置

効　　果

○農業生産活

   動の継続

 ・耕作放棄の
   復旧・防止

  ・農道・水路の
 　適切な管理

○多面的機能

　 の発揮

・農作業体験を
  通じた都市住
  民との交流

・周辺林地の下
  草刈り

・景観作物の作

  付     等

○集落営農化等
   自律的かつ継
   続的な農業生
   産活動等の体
   制整備

食料供給機能及
び多面的機能の
低下

将来に向けた前向きな農業生産活動等の推進



米政策改革関連施策の着実な推進
需要に応じた売れる米づくりを進め、農業者等による自主的な需給
調整を推進するとともに、構造改革の加速化により担い手を育成・確
保するため、産地づくりに対する支援、生産調整メリット等の需給調
整対策を実施。

（１７２，５７４）百万円２４１，１８２

１ ポイント
（１）産地づくり対策 １６８，４３２（１６５，０７４）百万円
① 水田農業構造改革交付金 １４４，５０８（１４４，５０８）百万円
地域水田農業ビジョンの実現に向け、需要に応じた作物生産及び水田農
業の構造改革を推進し、消費者の期待に応える産地を育成する地域の取組
を支援。
② 重点作物特別対策 ２０，１２４（１４，２６１）百万円
担い手による需要に即した高品質の麦・大豆等の生産、耕種農家と畜産
農家の連携による水田を活用した飼料作物の生産を支援。
③ 畑地化推進対策 ３，８００（０）百万円
地域合意のもとに計画的に畑地化を行う地域を支援。

（２）稲作所得基盤確保対策 ５３，７５０（０）百万円
米の生産調整のメリット対策として、生産調整実施者に対し米価下落の度
合いに応じて補てん金を交付するため、生産者と国で資金を造成。

（３）担い手経営安定対策 １１，５００（０）百万円
米価下落による稲作収入の減少の影響が大きい担い手を対象に、稲作所得
基盤確保対策の上乗せ措置として、稲作収入の減少の一定部分について補て
ん金を交付するため、生産者と国で資金を造成。

○ 稲作所得基盤確保対策と担い手経営安定対策の関係のイメージ

（４）集荷円滑化対策 ７，５００（７，５００）百万円
豊作による過剰米に対して、その販売可能価格に見合った無利子短期融資
を行い、出来秋の段階で市場から隔離することにより米価の下落を防止。こ
のために必要な原資の造成に対して、国から無利子貸付けを実施。

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  

価 格  収 入  

基準収入と当年産収入の

差額の９割（稲作所得基

盤確保対策の補てんを控

除） 

基 準 価 格 ・ 収 入  

当 年 産 価 格 ・ 収 入  

担 い 手 経 営 安 定 対 策 の 補 て ん  

3 0 0 円   

＋ 

当年産価格と基準  

価格の差額の 5 割 

担 い 手  

生産調整実施者（経営規模の大小を問わない） 

稲作所得基盤確保対策の補てん  
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２ 助成要件（ ４）にあっては融資要件）（
（１）産地づくり対策
① 水田農業構造改革交付金
地域水田農業ビジョンを作成。交付金の使途は国の示すガイドライン
の範囲内であること。個人交付する場合は、生産調整実施者であり、か
つ、集荷円滑化対策に係る生産者拠出を行っていること
② 重点作物特別対策のうち麦・大豆品質向上対策
助成対象者要件：認定農業者、特定農業団体等
品 質 等 要 件 ：農産物検査等級、容積重、タンパク含有率等
重点作物特別対策のうち耕畜連携推進対策
助成対象者要件：認定農業者、特定農業団体等
取 組 要 件 ：団地化、稲発酵粗飼料、わら専用稲、資源循環等

③ 畑地化推進対策
助 成 要 件 ：永久畑地化計画の作成、団地化、地域の拠出等

（２）稲作所得基盤確保対策
生産調整実施者であり、かつ、集荷円滑化対策に係る生産者拠出を行って
いること

（３）担い手経営安定対策
以下のすべての要件を満たすこと
① 認定農業者又は一定の要件を満たす集落営農
② 一定規模以上の水田経営
③ 稲作所得基盤確保対策に加入

（４）集荷円滑化対策（過剰米短期融資資金貸付金）
融資対象者：国の認定を受けた生産調整方針に従い生産調整を実施し、豊作

による過剰米処理に係る拠出を行った生産者
貸付対象米穀：融資対象者が生産した豊作による過剰米のうち、主食用米等

と区分して保管されたもの

３ 事業実施主体
都道府県水田農業推進協議会、地域水田農業推進協議会（１ ：）
都道府県水田農業推進協議会（２ （３ ：） ）

米穀安定供給確保支援機構（４ ：）

４ 補助率
定額（１ （２ （３ ：） ） ）

［窓口担当課：総合食料局計画課（０３－３５０１－３７９８（直 ）]）
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農林水産物の輸出促進
農林水産物・食品の輸出促進に向けて、販路創出・拡大への支援や

産地づくり、検疫条件整備、知的財産権対策等を総合的に展開。

６５６（３９８）百万円

１ ポイント

農林水産物・食品の輸出に当たっては、新たな販路の確立や産地づくり、検

疫条件等やブランドの確立・保護等、多くの課題に対応していくことが必要。

このため、海外での通年型販売促進、農産物・加工食品の生産面の支援、検

疫条件整備や知的財産権対策等を含め、輸出促進に向けた総合的対策を展開。

（１）農林水産物海外販路確立対策事業 ２７３（０）百万円

現地高級百貨店等における通年型の販売活動、現地料理店等を活用したＰ

Ｒ活動、産品ごとの生産者と商社の間等の連携による多様な輸出事例の定着

化、輸送コストの低減に向けた流通ルートの共同化等を支援。

（２）地域産品輸出促進対策

（強い農業づくり交付金 ４７，００９(０）百万円の内数）

農林水産物・食品の輸出の拡大に向けて、地域レベルにおける取組の活性

化を図るため、国産の高品質な産品を生産する生産者等が行う、展示・商談

会、テスト輸出等の輸出促進活動を支援。

（３）売れる米づくり等推進米消費拡大事業のうち

輸出促進型米消費拡大事業 １２１（１０４）百万円

売れる米づくり推進のために生産者団体が主体的に実施する、日本米の輸

出可能性の調査、輸出先国での日本型食生活の良さを織り込んだ日本米の紹

介等の販売促進活動を支援。

（４）地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業のうち

食品産業と生産者の連携強化のための技術開発 ３７５(０）百万円の内数

地域における食品産業の活性化のため、産学官連携を通じ、民間企業等に

よる国産農産物の機能性を利用した加工食品の創出、食品の輸出のための技

術開発等を支援。

（５）食料産業クラスター推進事業のうち

食料産業クラスター促進技術対策費 ７２(５７）百万円の内数

地域における産業ニ－ズ・技術シ－ズを有する者の連携による食品産業分

野の共同研究開発促進のための場づくりや、技術開発成果の知的財産化等の

ための人材育成を実施。
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（６）重要病害虫特別防除等対策

（食の安全・安心確保交付金 ２，７４２（０）百万円の内数）

輸出相手国が、病害虫が我が国に発生していることを理由に、農産物の輸

入を禁止している場合があり、この農産物の輸入解禁要請を相手国に要求す

るにあたり必要なデータ収集を実施。

（７）競争力強化生産総合対策

強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数

その他 ４，５７６（０）百万円の内数

海外を含めて農産物の販路を積極的に拡大し生産から流通までの一貫した

産地体制の構築をしようとする産地に対して、①海外も含めた消費者、実需

者ニーズに対応した農産品の開発、生産、出荷、②高品質化、低コスト化等

の推進に必要な新技術や新品種の導入、③海外の残留農薬基準や植物検疫に

対する栽培技術の実証等を推進するとともに集出荷施設、鮮度保持施設等の

共同利用施設の整備を支援。

（８）育成者権戦略的取得・活用支援事業 １１（０）百万円

我が国で育成された新品種が無断で海外に持ち出され生産されるなど権利

侵害が発生していることに対応し、我が国の育成者が海外各国の保護対象植

物の拡大等に合わせて、権利取得するとともに権利を適切に行使できるよう、

権利侵害対策マニュアルの作成や官民合同ミッションの派遣等を実施。

※（２）（４）（５）（６）（７）の計数は、予算額の合計に含まない。

２ 事業実施主体

(1)民 間 団 体 (2)地 方 公共 団体 (3)生 産 者 団体

(4)民 間 団 体等 (5)民 間 団体 (6)地 方 公 共団体

(7)地 方 公 共団体、生産者団体 (8)民 間 団 体

３ 補助率

(1)(委 託 ) (2)定 額 (3)定 額

(4)1/2(一 部 2/3)、 定 額 (5)定 額

(6)定 額 (7)定 額 (8)(委 託 )

［担当窓口課：大臣官房国際部貿易関税課（０３－３５０２－３４０８(直))］
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農林水産物の輸出促進に向けた総合的支援体制の確立 

 

 
販路創出・拡大への支援 

 
 
戦略的なＰＲ・商談活動の場を

生産者等へ提供[新規・継続] 

 
 
海外市場の調査・分析､国内セミ

ナー等を通じた情報提供等[継続] 

ＰＲ・商談活動

調査・情報提供 

 
 
現地高級百貨店等における継続的 
販売活動、現地料理店を活用したＰ 
Ｒ活動等を支援[新規] 

海外での通年型販売促進 

 
 
産品ごとに生産者と商社の間等の 
連携による輸出事例構築を支援[拡充] 

多様な輸出成功事例づくり 

 
 
米輸出の本格実施に向けて、東アジ

アへの日本米の紹介等販売促進活動

を支援[拡充] 

米輸出促進対策 

 
 
 
 
 
海外のニーズに対 
応した農産物の新技 
術・新品種の導入等 
[新規] 
 
 
 
 輸出促進に向けた 
加工食品の創出や技 
術開発[新規] 
 
 
 
 
 品目の特性に応じ 
た輸出促進方策の調 
査・分析等[継続] 

生産面での 
支援 

産地づくりへの支援

食品産業輸出対策 

各品目への支援 

   
 
輸出相手国の要求 
に即した検疫条件の 
整備[新規・拡充] 
 

円滑な輸出 
体制づくり 

   
新品種の育成者

権、商標権等の海

外での行使、日本

産ブランドの保護 
[新規・拡充] 
 

知的財産権・ 
ブランド対策 

   
輸送コストの

低減に向けた流

通ルートの共同

化、コンテナへの

混載等の促進[新
規] 

流通効率化対策 

 
 
 
 

 

 

 

・台湾向け りんご 

   ３億円 → ４０億円 (13.3倍) 

・台湾向け ながいも 

  ２億円 → １４億円 ( 7.0倍) 

・香港向け いちご 

４００万円 →１４００万円( 3.5倍)

・中国向け 丸太 

５００万円 →１．１億円(22.0倍)

・香港向け ホタテ 

１４億円 → ３４億円 ( 2.4倍) 

高級ブランドとし

ての国産農林水産

物の輸出拡大の好

機 

農林水産物の輸出の 
推移（Ｈ１１→Ｈ１５） ○ アジア諸国の経済

発展・高所得層の増

加 
○ 日本食ブーム・ 
中国等の贈答習慣 

背     景 
 
 

（単位：米国ドル）

中国２．１４倍(510→1,090) 

韓国１．５１倍(8,270→12,500) 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ１．２０倍(17,860→

21,520) 

台湾１．１７倍(10,710→12,540 )

1人当たりＧＤＰの 
推移（Ｈ５→Ｈ１５） 



知的財産権の活用推進、人材・技術等の資源の有効活用によ

る産地ブランドの確立

我が国の農業・食品産業の国際競争力の強化を図るため、農業・食

品産業の密接な連携の下、付加価値の高い商品開発の推進から新品種

等の知的財産権の保護に至るまで、産地ブランドの強化策を一体的に

推進。

９００（４６０）百万円

１．ポイント

我が国の農産物・農産物加工品の競争力強化のためには、農業・食品産業が

連携しつつ、高い技術力を活用して消費者ニーズを充足する商品を開発し、産

地ブランドの強化を図ることが課題。

このため、地域における食料産業クラスターの形成（食品産業・農業・関連

業種による連携構築（ネットワークづくり ）を支援し、地域の農産物を活用）

した高付加価値商品の創出による産地ブランドの確立を推進。

２．主な事業内容

（１）産地ブランドの生成のための技術開発支援 ３７５（２３４）百万円

食品産業と生産者の連携強化を図り、産地ブランドを生成するため、民間企

業等に対して幅広く提案公募を行い、国産農産物の機能性を利用した加工食品

の創出等の実用化のための技術開発を支援。

（２）産地ブランドの確立のための食料産業クラスターの形成等

（強い農業づくり交付金）

その他 ４９４（２０６）百万円

・ 地域の技術、人材等の産地ブランドの確立に必要な資源を効率的に活用す

るため食料産業クラスターの形成を支援するとともに、地域食品の規格化、

知財的要素の保護等を支援し、産地ブランドの育成・確立を推進（食料産業

クラスターの形成については、クラスター施策に関係する府省と連携して推

進 。）

・ 多様な消費者・実需者ニーズに対応するため、産地に適合する新品種の導

入や農畜産物の高品質・高付加価値化のための生産システムの導入等を推

進。
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（３）産地ブランドの保持のための新品種等の権利保護

３１（２０）百万円

新品種を核とした産地振興を支援し、我が国農林水産業の競争力の強化を図

、 「 （ ）」るため 国内外の権利侵害情報の収集・提供等を行う 品種保護Ｇメン 仮称

の設置（ 独）種苗管理センター運営費交付金の内数 、ＤＮＡ品種識別技術（ ）

の実用化促進や海外における我が国育成品種の権利侵害への対応マニュアルの

作成等を実施。

３．事業実施主体

地方公共団体、民間団体等

※強い農業づくり交付金等、交付金の係数は、予算額の合計に含まない。

［担当窓口課：総合食料局流通課（０３－３５０２－８２３６（直 ］））

知的財産権の活用推進、人材・技術の有効活用等による産地ブランドの確立知的財産権の活用推進、人材・技術の有効活用等による産地ブランドの確立

一体として推進

新品種・技術開発支援

○ 国内産農産物を利用し
た加工食品の創出等の実
用化のための技術開発
（民間等からの提案公募型）

○ 国内産農産物を利用し
た加工食品の創出等の実
用化のための技術開発
（民間等からの提案公募型）

商品化・事業化の支援

○ 食料産業クラスターの形成
及び農業と食品産業との連携
による販路開拓

○ 産地による新品種の導入、
高品質化等のための生産シ
ステム導入

○ 食料産業クラスターの形成
及び農業と食品産業との連携
による販路開拓

○ 産地による新品種の導入、
高品質化等のための生産シ
ステム導入

産地ブランドの維持・発展の支援

○ 国内外の新品種権利侵害
情報の収集・提供及び海外に
おける新品種権利侵害への
対応マニュアル作成

○ 地域食品の規格化、知財的
要素の保護等を支援し、産地
ブランドの育成・確立を推進

○ 国内外の新品種権利侵害
情報の収集・提供及び海外に
おける新品種権利侵害への
対応マニュアル作成

○ 地域食品の規格化、知財的
要素の保護等を支援し、産地
ブランドの育成・確立を推進

生生 成成 形形 成成 確確 立立

ＷＴＯ下の輸入
農産物の増加

ＷＴＯ下の輸入
農産物の増加

地域の農業・食品産業が連携の下、
消費者ニーズを充たす商品を開発
し、産地ブランドの確立が必要

地域の農業・食品産業が連携の下、
消費者ニーズを充たす商品を開発
し、産地ブランドの確立が必要

確立できない場合、
地域活性化の核であ
る農業・食品産業の基
盤が消滅

確立できない場合、確立できない場合、
地域活性化の核であ地域活性化の核であ
る農業・食品産業の基る農業・食品産業の基
盤が消滅盤が消滅

産地ブランドの確立の過程産地ブランドの確立の過程
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国際競争に打ち勝つ新技術の開発と成果普及の推進
食料産業の国際競争力の強化、地域における活性化、今後の発展基盤

の強化及び食の安全・安心の確保に研究を重点化するとともに、農林水

産分野の新たな産業創出や緊急課題への対応等などの現場に密着した試

験研究を一層推進するため競争的研究資金を拡充。

１７，２８３（１２，００６）百万円

１ ポイント

（１）食料産業の国際競争力の強化

① 生産性の高い地域輪作システムをモデル的に構築する事業

１４７（０）百万円

大規模な畑作、水田作における生産性の高い地域輪作システムの導入のた

め、輪作体系における労働時間や生産費の低減を目指し、モデル事業の枠組

みの中で、技術開発、普及・啓発を一体的に実施。

・麦・大豆の耕起栽培では降雨の影響を受け
　やすく、適期播種が困難
・麦の収穫作業と大豆の播種作業が競合
・規模拡大のためには水稲春作業の省力化　
　が必要　

・担い手の大幅な減少に対応する規模拡大　
　が急務
・馬鈴しょの収穫作業と麦の播種作業の競合
　が規模拡大を阻害
・省力化が進んだ小麦に作付が偏り、輪作体
　系に乱れ

問題点 問題点

北海道畑輪作 水田輪作

　

技術開発の推進

・畦には柔らかい土壌、畦間部分には硬
　い土壌を仕分ける技術

・高品質化と収量向上に貢献

・収穫作業効率化により、小麦播種作業
　との競合が緩和

○馬鈴しょのソイルコンディショニング
　 技術

　

技術開発の推進

○ディスク駆動式汎用播種機による　
　 不耕起栽培技術

・耕起、代かき（水稲）、畦立て（大豆）
　を省略する栽培技術
・１台の播種機で稲・麦、大豆に対応可
　能
・降雨後でも効率的に播種できるため、
　適期の播種が可能
・また、労働時間を大幅に削減（約３割）
　でき、規模拡大が可能
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新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究②

１，０８８（１，０９６）百万円

－施設野菜の高品質・周年安定生産技術の開発－

高リコペントマト等について、その特性を十分発揮させつつ生産性の向上

を図るため、高軒高施設において、夏季高温の克服など施設内環境を適切に

制御する技術の開発、施設内空間の高度利用技術の開発等を新たに実施。

（２）地域における食料産業の活性化

① ウナギ及びイセエビの種苗生産技術の開発 ２００（０）百万円

－幼生の生残率決定要因の解明と安定的飼育技術の開発－

種苗の安定確保が困難であるウナギ及びイセエビの種苗を安定的に生産す

るために不可欠な、ウナギ良質卵の生産技術の開発、ウナギ及びイセエビの

幼生を正常に育成するための飼料・環境条件の解明及び最適化技術を開発。

② 農林水産バイオリサイクル研究 １，４００（１，２６０）百万円

－畜産臭気の低減と家畜排せつ物の利用のための技術開発等－

家畜排せつ物の有効利用及び畜産業の持続的な発展を確保するため、畜産

臭気の低減技術及び液肥（メタン発酵残さ液）の有効利用技術等を開発する

とともに、バイオマスの地域循環システムの実用化を促進するため、地域モ

デルの構築及び実証に関する取組を強化。

（３）食の安全・安心の確保

① 安全・安心な畜産物生産技術の開発 １５０（０）百万円

－抗生物質に依存しない減投薬飼養管理システムの構築－

抗菌性飼料添加物及び動物用医薬品の使用量を低減させる減投薬飼養管理

システムの構築に向けて、抗菌性飼料添加物に頼らない畜産物生産技術を開

発するとともに、動物用医薬品使用量低減のための畜産物生産技術を開発。

抗菌性飼料添加物に
頼らない畜産物生産技術

動物用医薬品使用量低減の
ための畜産物生産技術

乳
量

従来技術

出産後日数

出産

高ピーク泌乳

疾病発生の多い期間

改善目標

高ピークを抑
え疾病を防止

抗酸化成分等の高い

飼料作物の開発

低ピーク・高持続型
泌乳管理システム

乳酸菌を利用した発酵

リキッドフィーデング

○アントシアニン高含有

トウモロコシ ＜牛＞

○カテキン高含有茶殻

残さサイレージ＜牛＞

（液状化飼料）＜豚＞

ドラッグデリバリーシステム
（薬剤運搬システム）

標的部位で効率的
に薬剤を放出

膜

標的細胞

薬剤
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② 牛海綿状脳症(ＢＳＥ)及び人獣共通感染症の制圧のための技術開発

８７５（８６１）百万円

－人獣共通感染症の制圧に向けた疾病監視システムの構築－

主な人獣共通感染症について、媒介動物と家畜での病原体の感染・増殖・

排出メカニズムの解析と発病との関連の解明、スクリーニングを可能とする

ＥＬＩＳＡ法（酵素免疫測定法）等の簡易・迅速診断法を開発。

（４）今後の食料産業の発展基盤の強化

○ ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発 １，５８０（０）百万円

－食料供給力向上のためのグリーンテクノ計画－

食料供給力の向上と新産業の創出に資するため、耐病性、多収性、耐冷性

などの量的形質に関する遺伝子（ＱＴＬ遺伝子）の単離の迅速化を行うとと

もに、ＱＴＬ遺伝子の集積や多数のＤＮＡマーカーの同時利用等による効率

的な育種法（ゲノム育種技術）を開発。

・イネ全ゲノム解読
・発現遺伝子データベース
（約３万種） 等

効
率
的
な
育
種
法
（
ゲ
ノ
ム
育
種
技
術
）
の
開
発

先導的なモデル系統
を短期間で作出

病害抵抗性

多様な品質 倒れにくい

これらを併せ持った
イネの作出

有用遺伝子
の機能解明

遺伝子間
ネットワーク
の機能解明

食料供給力向上のためのグリーンテクノ計画

成
果
の
応
用
・
実
用
化

イネ、ムギなどの豊富な遺伝資源

世界最高レベルの研究基盤

これまでの研究成果

・イネ全ゲノム解読
・発現遺伝子データベース
（約３万種） 等

効
率
的
な
育
種
法
（
ゲ
ノ
ム
育
種
技
術
）
の
開
発

先導的なモデル系統
を短期間で作出

病害抵抗性

多様な品質 倒れにくい

これらを併せ持った
イネの作出

有用遺伝子
の機能解明

遺伝子間
ネットワーク
の機能解明

食料供給力向上のためのグリーンテクノ計画

成
果
の
応
用
・
実
用
化

イネ、ムギなどの豊富な遺伝資源

世界最高レベルの研究基盤

これまでの研究成果
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（５）競争的研究資金の充実

① 生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業

２，６７０（１，７６０）百万円

バイオ等生物系先端技術による新産業の創出のための産学官連携による異

分野融合研究や起業化を推進するための研究開発の拡充。

② 農林水産・食品分野における民間研究助成のうち

地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業 ８７３（０）百万円

地域食料産業等の再生に資するため、食料産業等が直面する諸課題に対し

短期集中的な民間研究開発の支援を行う競争的研究資金の強化。

③ 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

３，８４６（３，０００）百万円

現場に密着した試験研究を一層推進するため、食品の安全・安心に関する

リスク管理等を強化する研究（リスク管理型研究 、他府省の基礎・基盤研）

究で生まれた技術等を農林水産分野に積極的に応用する研究（府省連携型研

究 年度途中で発生した緊急課題に対応して短期間で取り組む調査研究 緊）、 （

急課題即応型調査研究）を創設。

２ 事業実施主体

独立行政法人、大学、民間等

［ （ ）］担当(窓口)課：農林水産技術会議事務局総務課 ０３－３５９１－７９０２ 直
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農林水産分野の国際協力の推進

開発途上国の飢餓・貧困の解消及び持続可能な農林水産業の発展を

推進するとともに、国際農業交渉等における我が国主張の理解を促進。

５，２４６（５，４７９）百万円

１ ポイント

開発途上国の飢餓・貧困や地球的規模の環境問題の解決に資するため、資源

管理に関する基準・指標づくりや技術指導等により農林水産業の持続的な発展

を推進するとともに、国際農業交渉等における我が国主張の理解を促進するた

め、意見交換会の開催や食品安全に関する支援等を実施。

２ 事業内容

（１）地球的規模の問題に対する食料・農業・農村分野の貢献策に関する

基礎調査 ６３（０）百万円

極度の貧困や飢餓などの人道的問題や地球的規模の環境問題等に対処する

ため、食料・農業・農村分野の貢献策に関する基礎調査を実施。

（２） ６１（０）百万円アジア水田・水環境システム分析評価調査

アジアモンスーン地域における持続可能な農業農村開発に資するため、水

田農業の多面的な役割を活かした政策提案や水利用モデル計画を策定。

（３）アジア持続可能な森林経営モニタリング・評価・報告強化事業

６０（０）百万円

開発途上国の森林減少・劣化に対処するため、共通の基準・指標による持

続可能な森林経営をモニタリング・評価・報告する各国の取組を支援。

（４）国際資源環境対策事業のうち混獲等対策協力事業 ２２（０）百万円

近年、国際的な問題となっている海亀の混獲等に対処するため、開発途上

国に対する技術指導等を実施。

（５）日アセアン地域技術交流事業 ２８（０）百万円

我が国農業政策への理解促進とともに、協力ニーズを把握するため、アセ

アン各国の農業政策担当者と国際農業交渉等に関する意見交換等を実施。

（６）アジアにおける食品安全・動植物検疫関連支援事業 １４６（０）百万円

アジア地域において、動植物検疫及び食品の安全性確保に関する能力の向

上を図るため、ワークショップの開催、専門家の派遣等を実施。

［ ］担当(窓口)課：大臣官房国際部国際協力課 ０３－３５９１－４９１８(直)
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農林水産分野の情報化と電子政府の実現
ｅ-Japan戦略Ⅱに基づき 「食」の分野におけるＩＴ利活用の促進を、

図るため、情報利活用システムの開発・普及等を一体的に推進。

また、電子政府構築計画に基づき、国民の利便性の向上、行政運営の

。簡素化 効率化等を図るため 農林水産省における行政の情報化を推進、 、

８，２０３（６，３９０）百万円

１ ポイント

（１）ｅ 戦略Ⅱ（情報通信技術(ＩＴ)の先導的利活用７分野の１つとし-Japan
て「食」が明定）を踏まえ 「食」の分野におけるＩＴ利活用の促進を図る、

ため、情報利活用システムの開発・普及、農業経営のＩＴ化、農山漁村地

域における情報通信基盤の整備等を一体的に推進。

（２）また、電子政府構築計画に基づき、国民の利便性の向上と行政運営の簡

素化、効率化等を図るため、農林水産省における行政の情報化を推進。

２ 主な事業内容

（１ 「食」の分野におけるＩＴ利活用の促進等）

２，２６９（６３５）百万円

① ユビキタス食の安全・安心システムの確立

電子タグ（情報をやり取りする電子荷札）の普及等により、いつでも、

どこでも、誰でも簡単にコンピュータが使える「ユビキタスコンピューテ

ィング」技術が目覚しい進歩を遂げる中、こうした最先端の情報処理技術

を活用して情報の記録等の自動化・簡便化を進め、リスク管理の強化や消

費者が簡単に入手できる安全・安心情報の充実等を図る食の安全・安心シ

ステムを開発するとともに、これらのシステムを導入するモデル地区を整

備。また、こうした取組をモデル事業・政策群を活用して推進し、生産・

流通の効率化や、消費者と生産者の間の「顔の見える関係づくり」にも貢

献。＜モデル事業＞

② 食品のトレーサビリティシステムの普及

すべての食品（牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別

措置法の対象を除く ）を対象に、各食品の特性を踏まえたトレーサビリ。

ティシステム（生産流通履歴情報把握システム）の導入のために必要なデ

ータベースの構築、情報関連機器や分析機器の整備（食の安全・安心確保

交付金）等を推進。

③ 農業経営のＩＴ化

意欲ある農業者がインターネットを活用した双方向での営農情報の受発

信等が行えるシステムを開発するとともに、高度な技術情報をデータベー

ス化し農業者等に提供することにより、農業経営のＩＴ化等を推進。
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④ 農山漁村の振興に資する情報基盤整備の推進

都市地域と農山漁村地域の情報格差を是正し、振興を図るため、ｅ－む

らづくり計画（農山漁村の情報化のための基本方針）に基づき、高速イン

ターネットが利用可能なケーブルテレビ施設等の情報通信基盤の整備を推

進（元気な地域づくり交付金、強い水産業づくり交付金 。）

（２）電子政府の構築等 ５，９３４（５，７５５）百万円

① 国民の利便性・サービスの向上

農林水産省ホームページについて、高齢者・障害者対応を推進。

② ＩＴ化に対応した業務改革

電子政府構築計画に基づき、予算効率の高い簡素な政府を実現するた

め、食糧関係業務及び国有林野関係業務に関する旧式（レガシー）シス

テムの最適化を実施＜モデル事業＞するとともに、農林水産省ＬＡＮシ

ステム等の最適化計画を策定。

更に、業務・システムの最適化等を支援する外部専門家の活用を図る

ほか、情報セキュリティ対策を充実・強化。

③ 公共分野における情報化の推進

、全国レベルで整備されている農地関連地理情報の一元的な管理を図り

都道府県等関係機関への情報提供を推進。

また、行政と地域住民が山地災害の情報を相互に伝達できる体制を整

備（森林づくり交付金 。）

[担当窓口課：大臣官房情報課（０３－３５０１－３７７８（直 ］））

医療

ｅ-Japan戦略と電子政府構築計画

人材育成と教育・学習の振興

電子商取引等の促進

ＩＴ利活用のための先導的取組（７分野）

行政サービス

重
点
政
策
５
分
野

行政の情報化行政の情報化公共分野における情報化

高度情報通信ネットワークの安全性と信頼性の確保

食 中小企業金融

知 就労・労働

【社会全体の情報化】 【電子政府の実現】

世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成

電子政府構築計画「ｅ-Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」

目標：「利用者本位の行政サービスの提供」と

「予算効率の高い簡素な政府」の実現

計画期間：2003年度～2005年度

目標：ＩＴ利活用により「元気・安心・感動・便利」社会を目指す

（2003年７月ＣＩＯ連絡会議決定

2004年６月一部改定）

生活

2005年に世界最先端のIT国家となる

（2003年７月ＩＴ戦略本部決定）

①国民の利便性・サービスの向上

・ホームページ等の整備、充実

・ワンストップサービスの拡大

・オンライン利用向上のための環境整備 等

②ＩＴ化に対応した業務改革

・レガシー（旧式）システムの最適化の実施

・ＬＡＮシステムなど各府省に共通する業務・シス

テム等の最適化計画の策定、推進 等
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政策ニーズに即した統計調査の実施
農林水産業の構造改革、農業環境・資源保全政策、消費者重視の食

料供給・消費システムの確立に資する統計調査を的確に実施。

１３，２０９（１５，４５０）百万円

１ 構造改革の推進に資する経営・構造統計の着実な実施

（１）我が国農林業の生産構造及び就業構造等を把握するため、平成17年２月

に実施した2005年農林業センサスの結果について公表。

（２）農業経営政策の的確な推進に資するため、地域・営農類型別の農業経営

の実態について調査し、公表。

（３）漁業構造の変化を反映した標本設計により、漁業経営体の財産状況、収

支状況等の経営実態を把握。

２ 農業環境・資源保全政策の展開に即した統計の充実

（１）2005年農林業センサスとして、農業集落の集落機能やコミュニティ活動

等の実態を把握するため、農村集落調査を実施。

（２ 「地球温暖化対策推進大綱 「バイオマス・ニッポン総合戦略」等の的確） 」、

な推進に資するため、製材工場、木材チップ工場等を対象に、木質バイオ

マス（樹皮、おがくず、端材等）の未利用資源の発生量、利用状況等を把

握。

３ 消費者重視の食料供給・消費システムの確立に資する統計の実施

（１）食生活指針に基づく施策の展開に資するよう、家庭及び外食産業におけ

る食料消費・食品ロス、食品産業の食品廃棄物等のリサイクルの実態を把

握。

（２）食の安全・安心を確保するための施策の推進に資するよう、食品関連企

業を対象に、トレーサビリティシステムの実施･導入状況の実態及び運用上

の課題等を把握。

（３）流通の多様化や国際化に対応し、卸売市場流通のみならず市場外等の流

通実態を明らかにするため、青果物、水産物及び畜産物の主要品目ごとに

生産から小売に至る物流の全体像をローテーションで把握（17年度は畜産

物の調査を実施 。）
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４ 民間委託、ＩＴの活用等による統計業務の効率的実施

（１）農林水産統計の民間委託（アウトソーシング）を一層進めるため 「登録、

調査員調整管理システム（仮称 」を構築し、調査員の確保、適時に活用す）

、 。るための調整管理を行うとともに 調査の的確な実施のための研修を実施

（２）ＩＴの活用による業務・システムの最適化を図り、業務の一層の効率化

を図るため 「電子政府構築計画」に基づく農林水産省共同利用電子計算機、

システムの最適化計画の策定等を実施。

［担当窓口課：大臣官房統計部管理課（０３－３５０１－３７２４（直 ］））

新たな農林水産統計の展開方向新たな農林水産統計の展開方向

政
策
ニ
ー
ズ
に
即
し
、
か
つ
効
率
的
な
農
林
水
産
統
計

新たな農林水産統計

平成１７年度概算決定

○構造改革に資する経営・構造統計の着実
な実施

○消費者重視の食料供給・消費システムの
確立に資する統計の実施

○農業環境・資源保全施策の展開に即した
統計の充実

農
政
改
革
の
進
捗
に
対
応
し
た
農
林
水
産
統
計

○平成１５年１２月 国の行政組織等の
減量・効率化の推
進について

○平成１６年６月 基本方針（骨太）
2004 （閣議決定）

○平成１６年６月 与党から政府への
申し入れ

農林水産統計調査の見直し

その
第一歩
として

○民間委託等の活用による統計業務の効率
的実施

政策ニーズに即した必要な
調査を的確に実施

基本計画の見直しと併せ調
査をゼロベースで見直し

・ニーズが低下したものの廃止

・民間委託の推進

・簡素化、郵送・オンライン化

・利用実態に即して周期年化

○

○

○品目横断的政策への転換
○担い手・農地制度改革
○農業環境・資源保全政策の確立

食料・農業・農村基本計画の見直し

農政改革の推進

農政改革の進捗
○品目横断的政策への転換
○担い手・農地制度改革
○農業環境・資源保全政策の確立

食料・農業・農村基本計画の見直し

農政改革の推進

○品目横断的政策への転換
○担い手・農地制度改革
○農業環境・資源保全政策の確立

食料・農業・農村基本計画の見直し

農政改革の推進

農政改革の進捗
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「守り」から「攻め」の産地形成に向けた生産面での取組強化
産地における競争力強化に向けた「攻め」の取組を支援し、国産農

畜産物の力強い生産供給体制を確立。

強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数

その他 ７，５８５（０）百万円

１ ポイント

、 、国産農畜産物のシェア奪回を図るため 消費者・実需者等のニ－ズに対応し

層の低コスト化、高付加価値化等競争力強化に向けた、担い手を中心とす一

産地における力強い生産供給体制を確立。る「攻め」の取組を支援し、

また、地方の自主性・裁量性を高める「交付金型」と、広域的、先進性・モ

デル性の特に高い取組を国が直接採択する仕組みを導入し、スピ－ド感を持っ

て効果的に取組を推進。

（１） 競争力強化に取り組む産地への重点的な支援

競争力強化に取り組む産地に支援を集中化し、

、① 多様な消費者・実需者ニーズに対応するための品質別出荷体制の整備

新品種の導入

② 高品質・高付加価値化を図るための品質分析機器等の整備

③ 飼料生産の外部化や、大規模直播栽培等省力化技術による生産コスト

の削減

④ ＤＮＡ解析技術等を活用した家畜改良や環境負荷低減技術を導入した

農業生産

等を推進。

（２） 加工・業務用分野における国産野菜等のシェア奪回

輸入の増加等による国産シェアの低下に的確に対応し、

① 輸入野菜にシェアを奪われている加工・業務用需要に対応した、野菜

の一次加工、パッケージング施設整備等への重点的な取組

② 畳表生産における生産者の組織化、作業の共同化等による国産畳表の

品質の高位平準化と供給の安定化

③ 国産果実の端境期需要に対応した園地転換、高品質果汁生産を行う設

備の導入等果汁生産の合理化

等を推進。

都道府県、市町村、農業者団体、民間団体 等２ 事業実施主体

１／２、１／３、定額 等３ 補助率

[担当窓口課：生産局総務課生産振興推進室（０３－３５９１－９７０７(直)）]



広域的、先進性・モデル性の特に高い取組への直接支援

　「強い農業」の確立に向け、生産サイドと消費サイドとの連携や
　産地・生産者間での連携のように都道府県域を越えた広域的な
　取組、先進性・モデル性の特に高い取組など、全国的視点にたって
　国が積極的に推進すべき重要な取組を直接交付により支援

産地・生産者が特定の実需者等の消費サイドと結びつくなど、農畜産物の
安定的な生産供給体制の確立を図るための広域的な連携を推進

産地・消費サイド広域連携パタ－ン

単独の産地・生産者では困難な、食品産業等の周年需要に対応するため
の産地・生産者間の連携等都道府県域を越えた広域的な取組を推進

産地間広域連携・広域的流通拠点整備パタ－ン

特に先進的で全国に実用化の事例がない初めての取組等による全国の
モデル産地を育成

高モデル性・先進性パタ－ン

事業実施主体

①事業計画申請

②事業採択・指導・評価

国

都道府県・市町村

連携

連携

直接支援の仕組み



～バイオマス関係予算の全体像～

バイオマスの収集・変換・利用システムの構築、利活用の高
度化等の促進
地球温暖化防止や循環型社会の構築等に向け、持続的に発展可能な
社会「バイオマス・ニッポン」の実現を強力に推進。

２７，７９７（２２，１７３）百万円

１ ポイント
バイオマス・ニッポン総合戦略に基づき、地域全体でのバイオマスの総合的
な利活用に関する取組や資源循環型コミュニティづくりを推進するため、次の
取組を総合的な対策として実施。

（１）バイオマスの環づくり交付金 １４，３８１（０）百万円
地域で発生・排出されるバイオマス資源を、その地域でエネルギー、工業原
料、材料、製品へ変換し、可能な限り循環利用する総合的利活用システムを構
築するため、関係者への理解の醸成、バイオマス利活用計画の策定、バイオマ
スの種類に応じた利活用対策、バイオマスの変換・利用施設等の一体的な整備
等、バイオマスタウンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした主体的な取組
を支援。

（２）バイオマスプラスチックの利用促進（モデル事業）
１，０３８（１，１６４）百万円

バイオマスプラスチックの利活用を促進するため、モデル事業の枠組みの中
で、複数年にわたり計画的に低コスト生産技術の実証、普及啓発、導入実証等
を１６年度に引き続き実施。

（３）地域での取組を円滑に推進するための条件整備
① 革新的な研究・技術開発の推進 １，９２９（１，８５９）百万円
バイオマスの地域循環利用システム化技術の研究開発、様々なバイオマス
のエネルギー化効率の向上、高付加価値な製品の生産等、バイオマスの利活
用の促進のための研究・技術開発を実施。

② バイオマス利活用の活性化に向けた取組への支援
１０，４４９（９，７７８）百万円

バイオマス利活用に関する調査・実証、情報収集・情報発信等の取組を支
援するとともに、地域の実状に応じたかたちでのバイオマス利活用の取組や
施設整備等を支援。

２ 事業実施主体
独立行政法人、民間団体、地方公共団体、ＰＦＩ事業者等

３ 補助率
（１）定額 （２） 以内等 （３）①定額等、② 以内等、 、1/2 1/2

［担当窓口課：大臣官房環境政策課資源循環室(０３－３５０２－８４６６(直))］
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農山漁村における「地域自ら考え行動する」取組の促進
農山漁村地域の再生に向けた地域の個性や創造力を活かした取組を

支援するとともに、都市と農山漁村の共生・対流や農山漁村の魅力の

向上を図るための施策を推進。

元気な地域づくり交付金 ４６，６０７（０）百万円の内数

森林づくり交付金 ４，４３１（０）百万円の内数

強い水産業づくり交付金 １５，２２８（０）百万円の内数

その他 ３３，９６８（３７，２７４）百万円

立ち上がる農山漁村・地域再生の推進

１ ポイント

地域の個性を活かした自発的・独創的な経営マインドにより、農林水産業を

核とした、地域経済の活性化と地域雇用の創造に向けた自律的な取組を支援。

２ 事業の概要

（１）森業・山業創出支援総合対策（新規） １５０（ ０）百万円

林業従事者等の所得機会を確保してその定着を図り、森林の整備・保全を

助長し、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図るため、異業種連携等

による森林資源を活用したツーリズム 特産物の開発など新たなビジネス 森、 （

業・山業）の創出を支援。

（２）農業参入促進基盤整備実証事業（公共 （新規） ４８（ ０）百万円）

農業参入する企業の能力を活用した基盤整備と、その後の農業経営の展開

過程において、官民が連携し、新たな担い手育成や整備コストの合理化等に

取り組む際の技術的課題等をモデル地区において調査・検討し、広くその知

見を普及。

３ 事業実施主体

（１）民間団体 （２）都道府県、民間団体

４ 補助率

１／２、定額

［ （ （ ））］担当窓口課：農村振興局農村政策課 ０３－３５９１－８６５１ 直
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魅力ある農山漁村づくりの推進

１ ポイント

地域の創造力を活かした個性あるむらづくりを進め、美しい景観形成の観点

も含めた魅力ある農山漁村づくりを推進。

２ 事業の概要

（１）むらづくり交付金（公共） １０，０００（１０，０００）百万円

農林水産業の持続的発展と農山漁村の総合的な発展を図るため、農山漁村

における生活環境に関する整備を農業生産基盤の整備と併せて、総合的、一

体的に実施できる仕組みを構築するとともに、生活環境の整備に関する事業

主体としてＰＦＩ事業者を追加。

（２）漁村再生交付金（公共） ３，０００（０）百万円

地域の創意工夫を活かした漁村の再生を支援するため、地域が自ら客観的

な目標・指標を設定し、事業完了後に評価・公表を行う仕組みを導入するな

ど、国の関与を大幅に縮減し、効率的・効果的に事業を推進。

（３）美の田園復興 (元気な地域づくり交付金)

その他 ５０（０）百万円

農村景観を活かした農村地域の振興を図るため、良好な農村景観の再生・

保全に向けた地域住民等の活動や土地改良施設等の改修を支援し、その取組

や景観形成の技術を普及啓発するなどにより、美しい田園を復興。

３ 事業実施主体

市町村、ＰＦＩ事業者（生活環境整備に係る工種に限る）（１）

市町村、ＰＦＩ事業者（２）

市町村、土地改良区、農業協同組合、その他農業法人（３）

４ 補助率

各事業毎に定める補助率（１）

１／２等（２）

定額（３）

［ （ （ ））］担当窓口課：農村振興局農村整備課 ０３－３５０１－９９７９ 直
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都市と農山漁村の共生・対流の一層の推進

１ ポイント

「オーライ！ニッポン会議」や関係府省との連携を強化しつつ、ＮＰＯな

ど多様な取組主体による都市と農山漁村の交流を推進。

２ 事業の概要

（ ） （ ）１ グリーン・ツーリズムの総合的な推進 元気な地域づくり交付金

その他 （１７２）百万円１５６

都市部のＮＰＯ法人等が農山漁村地域と連携して行う農作業ボランティア

活動の企画・運営等に対して支援し、都市住民等の新たなニーズの取り込み

や多様な取組主体の育成を図り、グリーン・ツーリズムを推進。

（ ） （ ）２ 国民参加の森林づくり活動の推進 森林づくり交付金

その他 （１４４）百万円１３５

企業の社会貢献活動としての森林づくりをはじめとする森林ボランティア

活動への支援等を通じて「国民参加の森林づくり」を推進。

（ ） （ ）３ 漁村地域活性化推進対策 強い水産業づくり交付金
都市と漁村の共生・対流を図るため、漁村における受入体制の整備と交流

活動の促進・定着、漁業と海洋性レクリエーションの共存できる海面利用関

係の構築を図るための取組等を支援。

３ 事業実施主体

（１）都道府県、市町村、農業協同組合、民間団体、ＮＰＯ法人等

都道府県、市町村、民間団体等（２）

（３）都道府県、市町村、漁業協同組合等

４ 補助率

定額

［ （ （ ））］担当窓口課：農村振興局地域振興課 ０３－３５９２－６８１０ 直
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多様で健全な森林の整備・保全
森林の有する地球温暖化防止等の多面的機能の確保を図るため、多
様で健全な森林の整備・保全等を重点的に推進。

森林づくり交付金 ４,４３１（０）百万円の内数
強い林業・木材産業づくり交付金 ７,８０９（０）百万円の内数

その他 ３３０,５４０（３４０，２７６）百万円の内数

１ ポイント
森林の有する地球温暖化防止等の多面的機能の確保を図るため、平成１７年
度から始まる「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」の第２ステップにお
いて、積極的な間伐、長伐期林・複層林への誘導、造林未済地の解消対策、奥
地保安林保全対策、松くい虫や野生鳥獣被害対策等の対策を講じ、多様で健全
な森林の整備・保全を重点的に実施。

（１）間伐の積極的な推進等による多様で健全な森林の整備
「地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策」の第２ステップにおいて、多
様で健全な森林の整備を図るための施策をより積極的かつ効果的に推進。

（ ） （ ）○ 間伐等推進総合対策 公共・非公共 森林づくり交付金
（強い林業・木材産業づくり交付金）

その他 ５４,８５１（４６，９１１）百万円
第２ステップにおいて、間伐遅れの森林を集中的に解消するため、より
効率的な間伐の取組を推進するとともに、間伐等を実施するための条件整
備や間伐材等の利用促進を図り、計画的かつ総合的な対策を実施。
① 間伐等推進３カ年対策等（公共）
団地的な取組の強化及び間伐の強さ（本数間伐率）の確保による効率
的な間伐の実施、要整備森林の属地的な間伐遅れの解消、長伐期施業へ

。 、 。の誘導等を推進 併せて 国有林野においても間伐対策を重点的に実施
② 間伐等推進の条件整備
団地設定に係る調査及び計画の作成のほか、新たに団地間伐を推進す
る地域における路網・高性能林業機械の整備等を重点的に実施。
③ 間伐材等利用促進対策
量的拡大が見込まれる用途に特化した効果的な間伐材の製品開発を推進。

（ ） （ ）○ 造林未済地解消対策 公共・非公共 森林づくり交付金
その他 ３４８（３４８）百万円の内数

造林未済地の更新状況の調査及び的確な更新方法の分析等を行い、第２
ステップにおける造林未済地の解消に向けた取組を積極的に推進。

○ 森林整備地域活動支援交付金による森林整備のための地域活動の支援
７，４１９（７，２９５）百万円

森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な地域
活動を確保するための支援を実施。
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（ ）○ 花粉抑制森林対策 森林づくり交付金
その他 ４０（４０）百万円

花粉の少ない品種の苗木の供給体制の強化を図るとともに、雄花着花量
に着目した効果的な抜き伐り等を着実に促進。

（２）保安林等における森林の保全
保安林の計画的な指定と適切な管理を推進するとともに、治山事業により
奥地保安林の荒廃地等の復旧や針広混交林への再生を図るほか、松くい虫や
野生鳥獣による被害防止・防除対策、林野火災予防対策を実施。

○ 保安林の指定と適切な管理の推進 ２９６（２１１）百万円
保安林の計画的な指定を進めるとともに、衛星デジタル画像データを活
用しつつ保安林の適切な管理を推進。

○ 奥地保安林保全緊急対策（公共）
４４，５５３（４１，８１８）百万円の内数

奥地保安林の荒廃地や荒廃森林において、針広混交林等への再生のた
めの森林整備と簡易かつ効果的な治山施設の整備を緊急に実施。

○ 松くい虫や野生鳥獣の防除・被害対策等の推進
（森林づくり交付金）

その他 ２，５０４（２，３７８）百万円
松くい虫による被害の防除対策やシカ等の野生鳥獣による被害対策を講
じつつ確実な森林の保全を図るとともに、林野火災を抑制するための普及
啓発活動を重点的に実施。

（ ） （ ）３ 森林整備に関する技術の指導 強い林業・木材産業づくり交付金
その他 ７２（４６）百万円

森林所有者等の森林整備に関する技術向上に向けた指導を行うとともに、
林業普及指導職員の資質向上等を推進。

（４）森林吸収量の報告・検証体制の整備 ２，８５０（２，４５０）百万円
森林のＣＯ 吸収量報告に不可欠な森林資源データの精度の検証・向上、２

保安林の森林経営に関する管理情報の整備及びデータの効率的な収集手法の
開発等を実施するとともに、全国データの一元化システムの開発等を実施。

国、都道府県、市町村、民間団体等２ 事業実施主体

１／２、３／１０、４５／１００、定額等３ 補助率

〔担当窓口課：林野庁計画課（０３－３５０２－８７００（直 〕））
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森林資源の循環に向けた川上から川下に至る取組の推進
団地間伐のより重点的な推進と、間伐材を中心とする地域材の安定

的な供給を確保するとともに、その生産・加工・流通の低コスト化や

利用拡大の取組を推進。

森林づくり交付金 ４，４３１（０）百万円の内数

強い林業・木材産業づくり交付金 ７，８０９（０）百万円の内数

その他 ２００（０）百万円

１ ポイント

（１）間伐等森林施業の効率的実施 （森林づくり交付金）

団地間伐による効率的な間伐の実施を特に推進すべき地域において、路

網・高性能林業機械の整備を重点的に実施。

（２）低コスト生産・加工・流通体制の確立 （森林づくり交付金）

（強い林業・木材産業づくり交付金）

木材産業等高度化推進資金 【融資枠】１，２６８（１，２６８）億円

団地間伐の重点的な推進により生産される間伐材等の地域材の安定的な供

給・利用のため、森林施業・経営の集約化を推進するとともに、生産・加工

・流通の低コスト化及び市場ニーズに応じた製品の生産のための機械・施設

等の整備を実施。これらの取組に必要な運転資金を融通する資金メニューを

創設・拡充。

（３）間伐材等地域材の実需の拡大 ２００（０）百万円

間伐材を中心とする地域材の利用を訴えるキャンペーン活動、企業調

達を促進するためのセミナーの開催、消費者向け情報拠点の整備、木質

ペレットの規格化等を実施。

２ 事業実施主体

都道府県、市町村、民間団体等

３ 補助率

定額、１／２

〔担当窓口課：林野庁経営課（０３－３５０１－３８１０（直 〕））
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国民参加の森林づくり等の推進
森林の整備・保全を社会全体で支えるという国民意識を醸成するた

め、国民参加の森林づくり等を推進。

森林づくり交付金 ４，４３１（０）百万円の内数

その他 １８１（１９５）百万円

１ ポイント

地球温暖化防止等多面的な機能を有する森林の整備・保全を社会全体で支え

るという国民意識を醸成するため、企業の森林づくり活動をはじめとする森林

ボランティア活動への支援、学校林の整備・活用による森林環境教育を推進。

（１）多様な主体の参加と連携による森林整備・保全活動の推進

（森林づくり交付金)

その他 １３５（１４４）百万円

企業の社会貢献活動としての森林づくりや林業事業体・ における安NPO
全・技術研修の支援による森林ボランティア活動の促進等を通じて「国民参

加の森林づくり」を推進。

（２）森林環境教育・青少年等による森林体験活動の推進

（森林づくり交付金)

その他 ４７（５２）百万円

学校林の整備とそれにより生産される木材の利用を一体的に行うモデル学

校林の設定等により青少年の森林体験活動の場を確保し、森林環境教育を推

進。

都道府県、市町村、民間団体等２ 事業実施主体

１／２、定額３ 補助率

〔担当窓口課：林野庁森林保全課（０３－３５０１－３８４３（直 〕））
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教育、IT活用等による消費者重視の木材・木質バイオマス利

用の推進
地域に根ざした家づくりの体制整備や学校教育の充実等による木材

需要の拡大を図るとともに、消費者の視点を重視した生産・流通の合

理化を推進。

強い林業・木材産業づくり交付金 ７，８０９（０）百万円の内数

その他 ４１６（４７０）百万円

１ ポイント

（１）地域に根ざした家づくりの体制整備や学校教育の充実等による木材需

（ ）要拡大 強い林業・木材産業づくり交付金

その他 ８９（７１）百万円

地域材供給と住宅生産を連携して推進する地域材住宅供給システムの

確立、木材利用に関する環境教育を実施するためのネットワークの構築

と教育活動の実践 「顔の見える木材での家づくり」の推進、 事業者、 PFI
も対象とした木質バイオマスエネルギー利用施設等の整備等を実施。

（２）消費者の視点を重視した生産・流通の合理化の推進

（強い林業・木材産業づくり交付金）

その他 ３２８（３９９）百万円

地域材の新しい大規模な流通・加工システムの確立を引き続き推進し

つつ、新たに を活用した流通の新しい仕組の基本設計とその実証・分IT
析、伐採地や加工内容等の製品情報の表示を普及するための取組、林業

・木材産業改善資金の資金造成等を実施。

２ 事業実施主体

都道府県、市町村、木材関係団体等

３ 補助率

１／２、２／３以内、定額等

[担当窓口課：林野庁木材課（０３－３５０１－３８４１（直 ）]）
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緑の雇用等の担い手の定着促進と山村再生
林業就業者の確保・育成・定着促進を図るため、緑の雇用担い手育
成対策を着実に推進し、就業者の受け入れ先となる森林組合等を育成
するとともに、Ｉターン者等を含めた林業就業者等の定着を図るため
山村の豊かな森林資源の新たな視点からの活用等を行うことにより、
国民の要請に応じた森林整備の一層の推進と山村再生に寄与。
強い林業・木材産業づくり交付金 ７，８０９（０）百万円の内数

その他 ７，１８８（７，０４２）百万円

１ ポイント
（１）緑の雇用担い手育成対策事業等による担い手の確保・育成と定着促進

（強い林業・木材産業づくり交付金）
その他 ７，０００（７，０００）百万円

森林整備を担う林業就業者の確保・育成を図るため、緊急雇用対策で森林
作業に従事した者を対象に専門的技能・技術を付与するための実地研修等を
実施。また、林業就業者の定着を促進するために、リーダーとなる林業就業
者の養成、林業労働災害防止のためのセミナー等を実施。

（２）森林組合等の育成 （強い林業・木材産業づくり交付金）
その他 ３８（４２）百万円

森林整備の中核的な担い手であり、林業就業者の主な受け入れ先となる森
林組合等の経営基盤等の強化を図るため、中核組合の育成や経営改善の支援
等を実施。

（３）地域資源の活用による山村の再生
① 森業・山業創出支援総合対策 １５０（０）百万円
異業種連携等によるツーリズム、特産物の開発など新たなビジネス（森業
・山業）の創出のため、アイディアコンペによるビジネスプランの選定、実
証的事業運営等を実施するとともに、関連事業を活用して起業フィールドや
施設の整備を実施。

② 山村地域における特用林産物の活用体制の整備
（強い林業・木材産業づくり交付金）

特用林産物の新たな需要の開拓などによる山村地域の再生、活性化を図る
ため、生産基盤の高度化や作業の省力化、品質の安定化、販売体制の多様化
等に資する施設整備を実施。

２ 事業実施主体
都道府県、市町村、民間団体等

１／２、定額３ 補助率

〔担当窓口課：林野庁計画課（０３－３５０２－００４８（直 〕））
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いのちと水を守る緑の緊急保全対策の推進
山地災害の発生の危険性の高い箇所等を中心に、森林の土砂流出防
止機能や水源かん養機能の高度発揮を図るとともに、地球温暖化防止
に資する観点から、山地災害に関する情報対策の促進等と併せて、治
山施設の整備と森林の整備を一体的・重点的に実施。

森林づくり交付金 ４，４３１（０）百万円の内数
その他 １２６，７７６（１３４，７２５）百万円

１ ポイント
（１）安全・安心な国土づくりの推進
○ 新潟県中越地震、台風等による激甚災害の緊急復旧対策（公共）

８，６２０（５，９０７）百万円の内数
新潟県中越地震による荒廃山地の復旧に直轄地すべり防止事業を導入。激甚
な山地災害が発生した地域で治山等激甚災害対策特別緊急事業を集中実施。

○ 流域防災総合治山対策（公共）
８９,７００（９３，６６８）百万円の内数

山地災害危険地区等が集中している流域において、山地災害危険地区等の危
険度を踏まえた整備方針を定め、緊要度の高い箇所から重点的に事業を実施。
また、山地災害危険地区の危険度判定手法の開発のための調査を実施。

○ 水源流域地域保全事業の創設（公共） ２，７８７（０）百万円
集落水源山地整備事業と森林水環境総合整備事業とを統合し、災害対策
等としての水土保全施設の整備と併せ、水資源かん養施設・水質保全施設
の整備や森林整備を一体的に実施。

○ 地震防災緊急対策（公共） ６５，１７３（６６，８８１）百万円の内数
地震防災対策強化地域等において大規模な地震による山地災害等の未然
防止を図るため、緊急的な治山施設の整備等を重点的に実施。

（２）新たな設計手法の導入によるコストの縮減
○ 限界状態設計法等実証事業の創設（公共） ２２５（０）百万円
直接的な工事コスト縮減を図るため、新たな設計手法（限界状態設計法
等）を導入した治山施設の整備を実証的に実施。

（３）山地防災情報基盤の整備
○ 地すべり等観測情報基盤整備対策（公共）

１１，３５７（１０，８９８）百万円の内数
地域住民等の警戒避難体制の一層の強化に資するため、モデル地域にお
いて、関係機関が相互に連携しながら、地すべり等に対する監視・観測施
設の効果的な設置等を実施。

（ ）○ 山地防災情報対策 森林づくり交付金
関係防災機関等と連携して、行政と地域住民が山地災害の情報を相互に
伝達できる体制の整備等を実施。

国、都道府県２ 事業実施主体

１／２、１０／１０、定額等３ 補助率

[担当窓口課：林野庁治山課（０３－３５０１－３８４４（直 ）]）
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元気が出る水産業の確立
経営状況の悪化、魚価の低迷等の状況に対応して、経営の改善を図る
漁業者等への支援や魚価の安定と漁協等の販売力・体質の強化を行うほ
か、技術革新、内水面漁業の振興を支援し、元気が出る水産業を確立。

強い水産業づくり交付金 １５，２２８（０）百万円の内数
その他 ４，５８６（２，８４９）百万円

１ ポイント
（１）経営改善を図る漁業者等への支援
① 中小漁業経営支援事業 ６４（０）百万円
経営の改善に向けたソフト支援を行う経営支援協議会を設置し、経営の
プロによる計画の策定指導や経営指導を実施。

② 金融支援の充実
民間金融機関の協力の下、代船取得を通じた経営改善に取り組もうとす
る漁業者に、農林漁業金融公庫からの借入に係る債務の整理のための新資
金（公庫資金）を措置。

③ 担い手代船取得支援リース事業 １，１４１（２９６）百万円
代船取得が困難となっている漁業者の漁船取得を支援するため、漁業者
団体がその与信力を活用して実施する漁船リースについてリース料の一部
を助成。

④ 中小漁業関連資金融通円滑化事業 ２５４（０）百万円
都道府県による負担の弾力化を図ることにより、漁業信用基金協会によ
る無担保無保証人の債務保証を促進し、漁業者の円滑な資金調達を確保。

⑤ 経営資源の円滑な継承に対する支援 １４９（０）百万円
経営の再建が困難な者の経営資源を適正に評価し、効率的な経営体に円
滑に継承するためのスキームを設け支援。

（２）魚価の安定と漁協等の販売力・体質の強化
① 調整保管事業資金造成費 １，６５６（１，７１０）百万円
流通構造の変化、漁獲状況による魚価下落に対して、調整保管事業の実
施を促進するため、放出先の拡大等による効率的・効果的な事業を推進。

② 国産水産物新需要創出ビジネスモデル事業 ２０８（０）百万円
国民から信頼される国産水産物の生産・流通体制を構築し適正な魚価形
成に資するため、産地の中核的役割を担う漁協等が多様化する消費者ニー
ズを的確に把握しつつ新たな需要創出に向けた水産物流通の取組（非食用
向けから食用向けへの転換等）を推進。
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③ 漁協系統組織・事業改革促進事業 １１２（０）百万円
漁協の組織再編に向けた啓発普及、事業改革モデルシステムの開発、監
査活動の拡充・強化等を図り、漁協の組織・事業改革及び機能高度化を総
合的に推進。

④ 漁業経営維持安定資金利子補給等補助金（漁協等経営基盤強化対策分）
４０５（３１６）百万円

認定漁協に向けた合併等を行う漁協が合併等に必要な借入をした場合に
加え、県一漁協又はこれに準じる規模の合併を行った認定漁協が事業改革
に取り組む際の長期運転資金の借入れに対し利子補給を実施。

（３）技術の革新
① 水産業構造改革加速化促進 ３９２（３６５）百万円
漁船漁業等が直面している課題を解決し水産業の新たな発展を図るため
の水産業構造改革に資する技術開発について、課題を公募し民間企業等が
主体となり単独又は他機関との連携により実施。

② 漁船漁業構造改革促進調査検討事業 ３０（０）百万円
漁船漁業の新技術導入を円滑に促進するため、漁業現場における実態の
把握、漁業者等から提案された漁船像の技術面・経営面からの検証、実証
試験等を実施。

（４）内水面漁業の振興
（ ）① 内水面振興施設の整備 強い水産業づくり交付金

内水面漁業・養殖業の持続的かつ健全な発展と地域の活性化に資する種
苗生産供給施設等の増殖基盤や交流促進施設等の整備を実施。

（ ）② 健全な内水面生態系復元等の推進 強い水産業づくり交付金
その他 １７６（１６２）百万円

生態系の保全・復元に配慮した効果的な資源増殖手法の確立等を図るた
め、アユや渓流魚に関する試験研究や在来種に対する外来魚の影響調査等

、 、を行うとともに 有害外来魚やカワウによる漁業被害の軽減等を図るため
地域において行われる生息状況調査や駆除、密放流防止の啓発活動、食害
防止措置等について支援を実施。

民間団体、地方公共団体、漁連、漁協 （独）水産総合研究２ 事業実施主体 、
センター等

定額、２／３、１／２、委託３ 補助率

[担当窓口課：水産庁水産経営課（０３－３５０１－３８４６（直 ］））
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「海の恵み」の持続的な利用
持続的な利用が可能な水産資源について、水産資源調査を確実に実

施し、より適切な利用及び管理を実現するための体制を整備するとと

もに、国際的な資源管理を推進。また、豊かな海の再生とつくり育て

る漁業を推進。

強い水産業づくり交付金１５，２２８（０）百万円の内数

その他 ４０，９５８（３９，８８６）百万円

１ ポイント

（１）水産資源調査の推進

① 我が国周辺水域資源調査等推進対策

１，８３３（２，０００）百万円

我が国周辺の水産資源を捕食する生物の食性調査等により、資源評価の

、 。対象魚種について自然死亡要因を解明し より精度の高い資源評価を実施

また、新たに大陸棚の拡大が見込まれる水域における定着性の生物資源調

査を実施。

② 国際資源調査等推進対策 １，１５１（１，２６９）百万円

知見の公海等において漁獲される国際漁業資源の調査に加え、科学的

乏しい海産哺乳類について資源動向把握及び漁業への影響の定量化のた

めの調査等を実施。

（２）我が国周辺水域における水産資源管理の強化

① 資源管理体制・機能強化総合対策

（強い水産業づくり交付金）

その他 ３５５（３９１）百万円

水産資源の適切な保存及び管理を図るために、海洋環境調査、多種類包

括的な資源管理や資源回復計画対象魚種に係る質、コストの改善にも資す

る取組、漁業経営等を勘案したＴＡＣ魚種の中期的な管理方針の設定を推

進。

② 資源回復のための休漁等への支援

６１４（７００）百万円

資源回復計画等に沿って行われる休漁等の措置について、関係漁業者へ

の影響を緩和するための支援を実施。

③ 我が国２００海里内の指導監督及び取締

８，８４４（８，６１４）百万円

外国漁船等の操業適正化を図り、我が国２００海里水域における水産資

源の適切な保存・管理の実効性を確保するため、漁業取締船による取締り

の充実を行う等、指導・取締体制を強化。
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（３）国際資源管理への対応

① 責任ある国際漁業推進事業 ７５１（７４１）百万円

かつお、まぐろ等の国際資源について、適正な管理と持続的利用を図る

ため、国際漁業管理機関等における科学的議論に資する科学的調査、ＩＵ

Ｕ漁船対策を行うとともに、輸出されたまぐろ漁船の使用状況等について

の調査・確認を実施。また、混獲回避のための手法を活用した操業形態を

支援。

② 海外漁場等操業秩序維持推進事業 ９８（０）百万円

地域漁業管理機関等における適切な資源管理等を推進するため、海外漁

場に関係する国や機関の漁業情報の収集・分析等を行うとともに、我が国

周辺海域における安定的な操業秩序を確保するため、韓国、中国等との間

の民間協定の締結等を支援。

（４）豊かな海の再生とつくり育てる漁業の推進

① 「豊かな海の森づくり」の推進（公共・非公共）

（強い水産業づくり交付金）

その他 ２６，８５０（２５，６７２）百万円

漁業者の主体的な取組を含め、水産生物の良好な生息生育の場である藻

場・干潟の造成等の漁場環境の改善を強力に推進。

川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり②

（強い水産業づくり交付金）

その他 ２９０（３３５）百万円

トド等の海産哺乳類による漁業被害の防止対策など漁場環境に関する

多面的・総合的な対策を広域的な視点から実施。

③ 水産資源増殖の推進 （強い水産業づくり交付金）

水産資源の維持･増大を図るため、重要な海産魚介類、資源回復計画対

象魚種及び深刻な漁業被害を受けた地域の水産資源の種苗生産、放流等を

支援。また、水産基盤整備事業による魚礁等を活用した種苗放流、放流効

果の実証等を支援。

④ 養殖水産物ブランド・ニッポン推進対策

（強い水産業づくり交付金）

その他 １７１（１６３）百万円

地域の特性に即した養殖水産物のブランド化の推進及び「持続的養殖

生産確保法」に基づく漁場改善計画の普及等に対する総合的な支援策を実

施。

国、地方公共団体 （独）水産総合研究センター等２ 事業実施主体 、

定額、１／２等、委託３ 補助率
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資源回復の展開方向
質

量 ・

ｺｽﾄ５０魚種

魚 種 別 の 資 源 回 復 計 画[４１万トン］

魚漁獲量の１０％

種

包 括 的 な 資 源 管 理 計 画 へ 移 行

別管理が遅れ 現状 例えば定置網（ ） 取組内容 平成17年度要求（ ）

ているもの

管[104万トン] ◎漁業の特徴 １．網目の拡大、複数網目

の使い分け漁獲量の26％ 漁具にコストがかかるため同じ網目

理の漁具を漁期を通じて使用 （入網した小型魚を逃避

させる)◎漁獲物の特徴

・多種類の魚種が一度に入る

包［特に幼稚魚が多い］ ２．金庫網の導入

（小型魚等を分離させる）↓

括・選別作業が大変なため港まで持ち帰

３．減統、網揚げ休漁り選別

的↓ （全体的な漁獲努力量の

削減）・商品価値の低い幼稚魚まで水揚げ

な

管

理資源の回復が漁獲金額 質・コスト面の取組と

一体的な取組の促進の増加に結びつかない

（平成１７年度要求）・秋田県のハタハタ H15年

・鮮度保持、操業の効率化等はH7年より漁獲量21倍増加

・高度資源管理指針の作成ながら漁獲金額は2.5倍増

にとどまる

[担当窓口課：水産庁管理課（０３－３５０２－０１９８（直 ）]）
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有明海再生に向けた施策の推進
有明海の豊かな海としての再生に向けて、漁場改善、海域及び諫早
湾干拓の調整池の水質保全対策、調査・研究の推進等各種の施策に取
り組む。

百万円６，４４５（２，７０３）

１ ポイント
（１）漁場環境改善対策の推進（公共） １，６４４（１，５０８）百万円
○漁場の生産力の回復と水産資源の生息場の環境改善を目的として、しゅ
んせつ、作れい、耕耘、覆砂といった事業を、関係者の要望を踏まえ、
積極的に実施。

（２）有明海環境改善のための実証試験等（公共・非公共）
１，０００（０）百万円

○水質の富栄養化、底質の泥化や有機物の堆積等が進んでいる有明海の環
境改善に向けた新たな実証試験を実施。
○海岸環境保全に配慮した取組を推進。

（３）海域の水質保全対策等の推進（公共・非公共）
強い水産業づくり交付金 １５，２２８（０）百万円の内数

その他 １４８（１７２）百万円の内数＊
＊汚水処理対策は含んでいない。

○有明海へ流入する汚水処理対策を推進。
○浮遊ゴミや漂着ゴミ等の除去対策を引き続き実施。
○貧酸素水塊の発生メカニズムの解明、予察技術の開発を実施。
○二枚貝の生産回復対策その他海域の水質保全対策を推進。

（４）諫早湾干拓の調整池の水質保全対策の推進（公共）
＊３，０００（１，０００）百万円

＊調整池の水質浄化対策に限る。

○潜堤の設置、ヨシ等の水生植物等の活用による水質浄化対策や、流域内
農地における環境保全型農業の積極的な展開による流域からの負荷軽減
対策等、調整池の水質保全対策を推進。

８０１（１９５）百万円（５）調査、研究の推進（公共・非公共）
○干潟の環境保全機能の増進等に関する調査を推進。
○有明海の総合的な調査研究体制の確立等。

※（３）の計数は、予算額の合計に含まない。

２ 事業実施主体
国、都道府県、民間団体 等

３ 補助率
定額、１０／１０、１／２等、委託

）担当課：農村振興局農地整備課 ０３－３５０１－３７４６ 直（ （ ）
）水産庁漁政課 （０３－３５０２－０３３９（直）
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安全で安心な水産物の生産・供給基盤の整備等
安全で安心な水産物の生産供給のための漁港における衛生管理機能を

充実するとともに、水産加工場のＨＡＣＣＰ導入を促進するための環境

整備を推進。

強い水産業づくり交付金 １５，２２８（０）百万円の内数

その他 ３３，３４８（３２, ７６８）百万円

１ ポイント

（１）地域水産総合衛生管理対策推進事業（公共）

３３，１９８（３２，６０１）百万円

水産物の生産から流通まで地域が一帯となって水産物の衛生管理に意欲

的に取り組む地域の拠点漁港において、漁港内の水質を改善する漁港浄化

施設を一体的に整備し、水産物の衛生管理対策を強化。

（２）水産物供給施設等の整備 （強い水産業づくり交付金）

消費者に安全で安心な水産物を供給するため、公共事業等関連する

事業と一体的な計画の下、水産物の生産・流通・加工の過程における

高度衛生管理・環境負荷低減に対応した施設を整備。

（３）水産物安全・安心推進強化事業 １５０（１６７）百万円

水産加工場におけるＨＡＣＣＰ導入を促進するため、加工場の衛生管理

水準の評価、ＨＡＣＣＰ専門家の派遣、講習会の開催等を推進。

国、地方公共団体、民間団体等２ 事業実施主体

定額、１／２、１／３等３ 補助率

［ （ （ ））］担当窓口課：水産庁加工流通課 ０３－３５０２－４１９０ 直
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○加工場におけるＨＡＣＣＰ導入の遅れ
○漁港等産地における衛生管理対策の遅れ等

水産加工場におけるＨＡＣ 衛生面に配慮した生産・供給基盤
ＣＰ導入の促進 の整備

○品質衛生管理の向上 ○衛生管理に配慮した荷さばき施設、水産鮮度保持施

○新たな加工品等に対応した衛生管理対策の充実 設等高度衛生管理のための施設整備

○普及啓発 ○底質改善対策、漁港浄化施設等による高度衛生管理

対応型漁港整備

安全で安心な水産物の供給



多面的機能を発揮する水産業・漁村の支援

離島漁業の再生を図る取組に対し支援するとともに、効率的効果的な

水産基盤の整備を図り、また都市と漁村の共生・対流等による漁村の活

性化や漁村の総合的な整備等を推進。

強い水産業づくり交付金 １５，２２８（０）百万円の内数

その他 ２０，９３９（１５，５２３）百万円の内数

１ ポイント

（１）多面的機能の発揮の支援

① 離島漁業再生支援交付金 １，７４０（０）百万円

多面的機能を発揮する離島漁業の再生を図るため、藻場の維持管理等漁

場の生産力向上の取組や創意工夫を生かした新たな取組等を行う離島の漁

業集落に対し、必要な費用の財源に充てるため交付金を交付。

② 水産業・漁村の多面的機能普及啓発推進事業 ３０（０）百万円

水産業・漁村の多面的機能についての国民的理解を促進するため、その

内容の普及啓発を推進。

地域資源（漁場）の
保全と最大限の利用

地域資源（漁場）の
保全と最大限の利用

集落活動の
活性化

集落活動の
活性化

期待される効果期待される効果

① 本土に比べ、生産・販売面
で条件格差が存在
② 漁業就業者の減少、高齢化
が進行

③ 他の兼業機会も少なく、漁
業集落の活力が低迷

① 本土に比べ、生産・販売面
で条件格差が存在
② 漁業就業者の減少、高齢化
が進行

③ 他の兼業機会も少なく、漁
業集落の活力が低迷

離島の現状離島の現状

交付金
事業創設

高齢化比率：３４％（離島）
(H15) ２８％（本土）

自警活動体制の強化、
海保・漁協等との連携強化

本土の漁業に比べ条件が不利な離島に
おいて、中核的なグループが中心となっ
て共同で漁業の再生に取り組む漁業集
落（地区）に対し、交付金により支援

① 交付対象：漁業集落又は地区
② 対象行為：漁業再生活動

本土の漁業に比べ条件が不利な離島に
おいて、中核的なグループが中心となっ
て共同で漁業の再生に取り組む漁業集
落（地区）に対し、交付金により支援

① 交付対象：漁業集落又は地区
② 対象行為：漁業再生活動

現状と課題現状と課題
事業の内容
事業の内容

地域資源（本土に比べ優位な漁場）を十分に
生かしきれていない。

中核的グループが中心となって、共同で集落
（地区）の漁業の再生に取り組むことが必要

①集落協定の策定
②漁場の生産力の向上
（種苗放流、藻場の管理・改善、植樹、
海岸・海底清掃、漁場監視等）
③集落の創意工夫を生かした新たな取組

漁業再生活動の実施漁業再生活動の実施

離島の水産業・漁村の再生離島の水産業・漁村の再生

離島が有する
多面的機能の発揮

離島が有する
多面的機能の発揮

課題と対応方向課題と対応方向
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（２）都市と共生・対流する活力ある漁村の再生

漁村再生交付金（公共） ３，０００（０）百万円①

地域の創意工夫を活かした漁村の再生を支援するため、地域が自ら客観

的な目標・指標を設定し、事業完了後に評価・公表を行う仕組みを導入す

るなど、国の関与を大幅に縮減し、効率的・効果的に事業を推進。

② 循環型社会に対応した漁村づくり（公共・非公共）

（公共） １４，７４１（０）百万円の内数

（非公共） （強い水産業づくり交付金）

バイオマス資源、リサイクル材等を活用し、循環型社会に対応した漁村

づくりを推進するため、関連事業を総合的・効率的に推進。

漁村コミュニティ基盤整備 （強い水産業づくり交付金）③

漁場環境の保全や良好な漁村生活環境の維持を図るため、排水処理施設

の機能向上に必要な施設等を整備。

遊漁船等の分離収容施設の効果的な整備（公共）④

７００（７９７）百万円

漁港・港湾・河川の各管理者の連携による放置艇収容計画を策定するこ

とにより、放置禁止区域の設定等の規制措置の実施等を反映した、漁港にお

ける効果的な遊漁船等の分離収容施設の整備を推進。

都市漁村交流促進事業 ７８（６９）百万円⑤

都市と漁村の交流をより一層促進するため、漁村における歴史ある施設

や漁港等の既存施設の調査等を行い有効活用を推進。

漁村地域活性化推進対策 （強い水産業づくり交付金）⑥

都市と漁村の共生・対流を図るため、漁村における受入体制の整備と交

流活動の促進・定着、漁業と海洋性レクリエーションの共存できる海面利

用関係の構築を図るための取組等を支援。

津波危機管理対策緊急事業（公共） ６５０（０）百万円⑦

既存の海岸保全施設の防災機能を的確に発揮させるとともに､住民等の津

波からの避難を促進することにより､津波災害に関する危機管理対策を緊急

的に実施。

都道府県、市町村、民間団体等２ 事業実施主体

１／２、定額等、委託３ 補 助 率

[担当窓口課：水産庁防災漁村課（０３－３５０１－０６９７（直 ］））
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１．新たな食料・農業・農村基本計画に向けた中間論点整理の
予算への反映

◎ 基本計画見直しの検討の経緯

昨年 月の農林水産大臣からの諮問を受け、食料・農業・農村政策審議会企画12
、 、 、部会において 食料・農業・農村をめぐる情勢分析や ①品目横断的政策への転換

②担い手・農地制度の見直し、③農業環境・資源保全政策の確立といった重点課題
を中心に議論。農政改革の加速化と食料・農業・農村に関する国民的議論のたたき

、 。台となることを期待し ８月 日にこれまでの議論が中間的に整理されたところ10

◎ 新たな基本計画に向けた中間論点整理の予算への反映状況

平成 年度予算概算要求においては、以下のような中間論点整理を踏まえた予算要17
求を行うことにより、スピード感をもって農政改革を進めていくこととしている。

中間論点整理（抜粋） 予算への反映状況

第２ 政策改革の方向
２．担い手政策の在り方
(5) 施策の具体化に向けた手順等
望ましい農業構造の実現が急がれ
ることから、特に、
ⅰ）認定農業者制度の運営改善の 【担い手育成支援：強い農業づくり交付金
徹底 （４７０億円の内数 】）

「地域担い手育成総合支援協議会」におい
てフォローアップ体制を強化するとともに、
経営改善計画の達成状況調査に基づき的確な
指導を実施

ⅱ）担い手の育成・確保に向けた 【担い手育成支援：強い農業づくり交付金
地域における合意形成と地域の （前掲 】）
実態を踏まえた集落営農の組織 地域貢献担い手確保・育成支援：【
化と法人化の促進 強い農業づくり交付金（前掲 】）

集落機能の組織化を図るため、指導的役割
を果たす地域リーダーの育成、担い手不足地
域における集落営農の組織化を図るための取
組支援

ⅲ）サービス事業体の施策上の位 【農業サービス事業体支援
置づけ ：強い農業づくり交付金（前掲 】）

地域の担い手を目指す農業サービス事業体
の活動支援（利子助成）を実施

ⅳ）担い手の経営改善努力を側面 【担い手育成支援：強い農業づくり交付金
から促す施策の推進、融資の更 （前掲 】）

地域段階における、担い手育成の数値目標なる活用の推進
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の設定と達成に向けたアクション・プログラ
ムの策定、経営コンサルタント、税理士等か
らなる専門家チームによる経営診断・指導、
経営多角化や新商品開発に必要な機械・設備
のリースの実施

ⅴ）農地等の経営資源の円滑な承 【農業生産法人経営支援出資事業：７億円】
継 【農林漁業金融公庫出資金：８億円】

受け手となる農業生産法人等に対する、農
地保有合理化法人や農業再生ファンドからの
金銭出資による資本増強策

ⅵ）担い手を支援する団体や機関 【担い手育成支援：強い農業づくり交付金
の連携強化や窓口の一元化の更 （前掲 】）

全国・都道府県・地域段階において、農業なる促進
団体、地方公共団体等からなる「担い手育成
総合支援協議会」を設置

等の課題については、平成１７年度
から取り組むとともに、担い手への
施策の集中化・重点化を促進してい
くべきである。

３．経営安定対策（品目横断的政策
等）の確立
(5)施策の具体化に向けた手順等
① 品目横断的政策への転換に

具体的な 【品目横断的対策導入推進事業：０．７億円】ついては （中略 、、 ）
品目横断的政策の迅速かつ円滑な導入に向支払方法・手順のシミュレー
けたシミュレーション、交付システムの設計ションや交付システムの開発
を実施について、平成１７年度に着

することが適当である。手

４．農地制度の在り方
(4)施策の具体化に向けた手順等
ⅰ）優良農地の面的な確保を推
進する上で望ましい農用地区
域制度や転用規制の在り方

ⅱ）担い手への農地の利用集積 【農業生産法人経営支援出資事業： 前掲 】（ ）
農業生産法人への農地と金銭の一体的出資について、面としてのまとま
により資本増強による規模拡大を支援りを確保しながらその加速化

を実現するための施策の枠
【 】組み 担い手農地情報活用集積促進事業：１４億円
【農地継承円滑化事業：６億円】
農地の売渡・貸出希望に関する情報提供、
優良農地を適正に管理することにより担い手
への農地の利用集積の促進

【農地基盤整備対策（ソフト）
】：元気な地域づくり交付金(４６６億円の内数）

【強い農業づくり交付金： 前掲 】（ ）
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ハード事業の実施に伴う利用調整活動にお
ける団地化促進策の強化、施設整備における
農地の集団化・団地化の目標の高い地区への
配分の重点化により、質の高い利用集積を促
進

【遊休農地再生活動緊急支援：
（ ）】ⅲ）耕作放棄地の発生防止・解 元気な地域づくり交付金 前掲

消のための施策 【優良農地確保支援対策等：
（ ） 】強い農業づくり交付金 前掲 等

重点地区における遊休農地地権者への濃密
指導等、遊休農地の再生・活用に向けた地域
合意の具体化のための多様な活動を支援

ⅳ）意欲と能力のある主体によ
る農地の権利取得とその効率
的利用を促進する上で望まし
い農地の権利移動制限の在り
方

について、速やかに検討を進め、早
期に企画部会に具体像を提示するべ
きである。

５．農業環境・資源保全政策の確立
(1)資源保全施策の在り方
エ 施策の具体化に向けた手順等
① 資源保全について、規制
的手法から奨励的手法まで
を適切に組み合わせて実施
していくことの有効性を検証
する必要があることから、
ⅰ）地域実態に応じた資源の 【資源保全実態調査事業：９億円】
保全状況の把握 資源保全手法検討調査：２億円】【

農地・農業用水等の資源を適切に保全管理ⅱ）当該地域における望まし
する施策体系を構築するため、資源保全の実い保全管理手法の検討
態把握や保全管理手法の検討を実施を行う調査について、平成１

し、有識者を７年度から着手
交えた多角的な議論を重ねて
いくことが適当である。

( )農業生産環境施策の在り方2
ウ 施策の具体化に向けた手順等
モデル的な取組に対する支 【新たな農業生産環境施策確立調査：0.3億円】②

環境負荷の大幅な低減に向けたモデル的な援の円滑な導入を図るため、
取組への支援を検討するため、評価手法等の平成１７年度から環境負荷の
確立に必要な調査を実施低減効果に関する評価・検証

手法等を確立するための調査
。に着手することが適当である
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農林水産関係の補助金改革

補助金改革の方向

農林水産業・農山漁村の役割の発揮

国と地方の連携
による施策の展開

首相官邸：政策会議・戦略本部
（本部長　内閣総理大臣）

地域再生本部

連
携

視点

選択と集中

国民の食
を守る「食
料産業」の
視点

グローバ
ル化の中
の農業・
農政

意欲的な
生産者・地域の
後押し

方向

食料自給率向上
の前提となる人
（農業経営）と資
源（農地・農業用
水等）の確保

消費者が真に
安心し納得で
きる食生活の
実現

農業者・農村の
創意工夫の発揮
や挑戦を後押し
する基盤づくり

農政改革基本構想

食料・農業・農村政策推進本部

地域が使いやすい
仕組み

地域の自主性・裁量性
の発揮

農林水産行政は国と
地方が連携して展開
する必要

○　自給率の向上
（生産地 vs消費地）

○　国土の保全
　　（川上 vs川下）

○　国民のふるさと　
（農村部 vs都市部）

　

○　仕組みの転換

・　入口重視から出口
　
重視へ

　成果目標を明示し事後
　
評価を徹底

　採択時審査を簡素化

・　地域が提案するメ
ニューも補助の対象
とする

・　各メニュー間・地区
間の配分は地方の裁
量に委ねる

農政改革の方向に

　　沿った大胆な　統合・交付金化
　　　　　［１７５事業を７つの交付金に］

食の安全・安心確保
（２７億円）

強い農業づくり
（４７０億円）

元気な地域づくり
（４６６億円）

バイオマスの環づくり
（１４４億円）

強い林業・木材産業づくり
（７８億円）

強い水産業づくり
（１５２億円）

　
○　骨太な目的毎に統合

　

省庁間の連携強化
～汚水処理、道路・農道・林道、漁港・港湾～

【地域再生交付金（仮称）の創設】

県、市町村の枠をこえて

広域的な判断
が必要

も　り

＋

森林づくり
（４４億円）

○事務手続の簡素化

○事業の円滑な実施

・複数の事業を一つの計画にまとめて申請し、交付金
の交付を受けることができる。

＜汚水処理の場合＞

市　町　村

農業集落排水等

公　共　下　水　道

浄　　　　化　　　槽

執行の
弾力化

融
通
可
能

＜交付金全体額８１０億円、うち農林水産省３１０億円＞



［これまで］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・　個別事業毎に事業申請を
受け交付額決定　　　　

［これから］
・　統合された交付金一体で
事業申請、採択した計画全体
について予算を配分

［これまで］
・　国の示すメニューの中から選択

［これから］
・　国の示すメニューに含まれていなくても、地域が必要と判断するメニューであれば、補助の
対象とする

（想定されるメリット）　
・　他の事業で過去に整備した施設の改修など、既存のストックを活用した取組が容易になる
・　ハード事業でもソフト的取組（話し合い活動等）が可能になる

［これまで］
・　事業毎に定められた細かな要件に合致しているのか細かく審査
・　個別の施設毎に規模・構造等を細かく審査

［これから］

　

① 入り口重視から出口重視へ

② 地域が提案するメニューも補助の対象とする

③ 各メニュー間・地区間の配分は地方の裁量に委ねる

仕組み転換の概要

　・　達成しようとする成果目標が、事業
の目指す方向に合致しているかどうか、
　
　計画内容が成果目標達成可能な内容
となっているかどうかだけを審査

　事前審査の簡素化

・　事業実施後、成果目標を達成で
きたかどうかを評価し、達成できな
い場合には、改善措置を求める

事後評価の重視

事務手続の大幅な軽減 地域の取り組みの自由度の拡大

国

A県
10億円
　　

B県
５億円

C町
７億円

D村
３億円

地区メニュー

国
の
判
断

県
の
判
断

市
町
村
の
判
断

　２億円

３億円

１億円

１億円

（例えば）



食の安全・安心の確保のための対策という共通理念に基づき、
各対策ごとの補助金を大括り化

↓
地域が自主性・独創性を発揮しつつ、

実態に応じた食の安全・安心対策を総合的に推進

○農林産物の安全性の確保
　・土壌有害物質のリスク管理対策
　・農薬安全使用の推進　　　など

○畜水産物の安全性の確保
　・飼料の安全性指導体制整備
　・貝毒安全対策の推進　　　　　　　　など　

○家畜等の伝染病の発生の防止等
　・家畜衛生管理体制の整備
　・養殖衛生管理体制の整備　　など

○病害虫防除対策の推進
　・総合病害虫管理（ＩＰＭ）の普及推進
　・重要病害虫の侵入・まん延防止体制の整備　　など

○食品表示の適正化推進
　・食品表示１１０番の開設
　・食品表示ウォッチャーの配置　　など

○トレーサビリティーシステムの導入促進
　・生産・流通段階における情報関連機器の整備　　など

　

○食育の推進
　・食育推進ボランティアの活動の充実
　・体験学習、地産地消の推進　　など

生産者

消費者

産
地
か
ら
食
卓
ま
で
を
通
し
て

食
の
安
全
・安
心
確
保
の
取
組
を
推
進



強い農業づくり交付金

高品質農畜産物の供給
体制の確立を図るため、
新技術の現地実証、施
設・機械等の整備を支援

対策の大括り化・交付金化

認定農業者等担い手の
育成・確保、担い手に対
する農地利用集積を促
進し、地域農業の構造
改革を加速化

卸売市場の再編・連携や
品質管理の高度化を通
じ、生鮮食品等の流通の
効率化、合理化に向けた
取組を支援

生産・経営から流通まで、川上から川下までの総合的な政策の推進

○地域の実情に応じて必要なメニュ－を機動的、弾力的に選択することが可能
　になる
　→担い手の育成、産地の形成、流通の合理化といった対策を地域ごとに総合的
　　に推進

　　　　

生産対策 経営対策 流通対策

現状の対策

メリット

担い手を中心とした産地に
おける高品質農畜産物の生産

担い手育成

連携

新技術の導入、
施設整備の支援

担い手に対する総合的
支援

生産・経営から流通までの総合的対策の推進

・産地と実需者の取引締結
　の支援
・卸売市場整備による架け
　橋機能の強化
　等

消
費
者
・実
需
者



元気な地域づくり交付金元気な地域づくり交付金

事後評価事後評価
（目標の達成状況を評価）（目標の達成状況を評価）

地域が目標達成に必要であると提案し、都道府県知事が認めた独創的な取り組みも支援

中山間地域等振興対策

地域提案メニュー

グリーン・ツーリズム、
都市農業振興対策

　グリーン・ツー
リズムや都市農業
を通じた市民農園
等による交流、ふ
れあい活動を推進

農地基盤整備対策

　地域の創意工夫を
活かし、きめの細か
い生産基盤の整備・
保全及び関連する推
進施策を支援

　農業、農村の活性
化に資する施設の整
備や地域住民など多
様な主体の参画によ
る取り組みや地域づ
くりを支援

　地域の担い手の確
保、棚田地域の保全、
多様な地域産業の振
興など山村等中山間
地域の個性ある地域
づくりを推進

地域の創意工夫による元気あふれる農山漁村の実現

採　択採　択
（簡易な様式で実施）（簡易な様式で実施）

元気な地域づくり計画の作成元気な地域づくり計画の作成
３～５年後の地域づくりの目標を、地域独自の視点から明確化３～５年後の地域づくりの目標を、地域独自の視点から明確化

地域の自主性・裁量性の発揮
　・地域が提案する独創的な取り組みも支援
・地区間、メニュー間の予算配分を地域の
　　裁量により実施可能

地域の自主性・裁量性の発揮
　・地域が提案する独創的な取り組みも支援
・地区間、メニュー間の予算配分を地域の
　　裁量により実施可能

事務の簡素化等による使い勝手の向上
　・採択審査の簡素化（事後評価の重視）
　・各種様式の統一、簡略化
　・計画変更手続きの簡素化

事務の簡素化等による使い勝手の向上
　・採択審査の簡素化（事後評価の重視）
　・各種様式の統一、簡略化
　・計画変更手続きの簡素化

農山漁村の活性化に資するソフト・ハードの幅広いメニューを助成対象農山漁村の活性化に資するソフト・ハードの幅広いメニューを助成対象

農村振興支援対策



バイオマスの環づくり交付金

バイオマスをエネルギーや製品として総合的に最大限利活用し、
持続的に発展可能な社会「バイオマス・ニッポン」を実現

【ソフト支援】

バイオマス由来製品
エネルギー利用機器の導入

地域関係者へのバイオマス
利活用の理解醸成

バイオマス利活用計画の策定

バイオマスの種類に応じた
利活用対策バイオマスの生産・収集

運搬システム構築
バイオマスの変換技術支援

資源作物の実用化試験

バイオマス資源の特性に応じた
事業メニューの選択

バイオマスタウン構想支援

　　地域の自主性に基づき、バイオマス変換施設の
整備と併せて、バイオマス供給施設・利用施設等、
バイオマスの円滑な利活用に関連する施設を一体
的に整備することにより、総合的な利活用システム
を実現。

【ハード支援】

バイオマス変換施設
（メタン発酵施設等）

資源循環

利用施設
（共同育苗施設等）

供給施設
（農産物集出荷
貯蔵施設等）

電気・熱・
堆肥等農産物

残さ等

農作物等

バイオマス関連施設の整備

地域提案による事業内容も実施可能とする等、地域における創意工夫を凝らした主体的な取組を推進

農林水産省
＋

関係府省

地域の取組に対し
情報の共有と連携

バイオマスタウンの実現

市町村
＋

NPO、農協、事業者団体、
大学等

バイオマス利用計画
（バイオマスタウン構想書）

作成

地域の関係者の連携 地域におけるバイオマスの
効率的な利活用を実現

○地域におけるバイオマスの発生から利用までの総合的利活用システムの構築に必要
　な取組を支援するための交付金制度を創設





  

強い林業・木材産業づくり交付金 

～林業・木材産業の構造改革の実現と木材利用の推進～ 

 ＜ソフト＞ 
 

● 地域材の供給体制の整備や新流通
加工システムの構築等の促進 

● 効率的かつ安定的な林業経営を担
いうる人材の育成及び確保 

● 消費者と連携した特用林産物の産
地づくり 

● 木材利用の意義についての普及啓
発や地域材を活用した家づくり等
の促進 

＜ハード＞ 
 

● 効率的な林業生産体制確立のため
の条件整備（高性能林業機械の導
入、作業道の整備等） 

● 林産物の加工・流通の低コスト化
のための木材加工流通施設等の整
備 

● 山村地域資源としての特用林産物
生産施設等の整備 

● 地域材を利用した公共施設や木質
バイオマスエネルギー利用施設等
のモデル的な整備 

 
※これらのメニューの地元提案枠を活用
し、森林資源を活かした新たな産業（森
業・山業）の創出を支援 

 
成果目標の例 
・ 事業体の年間事業量の増加 
・ 生産性の向上 
・ 素材生産量の増加 
・ 人工乾燥材の生産割合の向上 
・ 集成材用素材の地域材利用量の増加 
・ 林業就業者の確保 
・ 特用林産物の生産量の増加 

 
 林業の持続的かつ健全な発展と、需要構造の変化に対応した林産物の供給・利用の確保を
強力に推進 
 
① 効率的な林業生産体制の早急な確立 
② 木材産業の構造改革の推進 
③ 特用林産物の振興による担い手の定着促進と山村再生 
④ 木材・木質バイオマス利用の推進 
⑤ 担い手となる人材等の育成 
を一体的・総合的に実施（地域の判断で地域に必要なメニューを実施）。 

ねらい 

メニュ－ 

○ 林業・木材産業の生産性の向上
○ 地域材利用量の増加
○ 担い手の所得の向上

林業・木材産業の構造改革の実現と木材利用の推進



ハード事業・ソフト事業が一体となった施策の展開

○ハード事業
　　・漁業生産施設の整備
　　・水産物の供給施設の整備

○ソフト事業
　　・担い手の育成支援
　　・漁協の経営基盤の強化
　　・水産物流通・加工機能の強化

○ハード事業
　　・漁港の高度利用の促進
　　・漁村コミュニティ基盤の整備

○ソフト事業
　　・都市と漁村の共生・対流の促進

○ハード事業
　　・水産資源の増養殖施設の整備
　　・内水面漁業の振興施設の整備

○ソフト事業
　　・水産資源の増養殖の推進
　　・内水面漁業の推進
　　・漁場環境の保全

漁村地域の活性化

健全な水産業の育成 つくり育てる漁業の推進

各地域の実情に応じてメニューを選択

（例１）　健全な水産業の育成と適切な　
　　
　　　　　資源管理に取り組む地域

○ハード事業
　　・漁業生産施設の整備
　　・水産物の供給施設の整備

○ソフト事業
　　・担い手育成支援
　　・資源管理体制の強化

（例２）　つくり育てる漁業の推進と漁村
　　　　　地域の活性化に重点を置く地域

○ハード事業
　　・水産資源の増養殖施設の整備
　　・漁村のコミュニティ基盤の整備

○ソフト事業
　　・漁場環境の保全
　　・都市と漁村の共生・対流の促進

地域の取組 地域の取組

地方の自主性を活かした水産施策の展開

水産物の安定供給の確保・水産業の健全な発展を実現

強い水産業づくり交付金強い水産業づくり交付金

○ソフト事業　　　　　　
　　・資源管理体制の強化
　　・水面利用調整の推進
　

水産資源の適切な管理



公共事業における補助金改革
～地域の裁量を高めるための省庁連携の強化～

　１．汚水処理施設整備交付金（仮称）　＜全体４９０億円、うち農業集落排水１００億円・漁業集落排水１５億円＞

農業集落排水施設及び漁業集落排水施設、公共下水道（国土交通省）、浄化槽（環境省）について、
同じ市町村で複数の事業を実施する場合に活用

　２．道整備交付金（仮称）　＜全体２７０億円、うち農道１００億円・林道７０億円＞
農道・林道と地方道（国土交通省）について、一定の地域で複数の事業を実施する場合に活用

　３．港整備交付金（仮称）　＜全体５０億円、うち漁港２５億円＞

地元の利用が主体となっている第１種漁港と地方港湾（国土交通省）において、放置艇対策や双方に
効果がある防波堤の整備等を行う場合に活用

○　汚水処理、道路・農道・林道、漁港・港湾について、地域で効果的な整備ができるよう、予算
　の一括計上・地方への一括交付、事業間の進度調整を可能とする新たな交付金制度を創設し、
   省庁連携を強化する。
　　＜交付金全体額８１０億円、うち農林水産省３１０億円＞

１．事業概要

３．仕組みの概要

２．地方のメリット

　　・地方は、汚水処理・道路等のそれぞれの分野において、複数の事業を実施する場合、計画を個別
       に提出するのではなく、一つにまとめて提出することができる。また、計画の認定後は、年度ごとに、
　　必要な経費をまとめて交付申請し、交付を受けることができる。

●事務手続の簡素化

　　・計画の範囲内で、地方の裁量により、事業間の進度調整を可能とし、地方の実情に即した事業執行
　　に資する。

●事業の円滑な実施

＜ 汚水処理施設整備交付金の例 ＞

内　　閣　　府

④配分の決定

予
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３．政策評価の反映

農林水産省では、政策の実施の結果、国民に対して実際どのような成果が
もたらされたか（アウトカム）を評価する観点から、一定の目標に対する達

、「 （ ）」、「 （ ）」、「 （ 」、成度を測ることにより 企画立案 Plan 実施 Do 評価 Check)
「改善（Action)」のサイクルを確立した政策評価を実施している。

（１）実績評価の反映

農林水産省では、平成12年度から、他省庁に先駆けて実績評価を実施して
おり、平成15年度政策の評価に当たっては、５つの大目標、12の中目標、59
の政策分野（142の目標値）という政策評価体系（政策ツリー）を構築した上
で評価を実施した。

その結果 達成ランクＡ 目標達成度90%～150% の指標が85 ランクＢ 同、 （ ） 、 （
50%～90%）の指標が22、ランクＣ（同50%未満）の指標が19となった。これら
を踏まえ、十分な要因分析を行った上で評価結果を平成17年度予算に反映さ
せた。

政策分野一覧）政策ツリー（

大 目 標 中 目 標 政 策 分 野

Ⅰ 消費者が安全な食 １ 食品安全行政の一体的推進や産 (1)食品安全性確保対策

料を安心して購入・ 地段階から消費段階にわたるリス (2)家畜衛生対策

消費できる体制を確 ク管理の確実な実施により、食の (3)飼料の安全性確保対策

立する。 安全を確保する。 (4)農業生産資材品質・安全確保対策

２ 表示の適正化やトレーサビリテ (1)食品等の表示・規格制度

ィの導入・普及、食育の推進など (2)トレーサビリティの導入・普及対策

により、食に対する消費者の安心 (3)食生活のあり方を見つめ直す幅広い活

・信頼を確保する。 動の展開

(4)植物防疫対策

Ⅱ 消費者に対し、新 ３ 我が国の特色を活かし、高コス (1)食品流通対策

鮮で良質な食料及び ト構造を是正しつつ、新鮮で良質 (2)食品産業対策

林産物を合理的な価 な食料及び林産物を安定的に供給 (3)米麦等の生産対策

格で安定的に供給す できる体制を確立する。 (4)畑作物・地域特産物の生産対策

園芸作物の生産対策る。 (5)

(6)畜産物の生産対策

(7)生産資材対策

(8)木材利用の推進と木材産業の健全な発展

(9)特用林産の振興

我が国周辺水域における水産資源の(10)

適切な管理

(11)つくり育てる漁業の推進

(12)消費者ニーズに対応した水産物の流

通・加工

４ 世界の食料需給の安定や地球環 (1)食料・農業・農村に関する国際協力

境の保全を図るための国際貢献に

国際的な水産資源の管理と利用より、我が国の食料安全保障を確 (2)

保する。
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Ⅲ 農林水産業の構造 ５ 国民に対して必要な食料が供給 (1)耕作放棄の発生の防止等による優良農

改革を加速化し、効 できるよう、農地、水、漁場など 地の確保

地域の特性に応じた農業生産基盤の整率的で安定的な経営 の生産資源を確保する。 (2)

備・保全が大宗を占め、魅力

のある産業に育成す (3)農地海岸の保全と良好な海岸環境の形成

る。 (4)土地改良区組織の見直し

６ 持続可能な農林水産業を担う意 (1)認定農業者等意欲ある農業者の育成

欲ある経営体を育成・確保する。 (2)新規就農の促進

(3)農山漁村における男女共同参画社会の

確立

(4)高齢農林漁業者の役割の明確化と福祉

対策

(5)担い手への農地利用集積の推進

(6)効率的かつ安定的な林業経営の育成

(7)効率的かつ安定的な漁業経営の育成

(8)漁業生産を支える人材の確保・育成

(9)農業協同組合系統組織の見直し

(10)漁業協同組合の事業･組織基盤の強化

７ 過度の農産物の価格変動や災害発生 (1)農業災害補償

による経営への悪影響を防止するため (2)米の需給政策

の需給調整やセーフティネットにより (3)麦の需給政策

持続可能な経営の実現を図る。 (4)畜産物等の需給政策

８ 農林漁業者が主体的にその技術 (1)新たな農政の展開方向に即した技術開

水準の向上が図れるよう、農林水 発の推進

産分野の研究・技術開発の高度化 (2)効果的・効率的な普及事業の展開

を図る。 (3)森林・林業に関する研究開発の推進

(4)水産技術の開発

９ 農山漁村の魅力の向上や都市と (1)都市と農村の交流Ⅳ 都市と農山漁村と

農山漁村のつながりの強化を図り、 (2)中山間地域等の振興の対流（ 人・もの・「

農山漁村地域を活性化させる。 (3)子どもたちが農林漁業への理解を深め情報 ）を促進し、都」

るための教育の推進市と農山漁村が共生

１０ 都市と農山漁村の生活環境の (1)農村地域の総合的整備の推進しうる社会を構築す

格差を是正し、豊かで住み良い農 (2)山村地域の活性化る。

山漁村を創造する。 (3)漁村における総合的整備の推進

(4)農山漁村地域の情報化の推進

Ⅴ 国民のすべてが １１ 農林水産業の有する自然循環 (1)農畜産業の環境保全対策

農山漁村において 機能を維持増進させ、持続的利用

バイオマスの利活用の推進行われる適正な生 が可能なバイオマスの利活用を一 (2)

産活動や森林を含 層拡大させるとともに、自然環境

む自然環境の適正 を適正に管理することにより、将 (3)森林の整備

な管理により生ず 来にわたって多面的機能を発揮さ

る多面的機能を享 せる。 (4)森林の保全

、受できるようにし

将来にわたって持 (5)国民参加による森林づくりと森林の多

続的に発展可能な 様な利用の推進

社会を実現する。 (6)地球環境保全対策

１２ 農林水産統計・情報の的確な (1)政策ニーズに対応した統計の作成と利

収集・提供及び行政の情報化を通 用の推進

情報の受発信の推進じた効率的で透明性の高い行政運 (2)

営を図る。



実 績 評 価 結 果 反 映 の 具 体 例

大目標Ⅰ：消費者が安全な食料を安心して購入・消費できる体制を確立する

≪主要政策分野の評価結果≫

【食生活のあり方を見つめ直す幅広い活動の展開】

①脂質の熱量割合（供給熱量ベース ： ％・15年度目標： ） 28.2

679 kcal②国民１人当たり供給熱量と摂取熱量の差：

・達成ランク：①C ②C

・評価結果 ：脂質の熱量割合は若い世代の摂取量が相対的に多くなっていること等から、引

き続き増加傾向にあり、また、食品の廃棄や食べ残しは減少しているものの、依然目標値には

及ばず、ともに低い達成度。

・改善の方向：達成度が依然低位にとどまっていることから、消費者の摂食行動の変化等の要

因を詳細に分析し、食料自給率の向上の観点も踏まえ、施策のあり方、展開方法、目標値のあ

り方について検討が必要。

〈１７年度予算等で改善を行った政策手段の例〉

・にっぽん食育推進事業（新規） ５８８（０）百万円

食生活の見直しの重要性を踏まえ、主食、主菜、副菜を基本にバランスの取れた食生活

（ 、 、 ）ごはん等の穀類を中心に野菜 果物 牛乳・乳製品などが組み合わされた日本型食生活

を実現するため １７年度から新たに 栄養関係者等と連携した 日本版フードガイド 仮、 、 「 （

称 」の普及・啓発、全国的なマスメディアを通じた情報発信を図るとともに 「食を考え） 、

る月間」を中心としたイベントの開催等により国民的な運動としての食育を推進する。

・ゆたかさ発見食育実践対策（新規）

食の安全・安心確保交付金 （０）百万円の内数２，７４２

食生活の見直しの重要性を踏まえ、食育推進ボランティアの活動を充実・強化し、食に

関する様々な体験活動を実施するとともに、学校給食における地元産を主体とした米、野

菜、果物、牛乳・乳製品等地産地消の推進など、地域の特性を活かした食育活動を支援す

る。



大目標Ⅱ：消費者に対し、新鮮で良質な食料及び林産物を合理的な価格で安

定的に供給する

≪主要政策分野の評価結果≫

【米麦等の生産対策】

10a 126.8 /10a・15年度目標：①米の 当たりの生産コストの削減： 千円

（代替指標）水稲作付面積 以上層の作付面積シェア： ％7ha 14.00
73.4②小麦の製めん評点の向上：

60kg 8.6 /60kg③小麦の 当たりの生産コスト削減： 千円

④交付金対象大豆における契約栽培数量を増加： 万 千㌧2 3
⑤大豆の 当たりの生産コスト削減： 千円60kg 17.0

・達成ランク：① Ａ、Ｃ（代替指標） ② Ｃ ③ Ａ ④ － ⑤ Ｃ

・評価結果 ：生産コストについては、米は土地の流動化が進んでいないこと等から低い達成度、

小麦は達成度は高いものの前年よりわずかに生産費が増加。大豆の契約栽培数量は国産の需

要の高まりにより超過達成。

・改善の方向：米については、農地利用の集積を加速する観点からも産地づくり対策の適切な運用

が必要。小麦、大豆については加工適性の高い品種への作付転換を図り、団地化、農地利用

の集積により、生産の効率化を図る必要。

〈１７年度予算等で改善を行った政策手段の例〉

・競争力強化生産総合対策（新規)

強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数

その他 ４，５７６（０）百万円の内数

担い手への農地・農作業の集積や土地利用型作物の生産性を向上させる観点から、産

地の気象や立地条件等を踏まえ、稲・麦・大豆に係る先進的な省力・低コスト生産方式

の確立に取り組む産地をモデル的に支援する。また、麦・大豆については、多様な実需

者ニーズに即したきめ細やかな品質管理などをより一層推進することにより、消費者重

視・市場重視の考え方を徹底し、自立的な産地づくりを誘導する。

大目標Ⅲ：農林水産業の構造改革を加速化し、効率的で安定的な経営が大宗

を占め、魅力のある産業に育成する

≪主要政策分野の評価結果≫

【認定農業者等意欲ある農業者の育成】

・15年度目標：経営改善計画の認定数： 万経営体21.4
・達成ランク：Ａ

・評価結果 ：達成状況は順調であるものの、市町村で認定の仕方にバラツキがある、経営改善の

取組状況が十分把握されていない等の課題。

・改善の方向：認定農業者制度の運用改善のためのガイドラインに基づき、施策の集中を図るべき

主体である認定農業者の認定の透明性確保や認定後のフォローアップの徹底等が必要。



〈１７年度予算等で改善を行った政策手段の例〉

・担い手総合支援（新規） 強い農業づくり交付金 ４７，００９（０）百万円の内数

その他 ７１８（０）百万円

認定農業者の育成、農業経営の法人化、集落営農の組織化等を支援する事業を統合・総

合化し、全国、都道府県、地域の各段階において、農業団体及び地方公共団体等により設

置される協議会とコーディネーターを核として、フォローアップ体制の強化による認定農

業者の体質強化等の取組みに対して各種支援策を重点的・総合的に実施する。

大目標Ⅳ：都市と農山漁村との対流（ 人・もの・情報 ）を促進し、都市と「 」

農山漁村が共生しうる社会を構築する

≪主要政策分野の評価結果≫

【都市と農村の交流】

・15年度目標：①グリーン・ツーリズム人口 ： ～ 万人1,120 1,300

②市民農園の整備促進： 区画168,379

③三大都市圏の農業産出額の全国に占める割合： ％6.0

（代替指標）農業粗収益： 万円319

・達成ランク：①Ｃ ②Ｂ ③Ａ

・評価結果 ：グリーンツーリズム人口が受入側の情報発信が十分でないこと等によりここ 年同4

水準にとどまるなど、達成状況は不十分。

・改善の方向：企画力や行動力のある人材や組織の育成、受入環境の整備、効果的な情報受発信等

の受け皿づくりが重要であり、観光立国の取組との連携や構造改革特区制度の活用等の積極

的な取組が必要。

〈17年度予算等で改善を行った政策手段の例〉

・グリーン・ツーリズムセンター機能の確立（拡充） ８３（９２）百万円

インターネットにおける、ニーズにあった分類と情報を容易に検索することが可能なシ

ステムの構築について検討し、検索システムの更なる改良を進めるとともに、情報収集の

強化と登録件数の充実を図る。

・グリーン・ツーリズムビジネスの育成（拡充）

元気な地域づくり交付金 ４６，６０７（０）百万円の内数

その他 ７３（８０）百万円

各地域の研修に対するニーズの把握を行い研修内容の重点化を行う。また、研修終了後

の取組事例の公開及び研修終了後の参加者へのフォローアップを行い、人材バンクの活用

性をより一層高める。



【漁村地域における総合的整備の推進】

・15年度目標：①漁業集落排水施設による処理人口比率： ％程度31
②地域住民等の漁村整備に対する満足度： ％100

・達成ランク：① Ａ ② Ｂ

・評価結果 ：漁業集落排水施設については順調な達成となっているが、漁村整備に対する地域住

民の満足度は８割にとどまっているところ。

・改善の方向：漁村における生活環境の改善に資するような着実な事業の推進が必要。なお、地域

住民の満足度の一層の向上に向けた施設整備計画の改善が必要。

〈１７年度予算等で改善を行った政策手段の例〉

・漁村再生交付金（新規） ３，０００（０）百万円

漁村の健全な発展を図るため、地域の裁量権を拡大し、地域が主体となり創造力を活か

した水産基盤の整備等を効率的に行う新たな仕組みを創設する。

大目標Ⅴ：国民のすべてが農山漁村において行われる適正な生産活動や森林

を含む自然環境の適正な管理により生ずる多面的機能を享受できるように

し、将来にわたって持続的に発展可能な社会を実現する

≪主要政策分野の評価結果≫

【森林の整備】

・15年度目標：① 民有林における

ア 複層林等多様な森林の造成： 千 年242 ha/4
イ 育成複層林造成（樹下植栽 ： 千 年） 23.8 ha/4
② 国有林における

ア 複層林等多様な森林の造成： 千 年31.2 ha/3
イ 複層林・長伐期林の整備面積： 千 年32.4 ha/3

B B A A・達成ランク：①ア イ ②ア イ

・評価結果 ：民有林については、林業の採算性が更に悪化したことにより、達成度は更に低下。

・改善の方向：健全な森林の整備を推進することは地球温暖化防止のためにも重要であり、木材の

利用推進等と一体となった取組を推進することが必要。また 「森林整備保全事業計画」等を、

踏まえ、目標の見直しが必要。

〈１７年度予算等で改善を行った政策手段の例〉

・水土保全林整備事業（拡充） ３３，０６４（３５，１７４）百万円の内数

・資源循環林整備事業（拡充） １３，４５９（１３，９１７）百万円の内数

間伐遅れの森林を集中的に解消するため、新たな間伐団地の設定や間伐木の搬出集

、 、積に係る要件の一部見直しを行うとともに 間伐率を全般的に引き上げることにより

より効率的かつ効果的な間伐と搬出ロットの拡大による間伐材利用を推進。



（２）政策手段別評価の反映

実績評価を補完するものとして、個々の政策手段を対象に、その必要性、
有効性及び効率性の観点からの評価を行う政策手段別評価を実施し、その結
果継続としたものが２、改善・見直しが必要としたものが57（廃止を前提に
検討が必要とした18の政策手段を含む ）となった。。
改善・見直しが必要とされた57の政策手段については、平成17年度予算概
算要求に当たり、そのすべてについて改善・見直しを行った。
政策手段別評価結果を踏まえた改善・見直しの反映状況及び政策手段の例
は以下のとおりである。

○ 政策手段別評価結果反映状況総括表

一定の改善・評 価 廃 止 合 計
見直しが必要

57予算関連手段数 39 18

36改善を行った手段数 36 －

3 18 21廃 止 した 手段数

注： 廃止」には一部廃止を含む。「

総合食料対策民間団体事業推進費評価対象事業名：
補助金のうち 外食産業経営基盤整備事業費
［事業担当課：総合食料局食品産業振興課］

【政策評価総括組織の所見の概要】
〈有効性の改善〉
・ 本事業については、必要性・効率性は認められるものの、ＢＳＥや高病原性
鳥インフルエンザの発生による国民の食の安全・安心に対する関心の高まり等
を受け、ニーズに応じた調査研究、情報提供を通じて外食産業の体質強化が図
られるよう、有効性の改善を図る必要がある。

【政策評価結果の反映状況】 １４（１５）百万円
・ 平成17年度予算においては、外食産業のニーズに応じた調査研究、情報提供

、 、を通じて外食産業の体質強化を図るとともに 本事業の有効性を検証するため
アンケート調査等を実施するなどして外食事業者等における本事業の成果物の
活用状況等を把握することとする。



評価対象事業名：林業生産流通振興事業費補助金

［事業担当課：林野庁研究普及課］

【政策評価総括組織の所見の概要】

〈廃止(一部 〉）

・ 林業普及指導事業の重点化、効率化が求められている実態を踏まえ、後継者

も含めた林業経営の担い手の育成及び確保、そのための林業普及指導職員の高

度化を図るなど本事業の目的を達成するために必要なメニューの見直しを実施

し、本事業の重点化を図る必要がある。

【政策評価結果の反映状況】 ５７（３５５）百万円

・ 平成１７年度予算においては、林業後継者を含めた林業経営を担い得る人材

を対象とする事業に重点化する観点から、森林・林業教育総合推進事業の一部

及び、森林づくりボランティア活動普及教育支援事業を廃止する。

また、次代の森林経営を担う人材の育成を図る事業について、インターシッ

プの推進等真に林業後継者の育成に資するものに重点化するとともに、森林所

有者等の技術向上を図るための事業に統合を図る。

評価対象事業名：

わかめ養殖業構造調整支援技術等緊急開発調査事業

［事業担当課：水産庁栽培養殖課］

【政策評価総括組織の所見の概要】

〈廃止〉

・ 本事業の目的はおおむね順調に達成されており、今後は、実用化に向けて、

本事業の成果を広く関係者に公開することにより、技術の評価を受けることが

適当であることから、廃止を前提に検討する必要がある。

【政策評価結果の反映状況】 ０（６５）百万円

、 、 、・ 本事業については 所見を踏まえ 平成１６年度をもって廃止することとし

また、その成果については広く関係者に公開するものとする。
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４ 「重点４分野」への予算配分の重点化．

（単位：億円）

区 分 主 な 事 業 内 容 １ ７ 年 度
概算決定額

Ⅰ 人間力の向上 １，２９１
・発揮

１．教育・文化 ６８・国民運動としての食育活動の推進
・新規就農対策、農業研修教育の充実
・農林水産業を担う人材育成のための施設整備

２．科学技術 １，１７０・生産性の高い地域輪作システムのモデル的構
築
・ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発
・研究開発の推進のための競争的研究資金の充
実

３．Ｉ Ｔ ５４・農林水産業・農山漁村におけるＩＴ化推進
・行政の情報化の推進

Ⅱ 個性と工夫に満ち ９，０４２・競争力強化に向けた、担い手を中心とする産
地の取組を支援た魅力ある都市と地
・農林水産物の輸出促進に向けた総合的支援体方
制の確立
・中山間地域等への直接支払いの実施
・地域特性を活かし、多様な農水産物の安定供
給を担う豊かで個性ある産地づくり
・防災対策を通じた安全な地域づくり

Ⅲ 公平で安心な高齢 ２，３６１・消費者に信頼される食の安全安心体制の構築
・高齢者が生き生きと働き、安心して暮らせる化社会・少子化対策
環境づくり
・ユビキタス食の安全・安心システムの確立
・出産・育児期の女性農業者支援

Ⅳ 循環型社会の構築 ４，７００・地域におけるバイオマスの総合的利活用の促
進・地球環境問題への
・健全な森林の育成等を通じた地球温暖化の防対応
止
・自然生態系の保全・再生に資する農山漁村環
境の創造
・有明海環境改善のための調査・研究の推進

１７，３９３重 点 ４ 分 野 計
（５９．２％)

２９，３６２合 計
(１００％)

（注）計数は四捨五入によっているので、端数においては計が合致しない場合がある。
、 「 」 、 。なお 平成16年度予算における 重点４分野 のカバー率は ５７．８％であった



○ 公共投資関係費重点化措置の概要
（単位：億円）

１７ 年 度
区 分 主 な 事 業 内 容

概算決定額

Ⅰ 人間力の向上・発揮 ８０

１．教育・文化 ・農林水産業を担う人材育成のための施設 ３１
整備

２．科学技術 ・農林水産分野に係る試験研究施設の整備 ３７

３．ＩＴ ・農林水産業・農山漁村におけるＩＴ化推 １２
進
・ＩＴを活用した防災システム等の整備

Ⅱ 個性と工夫に満ちた魅力あ ６，６９０・都市近郊の豊かな森林空間の形成
・安全・安心な都市生活確保のための防災る都市と地方
対策
・都市と農山漁村が共生・対流する新たな
むらづくりの推進
・豊かな自然景観、伝統や文化等の地域資
源を活かした美しいむらづくり
・地域特性を活かし、多様な農水産物の安
定供給を担う豊かで個性ある産地づくり
・防災対策を通じた安全な地域づくり
・農林水産業の振興等による市町村合併の
支援

Ⅲ 公平で安心な高齢化社会・ ５５５・消費者に信頼される食の安全安心体制の
構築少子化対策
・高齢者が生き生きと働き、安心して暮ら
せる環境づくり

Ⅳ 循環型社会の構築・地球環 ４，１６８・バイオマスの利活用等有機性資源等のリ
サイクルの推進境問題への対応
・健全な森林の育成等を通じた地球温暖化
の防止
・自然生態系の保全・再生に資する農山漁
村環境の創造

重 点 ４ 分 野 計 １１，４９３
(８１．３％)

合 計 １４，１３８
(１００％)

（注）計数は四捨五入によっているので、端数においては計が合致しない場合がある。
なお、平成16年度予算における公共投資関係費に係る「重点４分野」のカバー率は
７９．５％であった。
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５ 「モデル事業」への取組．

１６年度予算より、試行的に導入されている「モデル事業」(特徴：政策目標を明
示し、事業の性格に応じて、繰越明許の活用や予算科目の大括り化・流用等による

） 、 。予算執行の弾力化等を図る については １７年度予算において以下の取組を実施

≪継続≫ 「バイオマスプラスチックの利用促進 （１０億円 （参考P60）」 ）

≪新規≫

① 電子政府関係予算（８億円）

総合食料局（旧食糧庁 、林野庁（国有林野事業）の事務処理システムにつ）
いて、旧型（レガシー）システムから、オープンシステム化、サーバの集中
化など新システムへの転換を図る事業。

（目標）システム維持管理に要する行政経費の減少

・総合食料局（旧食糧庁 ：約2.8億円／年（H15：15.5億円→H20以降：約12.7億円））

・林野庁（国有林野事業 ：約6.3億円／年（H15：11.8億円→H19以降：約 5.5億円））

② ユビキタス食の安全・安心システム確立事業（１９億円）

ユビキタスコンピューティング技術を活用して情報の記録等の自動化・簡
便化を進め、リスク管理の強化や消費者が簡単に入手できる安全・安心情報
の充実等を図るとともに、併せて効率的物流体系を確立するため、モデル事
業の枠組みの中で、実証試験、普及啓発、施設整備等を実施。

（目標）① 生鮮食品及び加工度が低い加工品を対象として、主要な購買先において、24

時間以内に50%程度の品目について生産流通履歴を追跡・遡及

② 本システムを導入した卸売市場における物流作業コストを4分の1程度削減

③ 生産性の高い地域輪作システムをモデル的に構築する事業（１億円）

大規模な畑作、水田作における生産性の高い地域輪作システムの導入のた
モデル事業の枠組みめ輪作体系における労働時間や生産費の低減を目指し、

技術開発、普及・啓発を一体的に実施。の中で、

（目標）高生産性技術の導入により、

① 北海道畑作輪作体系における馬鈴しょ生産について、労働時間を現状の40％

減、生産費を現状の10％減

② 水田輪作体系（関東・東海）について、労働時間を現状の30％減、生産費を

現状の15％減





６ 「政策群」への取組・府省間の連携強化．

Ⅰ 「政策群」への取組．

１６年度予算より導入されている「政策群 （特徴：①規制改革・制度改革等と」

予算措置を組合せ、構造改革と予算との連携を強める、②原則として府省横断的に

対応することで、政策の実効性・効率性を高める、③より少ない財政負担で、民間

活力を最大限に引き出す）については、１７年度予算において以下の取組を実施。

≪継続≫

都市と農山漁村の共生・対流の推進

都市と農山漁村を双方向で行き交うライフスタイルの実現に向け、引き続

き関係５省（総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、環境省）と連

携し、グリーン・ツーリズム等を推進するための規制改革や制度改革等の促

進とあわせて、都市住民の農山漁村へのニーズの後押し、農山漁村体験学習

の推進、魅力ある農山漁村づくりのための支援を総合的に推進。等

≪新規≫

① 健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための「食育」の推進

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め 「食」に関して信頼でき、

、 （ 、る情報に基づく適切な判断を行う能力を身につけるため 関係３府省 内閣府

内閣府食品安全委員会、文部科学省、厚生労働省）との連携を強化しつつ「食

育」を国民運動として展開。

ユビキタスネットワークを活用した食の安全・安心の向上②

総務省、経済産業省）による電子タグ等のユビキタスコンピュ関係２省（

ーティング技術の基礎的な研究・開発について連携し、食の安全・安心シス

テムの開発を行うとともに、併せて効率的物流体系を確立。

③ 木材利用の推進による環境と人にやさしい社会の構築

関係３省（国土交通省、厚生労働省、環境省）と連携し、再生産可能で加

工に要するエネルギーが少ない木材の利用を積極的に推進し、林業の活性化

を通じて森林の有する多面的機能を発揮するとともに、環境に負担の少ない

循環型社会の構築による温室効果ガス削減目標６％の実現に貢献。



Ⅱ．府省間の連携強化

平成17年度農林水産予算においては、施策の実効性を高めるため 『Ⅰ 「政策群」、 ．
への取組』のほか、以下の施策につき関係府省間の連携を強化。

バイオマスの環づくり交付金 １４４億円
バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議を構成する関係府省間で連携し、市
町村等が作成するバイオマスタウン構想を共有する中で、その実現に向け、地
域計画策定支援、利活用システムの構築、施設整備等を実施。
新規就農等促進総合支援 強い農業づくり交付金４７０億円の内数等
新規就農者の確保を一層推進するため、厚生労働省と連携し、就農・就業に
関する相談活動・情報収集を強化するとともに、新規就農を希望する者の裾野
の拡大を図るため、文部科学省と連携し、農業体験学習の受入体制を整備。
地すべり等観測情報基盤整備対策（公共）

（農業農村）８２億円の内数 （林野）１１４億円の内数、
地すべり対策事業等について、モデル地域において、監視・観測施設の設置
等に係る計画の策定やこれに基づく効果的な事業の実施など国土交通省との連
携を推進。
環境研究総合イニシアティブ ２６億円
地球温暖化対策技術や資源循環型技術の開発をはじめとする環境研究につい
ては、総合科学技術会議のイニシアティブの下、環境省、文部科学省等の関係
府省と連携して実施。
先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 ３８億円
提案公募型競争的資金の研究応募区分に、他府省の基礎・基盤的研究で生ま
れた技術シーズや他分野の研究成果を農林水産分野に積極的に応用する研究を
推進する「府省連携型研究」を新たに創設。
農林水産研究情報デジタルコミュニティの構築 ３億円
筑波研究学園都市の研究機関（研究所、大学等）を超高速ネットワークで結
ぶ「つくば 」に参画するとともに、これを通じて、文部科学省の学術ネWAN
ットワーク（ ）等と接続し、共同研究を推進。SINET
木造公共施設整備 強い林業・木材産業づくり交付金７８億円の内数
文部科学省や厚生労働省との連携により、学校や保育所等で地域材を利用
したモデル的な公共施設を整備。
豊かな海と森林を育む総合対策（公共）

（林野）４０３億円の内数 （水産）１，３８３億円の内数、
森林整備事業及び治山事業と水産基盤整備事業の連携に加え、新たに創設し

、 （ ）た漁村再生交付金の地域提案型整備の中で 魚つき保安林等の整備 植栽工等
に充てることが可能となり、豊かな海を育む森林等の整備と漁場環境の改善に
係る施策の一層の連携を推進。
海岸事業（公共） ２０７億円の内数
厚生労働省（健康増進施設 、文部科学省（学校教育施設 、国土交通省（河） ）
川事業）等と緊密に連携して海岸事業を実施。



７ 「担い手」への施策の重点化．

効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業

構造の確立を目指し、１７年度農林水産予算において、認定農業者を中心

とする「担い手」への集中化・重点化が一層図られるよう、要件を見直す

事業の「量的拡大 、要件の見直し内容の「質的向上」を推進。」

１．要件を見直す事業の「量的拡大」

農業生産法人経営支援出資事業等１８事業●

・ 農業生産法人経営支援出資事業ついて、農地保有合理化法人が出資する対象

を、農業生産法人である認定農業者に限定。

・ アグリ・チャレンジャー支援について、事業実施主体を「認定農業者等の組

織する団体」に限定。

・ 経営構造対策について、認定農業者の育成等に関する意欲的な目標を設定し

た地区に優先的に配分される仕組みを導入。

・ 担い手農地情報活用集積促進事業について、インターネット等により農地情

報を集積・公開する仕組みにおいて、募集する農地の引き受け希望者を認定農

業者等の担い手に限定。

・ 農地基盤整備対策について、農地の担い手への利用集積活動に対する助成期

間をハード事業完了後も延長するときは、受益面積に占める担い手の面積シェ

アが更に連担化した上で一定以上増加する場合に限定。

２．要件の見直し内容の「質的向上」

● 農業経営基盤強化資金等５事業

・ 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）について、無担保融資の限度額の

引き上げを望む認定農業者に対しては、新たな要件（経営診断等）を付加。

３．要件を引き続き設定

● 農業経営改善促進資金等２４事業

・ 農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）について、対象者を認定農業者に

限定。
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８．公共事業から非公共事業への政策手段の転換（シフト）

平成17年度農林水産予算においては、公共事業の一部（１０９億円）を活用し、以
下の農林水産業の緊急かつ必要な課題に対する施策の充実・強化を図ったところ。

億円元気な地域づくり交付金（環境保全型農業の取組への工法的支援） １
環境保全型農業の促進のため、基盤整備の実施を契機として環境保全型農業
の確立に取り組む地域を対象として、環境保全型の営農に資する工法の採用に
係る掛かり増しへの支援等を実施。

億円元気な地域づくり交付金（経営体育成への支援） ３
担い手への農地利用集積の一層の加速化・高度化のため、効果発現の早期化
への支援と、担い手に集積かつ連担化された面積の基盤整備事業の受益面積に
占める割合を、事業完了時より更に一定以上増加させる場合に、土地利用調整
活動に対する支援を実施。

億円元気な地域づくり交付金（水田の畑利用促進への支援） １
地域水田農業ビジョンの実現を支援するため、地域振興作物等を新たに事業
対象とし、基盤整備地区において生産団地を形成したものについて排水対策等
のための促進費を交付。
元気な地域づくり交付金（美の田園復興） ５億円
良好な農村景観の再生・保全に向けた地域住民等の活動や土地改良施設等の
改修の支援及び普及啓発などにより美しい田園風景を復興。
グランドワーク推進支援事業 １億円
住民、企業、行政の三者の協働により、身近な地域の環境を見直し、自らの
手で改善していくグランドワーク活動を重点的に支援。
バイオマスの環づくり交付金 ７２億円
バイオマスの供給施設、変換施設及び利用施設を一体的に整備し、バイオマ
スタウン構想の早期実現を支援。
離島漁業再生支援交付金 １７億円
多面的機能を発揮する離島漁業の再生を図るため、藻場の維持管理等漁場の
生産力向上の取組や創意工夫を生かした新たな取組等を行う離島の漁業集落に
対し支援。
強い水産業づくり交付金（水産物供給施設等整備） ３億円
公共事業等と一体的な計画の下、水産物の生産・流通・加工の過程におけ
る高度衛生管理に対応したモデル的な施設の整備を支援。
強い水産業づくり交付金（水産資源増殖） １億円
水産基盤整備事業による魚礁の設置、藻場の造成等を活用した種苗放流等
を実施し、漁場整備連携型の効率的な栽培漁業を推進。

億円藻場・干潟生産力等改善の推進 １
藻場の磯焼け改善に加えて、機能の低下した干潟の生産力等の改善を図るた
めの実証試験の実施及びその成果の活用によるガイドラインの作成。
その他水産振興対策 億円３

、漁場環境の保全等を図るため汚水処理施設の機能向上に必要な施設の整備
高度な衛生管理へのきめ細かな対応を推進するための漁業生産関連機器の整
備を支援。



９．公共事業の効率的実施に向けた取組

国庫補助負担金改革の強力な推進

三位一体改革に関する政府・与党合意（平成１６年１１月２６日）等に基づ

き、以下の取組みを実施。

【省庁連携強化に関する交付金の創設】

○ 以下の分野について、関係する省庁が連携して、地方の裁量度を高める

ための仕組みを構築（※事業や仕組みの概要等については 「２．補助金、

改革への取組み」参照）

① 汚水処理施設整備交付金（仮称）

：農業集落排水施設及び漁業集落排水施設、

：公共下水道(国交省)、浄化槽(環境省)

同じ市町村において複数の事業を実施する場合に連携を推進

② 道整備交付金（仮称 ：農道・林道と地方道(国交省)）

農道・林道と地方道（国交省）について、一定の地域において複数

の事業を実施する場合に連携を推進

③ 港整備交付金（仮称 ：漁港と港湾(国交省)）

隣接する第１種漁港と地方港湾について、放置艇対策や双方に効果

がある防波堤の整備等を行う場合に連携を推進

【省庁連携以外の交付金】

○ むらづくり交付金（拡充）

・ 農業及び農山漁村の総合的な発展を図るため、農山漁村における生活

環境に関する整備を農業生産基盤の整備と併せて、総合的、一体的に実

施できるようメニューを拡充

○ 漁村再生交付金（創設）

・ 漁村地域の再生を進めるため、市町村の裁量を大幅に拡大し、既存ス

トックの有効活用等を通じて、水産業の生産基盤と生活環境を効率的・

効果的に整備
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【国庫補助負担金のスリム化】

○ 農林水産関係一般公共に占める地方公共団体向け国庫補助金の割合

16年度 18.5％ → 17年度概算決定 16.9％（▲1.6ポイント）

○ 国の関与についての見直し

・治山施設修繕統合補助事業の廃止

・地すべり防止施設修繕統合補助事業の廃止

・国有林野内補助治山事業の廃止

〔 採 択 基 準 〕
・田園空間整備事業

（都道府県営事業） １億円以上 → ２億円以上

（団体営事業） 5,000万円以上 → ２億円以上

・保安林管理道整備事業 3,000万円以上 → 5,000万円以上

・水源流域広域保全事業 １億3,000万円以上 → １億5,000万円以上

・漁港漁場機能高度化統合補助事業（漁場施設の改良・補修）

（都道府県事業） 3,000万円以上 → 5,000万円以上

（市町村事業） 1,000万円以上 → 3,000万円以上

・海岸事業：高潮対策・侵食対策・公有地造成護岸等整備統合補助事業

（市町村事業） 7,000万円以上 → 8,000万円以上

補修統合補助事業

（都道府県事業） 4,500万円以上 → 5,000万円以上

（市町村事業） 2,000万円以上 → 2,500万円以上

海岸環境整備事業 8,500万円以上 → 9,000万円以上

【交付金以外の省庁間連携の推進】

○ 海岸事業（農地海岸、漁港海岸(以上当省)、港湾海岸、河川海岸(以上

国交省)）について、複数省庁にまたがる一連海岸で水門の自動化等の整

備と耐震調査等を総合的に行う場合、農林水産大臣か国土交通大臣のいず

れかの主務大臣による計画承認、予算配付を可能とする津波危機管理対策

緊急事業を創設

○ 地すべり対策事業等について、モデル地域において、監視・観測施設の

設置等に係る計画の策定やこれに基づく効果的な事業の実施など国土交通

省との連携を推進
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【統合補助金等の地方の裁量を高めるための仕組みを拡大】

○ 地区別の事業費の配分を地方の裁量に委ねる仕組み（統合補助金）の創

設・拡充

・ 海岸事業について、水門の自動化等の整備と耐震調査等を総合的に行

（ ）うことができる統合補助事業(津波危機管理対策緊急事業)を創設 再掲

・ 畜産環境問題に地域の実情を踏まえ弾力的に対応するため、畜産環境

総合整備統合補助事業(資源リサイクル型及び草地畜産活性化型)を創設

・ 生活環境保全林整備事業等の生活環境や自然環境の保全を図る事業に

ついて、新たに統合補助金化

・ 漁港漁場機能高度化事業及び漁港環境整備事業について、都道府県営

も新たに統合補助金化することにより、両事業全てを統合補助金化

○ 事業の採択において地方の提案が活かせる仕組みを導入

・ 事業費の一部を、漁場環境と森林保全を一体的に行う魚つき保安林の

整備や都市での試行的な地域水産物販売などの市町村が提案する事業に

充てることができる漁村再生交付金を創設（再掲）

○ 国と地方の連携強化を推進

・ 民有林・国有林を通じた連携の強化を図るため、都道府県ごとに「治

山事業連絡調整会議」を設置し、山地災害発生時の相互の迅速な連絡体

制の構築や、災害の発生状況を踏まえた共同の復旧方針、整備目標等の

作成等を実施

【農山漁村における「地域自らが考え行動する」取組みの支援】

○ 立ち上がる農山漁村の推進

・ 農業参入促進基盤整備実証事業の創設

農業参入する企業の能力を活用した基盤整備とその後の農業経営の展

開過程において、官民が連携し、新たな担い手育成や整備コストの合理

、 、化等に取り組む際の技術的課題等を モデル地区において調査・検討し

広くその知見を普及

○ 魅力ある農山漁村づくりの推進

・ 「景観法 （Ｈ16.6.18公布）や「水とみどりの『美の里』プラン２１」」

（Ｈ15.9.5公表）に基づき、農山漁村における良好な景観の形成を図り

つつ事業を展開
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予算配分を重点化

～ 政策課題の緊急性を踏まえて配分 ～

○ 重点４分野への重点化

16年度 78.5％ → 17年度概算決定 79.5％

○ メリハリのついた事業別配分

【機能別分類（シェア 】）

Ｈ16当初 Ｈ17概算決定 対前年比

国土保全 30.5％ → 32.5％ ＋2.0ポイント

生活環境整備 23.8％ → 20.1％ ▲3.7ポイント

食料供給基盤整備 45.7％ → 47.4％ ＋1.7ポイント
※Ｈ16はＨ17との比較対照のため組替えて掲記している

政策評価の施策への反映と事業評価の取組みを拡大

～ 企画立案－実施－評価・改善を徹底する行政運営制度を確立 ～

（成果重視と説明責任の徹底）

○ 個別の事業地区毎の事業評価結果を反映

・ 新規着工は費用対効果分析等による事前評価の結果が一定基準を満た

した地区に限定

・ 農林公共の直轄・機構営事業について98地区の期中評価を実施し、評

価結果を踏まえ、24地区について事業計画を変更

・ 個別の事業地区（1,235地区）の完了後評価を実施し、評価結果を踏

まえ、事業内容の見直しに活用

○ 政策手段別の評価結果を反映

政策手段別評価の更なる充実を図るとともに（公共関係においては２事

業を追加 、評価結果を踏まえ、内容を改善）

（改善例）

評価の結果、改善が必要とされた「融資事業指導監督 「換地等促進対」

策」の２事業について、より効率性や実効性を高める観点から、実施主体

を都道府県から団体（土地改良事業団体連合会等）に変更
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○ 事業評価の取組みを拡大

・ 事前評価の客観性・透明性を一層向上させるため、現行の評価方式を

改善し、事業の有効性等をランク別に評価する多段階評価方式を順次導

入

・ 国営土地改良事業等において、17年度から完了後評価（事業完了概ね

５年後）の評価対象全地区で費用対効果分析を実施

コストを縮減

～ 平成15年度からの５年間で15％のコスト縮減を目指す ～

（農林水産公共事業コスト構造改革の実施）

○ 新たな技術・手法の開発・導入

・ 農業農村整備事業において以下の事項を実施

① コスト縮減に資する新技術の官民連携による開発を、より一層促

進

② 構造物に要求される性能を規定し、完成後これを照査する設計手

法（性能照査型設計手法）の導入のための調査

・ 林野公共事業においては、治山施設整備における直接的な工事コスト

縮減を図るための新たな設計手法（一律に安全性を規定した設計から施

設ごとに規定する設計にかえることにより、施設のスリム化を実現）を

実証的に導入

○ 地域の創意工夫を活かした住民参加型事業を拡大

・ 地域住民の参加により、身近な施設等を整備する直営施工方式を積極

的に活用

・ 施設の整備・維持管理について、都市住民、ＮＰＯ等を含めた幅広い

層の参画を促進

○ 地域資源等の活用を拡大

・ 水産基盤整備事業において、リサイクル材を活用した漁場づくり（覆

砂等の実施）を循環型社会に対応した漁村づくりの中で促進

・ 工事の実施段階において、現場発生材、間伐材を最大限に利用

○ 積算の見直し

・ 資材単価等の積み上げによらず、工事の契約実績に基づき、工種別に

単価設定を行うユニット・プライス型積算方式の導入に向けた調査を実

施
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○ の積極的活用PFI
・ 地方公共団体が 法に基づき漁港漁場機能高度化事業等を実施するPFI
場合、補助対象とする旨明記

PFI・ むらづくり交付金における生活環境整備に関する事業主体として

事業者を追加

公共事業から公共事業以外の政策手段へのシフト

～ 政策目的に照らし公共事業・非公共事業の区分に

とらわれない配分を実施 ～

○ 農業農村整備事業において公共事業予算の一部を活用し、

・ バイオマスの供給施設、変換施設及び利用施設を一体的に整備し、バ

イオマスタウン構想の早期実現を支援

・ 良好な農村景観の再生・保全に向けた地域住民等の活動や土地改良施

設等の改修などを通じた美しい田園の復興を支援

・ 土地改良事業完了後であっても担い手への農地の利用集積に対する一

定の効果が見込まれる場合について、土地利用調整活動を進める際に必

要な経費の支援

・ 麦大豆等に加えて地域の振興作物について、水田の汎用化による生産

拡大を促進するために必要な経費の支援

等に取り組む新たな非公共事業を実施（８３億円）

○ 水産基盤整備事業において公共事業予算の一部を活用し、

・ 多面的機能を発揮する離島漁業の再生を図るため、藻場の維持管理な

ど漁場の生産力向上の取組みや創意工夫を生かした新たな取組みを行う

離島漁業集落に対する支援

・ 水産基盤整備事業等と一体的な計画の下、水産物の生産・流通・加工

の過程における高度衛生管理に対応した施設整備の支援

・ 干潟域における近年の機能の低下に対し生産力の改善を図るため、海

域特性に応じた実証試験等の実施

等に取り組む新たな非公共事業を実施（２６億円）
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１．特別会計歳入歳出予定額表

歳　入 歳　出 歳　入 歳　出 歳　入 歳　出

百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％

１　食　糧　管　理 3,639,242 3,639,242 3,323,336 3,323,336 91.3 91.3

国 内 米 管 理 勘 定 768,922 768,922 697,476 697,476 90.7 90.7

国 内 麦 管 理 勘 定 103,179 103,179 110,899 110,899 107.5 107.5

輸 入 食 糧 管 理 勘 定 553,535 553,535 563,127 563,127 101.7 101.7

農 産 物 等 安 定 勘 定 469 469 467 467 99.5 99.5

輸 入 飼 料 勘 定 53,041 53,041 58,607 58,607 110.5 110.5

業 務 勘 定 153,205 153,205 115,729 115,729 75.5 75.5

調 整 勘 定 2,006,889 2,006,889 1,777,032 1,777,032 88.5 88.5

２　農業共済再保険 104,859 94,907 105,236 94,691 100.4 99.8

再保険金支払基金勘定 8,227 8,227 6,357 6,357 77.3 77.3

農 業 勘 定 32,863 32,738 33,566 33,551 102.1 102.5

家 畜 勘 定 44,819 37,932 45,325 37,672 101.1 99.3

果 樹 勘 定 12,977 10,105 12,882 10,018 99.3 99.1

園 芸 施 設 勘 定 4,711 4,641 5,852 5,838 124.2 125.8

業 務 勘 定 1,263 1,263 1,255 1,255 99.4 99.4

３　森　林　保　険 16,600 5,857 15,132 5,685 91.2 97.1

４　漁船再保険及漁業共済保険 26,563 18,765 26,486 17,803 99.7 94.9

漁 船 普 通 保 険 勘 定 9,682 9,674 8,902 8,748 91.9 90.4

漁 船 特 殊 保 険 勘 定 262 181 248 179 94.7 99.0

漁船乗組員給与保険勘定 47 30 42 30 88.2 100.0

漁 業 共 済 保 険 勘 定 15,408 7,717 16,200 7,753 105.1 100.5

業 務 勘 定 1,163 1,163 1,093 1,093 94.0 94.0

５　農業経営基盤強化措置 80,846 80,846 50,556 50,556 62.5 62.5

６　国有林野事業 514,079 514,079 516,356 516,356 100.4 100.4

国 有 林 野 事 業 勘 定 361,750 361,750 376,999 376,999 104.2 104.2

治 山 勘 定 152,329 152,329 139,356 139,356 91.5 91.5

７　国営土地改良事業 508,751 508,751 540,074 540,074 106.2 106.2

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

１６年度予算額 １７年度概算決定額 対前年度比
会　計　名
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２．財政投融資資金計画表

百万円 百万円 ％

１ 農林漁業金融公庫 185,000 180,000 97.3 

２ 独立行政法人　緑資源機構 8,100 8,200 101.2 

３ 国営土地改良事業特別会計 36,300 35,500 97.8 

４ 独立行政法人　農業・生物系 1,500 1,300 86.7 

特定産業技術研究機構

合　　　　計 230,900 225,000 97.4 

（注）１　農林漁業金融公庫は、上記のほか財投機関債の発行による資金調達（２３０億円）を見込

　　　　んでいる。（１６年度発行額２３０億円）

　　　２　独立行政法人緑資源機構は、上記のほか財投機関債の発行による資金調達（６５億円）を

　　　　見込んでいる。（１６年度発行額６５億円）

区　　　分 16年度計画額 17年度計画額 対前年度比
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３．平成１６年度農林水産関係補正予算の概要

第１ 総 括 表

（単位：百万円）

区 分 追 加 額 修正減少額 差 引 額

２３７，５３１ △１７，４６２ ２２０，０６８農 林 水 産 関 係 予 算

２２８，３１１ △７８５ ２２７，５２６・ 公 共 事 業 関 係 費

２６，１８２ △７８５ ２５，３９７一 般 公 共 事 業 費

２０２，１２９ ― ２０２，１２９災害復旧等事業費

４，７８９ △１２，３１６ △７，５２７・ 一 般 事 業 費

４，４３０ △４，３６１ ６９・ 食料安定供給関係費

※ 追加額には本表計数の外にＮＴＴ（Ｂタイプ）事業償還時補助等９２，２０２百万円が計上されて

いる。

第２ 国庫債務負担行為

・ 国庫債務負担行為の追加

（単位：百万円）

事 業 例 限度額の追加 事業費 備考

２３，７７０ ３８，９２６農 業 農 村 整 備 事 業

２，２５６ ４，２００森 林 整 備 事 業

６，７６７ １０，６６３治 山 事 業

５，９７２ ９，７２３水 産 基 盤 整 備 事 業

６０９ １，３３０海 岸 事 業

３９，３７４ ６４，８４２計



- 120 -

第３ 補正予算の内訳
（単位：百万円）

事 項 補 正 額 備 考

［公共事業関係］

（災害復旧）

２０２，１２９災害復旧等事業費

（防災対策）

２５，１３２ア. 一般公共事業関係費

（ ）イ．新潟県中越地震関連経費 １，０５０ ・治山事業 重要生活基盤整備緊急対策

の実施

［非公共事業関係］

（災害復旧）

・共同利用施設（倉庫、加工施設等）のア．農林水産業共同利用施設災害 ２，３８４

復旧復旧事業費補助金

・新潟県中越地震により災害を受けた錦イ．養殖施設災害復旧事業費補助金 ２，００８

鯉の養殖施設の復旧

・台風等により災害を受けた果樹園地のウ．果樹被災園復旧対策事業 ９０１

改植、防風施設の整備等

・台風により災害を受けた遺伝資源保存エ．独立行政法人林木育種センター ５７

園等の復旧(関西育種場等)運営費交付金

・台風により災害を受けた二酸化炭素動オ．独立行政法人森林総合研究所 ５０

態観測施設の復旧(北海道支所)施設整備費補助金

・台風により災害を受けた栽培漁業に関カ．独立行政法人水産総合研究セン ２５０

する技術開発施設の復旧ター施設整備費補助金

・新潟豪雨による湛水の排除キ．緊急排水事業費補助金 ６

・台風等により被害を受けた園芸施設の復旧やク．野菜産地復旧緊急対策事業 ３，３２２

地力回復のためのたい肥等の導入

・農業共済組合連合会が農林漁業信用基金からケ．農業共済保険金支払資金借入金 ２８

資金を借り入れる際の利子負担分を補てん利子交付金

（その他）

・日ロ漁業合同委員会で合意されたさけ・ますア．さけ・ます漁業協力事業費補助金 ２０８

の再生産のための幼魚育成設備の整備

・改革推進公共投資事業清算金の産業投資特別イ．産業投資特別会計へ繰入 ６

会計への繰入（農林水産業技術振興施設費）（社会資本整備勘定）

２３７，５３１補 正 追 加 額 計

△１７，４６２既 定 経 費 の 修 正 減 少

２２０，０６８差 引 補 正 要 求 額




